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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○櫻田委員長 それでは皆さん、おはようございま

す。 

  定刻よりちょっと早いんですが、台風18号の影

響で、この後、課長がすごいタイトなスケジュー

ルということなので、なるべく早く現場に行って

もらいたいと思いますので、ただいまから常任委

員会を始めさせていただきます。 

  本日は、９月定例会の常任委員会にご出席いた

だき、まことにありがとうございます。またこの

たび、大雨による災害対応に関しましては大変お

疲れさまでした。災害対応に伴い日程変更があり、

委員会日程が本日とあしたの予定になっておりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。なお、

16日水曜日に予定をしておりました現地調査につ

いては、委員の皆さんにご通知をしましたとおり、

日程上、実施が困難であるため、今定例会の実施

は見送り、後日改めて実施することとさせていた

だきますので、ご了承くださるようお願いいたし

ます。 

  さて、本定例会で当常任委員会に付託された案

件は、条例の一部改正案件１件、その他の案件１

件の計２件でございます。 

  なお、補正予算案件５件及び決算認定案件５件

につきましては、関係所管課のところで、随時、

予算常任委員会（第三分科会）及び決算審査特別

委員会（第三分科会）へ切りかえて審査を行いま

す。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査をお

願いするとともに、円滑な進行にご協力くださる

ようお願い申し上げ、挨拶といたします。 

  それでは、ただいまから審査に入りますが、小

仁所課長より被害状況の説明をよろしくお願いい

たします。 

  課長。 

○小仁所水道課長 おはようございます。 

  今回の塩原地区におけます水道の被害状況と対

応につきましてご説明を申し上げます。 

  10日、先週木曜日に、雨が降り始めて２日目ぐ

らいになりますが、この間、２カ所塩原地区にお

きまして、２カ所、要害浄水場の取水口と、中山

配水池の取水、導水管です、その２カ所におきま

して被災をいたしました。 

  まず要害浄水場のほうは、ちょっと写真小さい

かもしれませんが、取水口が土砂で埋まってしま

って原水が届かない状態になったということで、

翌日の11日に、朝から現地に入りまして、その土

砂の除去の作業を行いました。これは市の職員水

道課だけではなく、ほかの課の職員、それから旅

館組合の方々、それから観光事業組合の皆さんの

ご協力を得まして、おおむね20人を超えるぐらい

の人力による作業でございました。途中、林道が

流されておりまして重機が入らないというような

形になっておりまして、途中から徒歩でスコップ

を担いで現地に行って、人力で除去をしたという

ような形でございます。要害のほうのウトウ沢と

いう水源があるのですが、そちらは11日の15時30

分ごろに作業を完了いたしまして通水ができるよ

うになりました。その後、配水作業といいますか、

原水の濁度は上がってはいたのですけれども、何

とか緩速ろ過池がありますので、そちらでろ過が

可能になったと。一時断水をしておりましたけれ

ども、一応６時までという見込みだったのですが、

実際には11日の11時40分ごろのの断水解除だとい

うことで手当てが完了しております。 

  一方、中山配水池なのですが、尾頭トンネルか

ら原水を引いております。原水を引いている導水

管の場所というのが、公道上にはありませんで、
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山中をはうように持ってきているものなんです。

尾頭トンネルを、工事中に使っていた工事用の道

形が残っていて、それはどこの管理というわけで

もなく、道形があるという形になっていて、森林

管理事務所でも林道と認可をしていないような道

を使って導水管が引かれている。それが谷底を渡

っているところ、沢のところです、そこが今回の

豪雨によりまして、道とともに、コンクリート舗

装がされていたんですが、そのコンクリート舗装

の道路とともに流されてしまったということで、

11日の朝、要害と同じ２班に分かれて同時に出発

したのですが、そちらに向かいまして、仮の復旧、

導水管をつなぐ仮の復旧を応急措置ですが、それ

を行っております。つなげたので、見込みとして

17時、断水解除というような考えでいたのですが、

実は割れてしまった導水管に濁水が大量に入りま

して、濁水だけではなくて土砂が恐らくかなりの

量、入ってしまったのだと思うのです。つないで

導水管、原水が通るようになりましても、なかな

か濁りが落ちませんでした。それが想定外のこと

で、当初、17時に断水解除という見込みを立てた

のですが、こういう状態、いまだに濁りが落ちな

いということで、原水そのものも濁ってしまった。

それから、配管内も汚れてしまった。配水池も恐

らく入ってしまった。そして、配水管のほうもそ

うなのだろうということで、原水濁度の監視をず

っと続けておりまして、昨日から配水池、大分濁

りが下がってまいりましたので、今度は配水池の

洗浄と、配水管の洗浄という作業に、昨日の午後

から入っております。これは、原水濁度が基準値

に近くなってきましたので、これは早い時間に作

業が終えるかなという見込みは、我々も正直思っ

ていたわけなのですが、排泥作業という配水管の

末端のほうに水を抜いて、汚れを全部出してしま

うんです。その作業が６カ所、その後現地でもっ

とふやしたんですね。相当数の箇所で排泥作業、

ドレンをしたのですが、なかなか昨日の夕方、夜、

深夜までその段階でも濁りが落ちずに、きのうの

うちに断水解除はしたいというふうに思いまして

全力でやっていたのですが、そういうこともかな

いませんで、けさの段階で原水の濁度が2.1、基

準は２以下ということで、ぎりぎりまで下がって

まいりました。ですから、もうこれは時間の問題

で原水がオーケーになるだろうと。そして、配水

池のほうも２をわずかに上回っているということ

で、こちらも配水池の水の入れかえをもっと急い

でやろうということで。 

  それから、まだ現場から情報が入っておりませ

んが、排泥のほうの濁度がどのくらいになってい

るのか、昨夜の段階では、場所によってちょっと

違いますが、8.9とか4.7だったか、４台の濁りだ

ったということで、２つやっているのです。中山

配水池のほうは配水池の濁りを２以下に下げると

いうこと。それから、配水の濁度を下げるという

こと。それから、原水濁度が２以下になるのを常

時監視しているという、そのような状況でござい

ます。 

  けさから給水管理として、営業係長が塩原に上

がっております。それから、施設管理係長と課長

補佐が陣頭指揮を執るということで水道課に残っ

ておりまして、本日３名が常任委員会を欠席をさ

せていただいております、申しわけありません。 

  それから、先ほど委員長からありましたが、私、

通常ですと部の常任委員会、答弁側でここに部長

とともに同席をさせていただくのが通常でござい

ますが、こういうような状態でございますので、

水道課が終わりましたらば、帰庁をさせていただ

きたいと思います。本当に申しわけございません。 

  状況は以上でございます。 

○櫻田委員長 説明、ありがとうございました。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎水道課の審査 

○櫻田委員長 それでは初めに、八木澤上下水道部

長からご挨拶をいただきたいと思います。 

○八木澤上下水道部長 （挨拶。） 

○櫻田委員長 ありがとうございました。 

  それでは、水道課の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８２号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 議案第82号 那須塩原市水道基金条

例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○小仁所水道課長 （議案第82号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見を

終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第82号 那須塩原市水道基金条例の一部改

正については原案のとおり可決すべきものとする

ことに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第82号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８５号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 次に、議案第85号 平成26年度那須

塩原市水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○小仁所水道課長 （議案第85号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見を

終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 
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  議案第85号 平成26年度那須塩原市水道事業会

計未処分利益剰余金の処分について、原案のとお

り可決すべきものとすることに異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第85号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７２号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 これより予算常任委員会（第三分科

会）に切りかえて審査を行います。 

  議案第72号 平成27年度那須塩原市水道事業会

計補正予算（第１号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○小仁所水道課長 （議案第72号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見をお受けいたします。 

  何かございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 以前から工事に着手して進めてきた事

業だと思うんですけれども、今説明を受けたんで

すが、工事内容をもうちょっと説明してください。 

○櫻田委員長 課長。 

○小仁所水道課長 工事内容といたしましては、土

工、それから配水管、導水管の工事、それから緊

急遮断弁そのものの移設工事、それから計測機器

の移設工事。 

  重立ったものではそういったものの移設工事と、

それから移設に伴いまして、配水管に接続する工

事、接続のし直しの工事がございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 すみません、聞き取れなかった委員も

いるみたいですので、もう一度よろしいですか。 

○小仁所水道課長 大変申しわけありません。 

  まず、緊急遮断弁室というものがありまして、

緊急時に、地震の際に緊急に配水をとめる弁がご

ざいます。それが道路工事にかかってしまうとい

うことで、その緊急遮断弁室をもっと手前の浄水

場の敷地内に移設する工事でございます。この移

設に当たりまして、まず緊急遮断弁そのものを移

設します。それから、移設に当たりまして、掘削

とか、緊急遮断弁室をつくるわけですから、土工

ですとか、そういったようなものもございます。 

  それから、配水管、導水管という、それから浄

水場内で使った水を第１分水に排水、水道水の配

水ではなく捨てるほうの排水なんですが、そうい

う排水管もございます。これを一旦切って浄水場

内に移設をして、さらに今度は管を接続するとい

うような工事になります。そして、緊急遮断弁室

に設置してありました濁度計、残塩計、流量計と

いったさまざまな計測機器も、これは先ほどもち

ょっと言いましたけれども、型式が古くて移設で

きないことがわかったものでして、新設という形

で新しい緊急遮断弁室に設置をするというような

工事内容になります。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 すみません、二度も説明いただいてあ

りがとうございました。 

  実際に、今回こうやって大きな補正につながっ

てしまった要因ということで説明いただいたんで

すが、当初からその計器類はもう更新するしかな

いんだという判断はつかなかったということにな

るわけですか。 

○櫻田委員長 課長。 

○小仁所水道課長 結果的には、そういうご指摘を
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受けてもやむを得ないなというふうなところはご

ざいますけれども、現状で正しい計測ができてい

る計器でございまして、急ぎ概略の設計をする際

に、そこまでの判断ができなかったというところ

は確かにございます。 

○吉成委員 了解です。 

○櫻田委員長 そのほか、委員の皆様より何かござ

いませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見を

終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第72号 平成27年度那須塩原市水道事業会

計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第72号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第９号の説明、質疑、討論、

採決 

○櫻田委員長 続きまして、決算審査特別委員会

（第三分科会）へ切りかえて審査を行います。 

  認定第９号 平成26年度那須塩原市水道事業会

計決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から説明を簡潔にお願いいたします。 

  課長。 

○小仁所水道課長 （認定第９号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  山本委員。 

○山本委員 先ほど、有収率、水道の有収率の要素

の経過、たくさん配水管を直したのにもかかわら

ず、ことし79.59から七十七.何になったというこ

との原因の調査をするとか、それからこうなんで

はない計算式がというようなお話をいただいたん

ですけれども、そもそも素人的にぱっと思うのは、

たくさん直しているのに水がどこかでやはり漏れ

ているんじゃないのというような感じがするんで

す。計算の仕方を変えたとしても、多分ここに数

字であらわれてくる２％ぐらいの違いというのは

そういうものではないような気がするのですが、

これはことし初めてのことなのですか、今までも

こういうふうな傾向は続いていて、有収率はどん

どん下がっていたのか、あるいは何かほかに考え

られることがあるのか、ちょっと説明をしていた

だきたいと思います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○小仁所水道課長 有収率につきましては、次第に

上がってきていたんです。徐々に上がってきてい

たんですが、26年度において1.87ポイント下がっ

てしまったということです。徐々に下がってきて

いるというわけではございません。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 たまたま私のうちも去年、きれいにし

ていただいたというのか、舗装をやっているので、

水道管については古いものをどんどん新しくして
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いるんだなというふうに思っておりましたので、

原因が、計算上の問題で原因がそうだというふう

に特定できれば、それは問題はないのですが、や

はりどこかで埋もれているというようなことが少

しでも疑われるようであれば、このところはやは

りしっかりやっていただかないと、今後どうなる

のかなと心配でお聞きをしたところです。 

○櫻田委員長 課長。 

○小仁所水道課長 確かに、先ほどの消火用の水量

というものは計算上のことであって確かに大きな

ものではないかもしれませんが、例えばここでは

っきり言えるものとしては、そのくらいかと。あ

とは、あくまでも推定になってしまいますので、

その間のところは一つ一つ確認をとっていきませ

んと、何かはっきりしたことは言えないというこ

とがございます。 

  それから、本管からの漏水だけではないのです。

給水管という個人の管理に置かれている本管から

蛇口まで引いているところの漏水というものがか

なりの数ございます。本来は個人のものですから、

個人でお直しいただくというのが原則なのですが、

メーターの手前で漏水している場合には、ご本人

様には何の影響もない、料金的な影響がないもの

ですから放置されてしまう場合があるのです。簡

便な修理で直ってしまうところは、私どもとして

は水がどんどん出放しになっているという、そう

いう状態は避けたいものですから、条例上もその

他、管理者が認めた、市長が認めたというような、

そういう規程がありまして、それの運用としてメ

ーターの手前、本管側の給水管の漏水は水道課が

修繕しております。 

  ただ、二次側という、個人メーターを通った側

の漏水とかがありまして、それからメーター手前

のものも気づかないものもあるんです。本管だけ

ではないということがございます。いろんな想定

を今しているところでございまして、その想定の

一つ一つを実際に確認をして、何が原因であるの

かということを突きとめていきたいというふうに

考えております。 

○山本委員 了解しました。 

○櫻田委員長 そのほか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは５ページの損益計算書で、先

ほど、課長から説明いただいたのですが、今年度

から少し会計に加わる部分があって、その中で３

の営業外収益の中の（３）の長期前受金戻入の部

分が、今回は収益として、これ１年限りという話

を先ほどあったと思うんですが、結局そうなると、

今回の一番下になりますけれども、先ほど来出て

きていますけれども、当年度の純利益として７億

円を超える利益が上がっているわけです。前年度

と比較すると、331.6％増という大きな増になっ

ていると。その理由としては、先ほどの説明どお

りだと思うんですが、ということは、来年に関し

ては新しい会計にまたなったといっても、来年度

に関して言えば、ここの純利益というのはまたも

とに戻るという理解になるわけですか。 

○櫻田委員長 課長。 

○小仁所水道課長 先ほど、私の説明が余り上手で

はなかったようでして、確かに今年度限りという

ふうに申しましたのは、その他の未処分利益剰余

金変動額のうち、過去における過年度分の長期前

受金戻入につきましては、新しい世帯になりまし

たら長期前受金として、例えば補助金をもらいま

したらば、工事をやった年度だけの収入にするの

ではなくて、配水管でしたら40年間耐用年数ござ

いますから、その補助金を40年間振り分けて分配

するんです。減価償却と同じように、減価償却に

対応する形で補助金を減価。一旦、長期前受金と

いう財布に入れて、それを40年間分けていくとい
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うようなことなので、長期前受金というのは営業

外収益の（３）のものは毎年続きます。今年度限

りと申しましたのは、その他の剰余金変動額、こ

こが過去のものも、何というのかな、過去に３番

に入るべきものだったものを合計して今年度まと

めて処理したということです。 

  今年度限りと言いましたのは、下から２行目の

三十九億何がしという、この金額のうち33億

7,600万円ほどの金額、これが過去の長期前受金

戻入ということでございます。ですから、営業外

収益の長期前受金戻入は26年度以降ずっと続くと

いうことになります。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、その点はわかりました。 

  そうすると、今回のこの公営会計制度の見直し

の根幹をなすものは一体何なのですか。なぜ、見

直しをしたのでしょう。多分、限りなく民間会社

の会計制度に近づけようというのは私も単純には

わかるんですけれども、今回の柱となるものとし

てはどういうふうに我々は解釈したらいいのでし

ょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○小仁所水道課長 なかなか難しい質問をいただい

てしまいました。私どもは新会計制度に移行する

ことで、その新会計制度に習熟することで手いっ

ぱいでございます。その意味というものが確かに

はっきりとつかんでいるわけではございませんが、

これまで公営企業会計というものが、一般会計と

かそういった官庁会計とは違うとはいいながら、

全くの民間企業の企業会計ともまた違うという、

中間のところでいたわけですけれども、損益計算

をもっとはっきりして、収益というか独立採算の

基礎をもっと高めて、民間企業のような本当に独

立したという、そういう形で企業運営ができるよ

うに、そのためには損益計算がもっとはっきりで

きるようにというような、そういう考え方があっ

てのことだと思うのです。長期前受金戻入ですと

か、それから引当金戻入というのもありますが、

これも引当金に関する定義を厳格にした結果なん

です。今まで、25年度までは、これは修繕費です、

修繕費の引当金ということで、前年度に余った修

繕費を引き当ててストックしておいて、何か修繕

ができたらそれを使おうというような、曖昧な形

で引き当てていたものを何年度にどこそこで幾ら

かかるからという形で引き当てておいて、明確な

形での引当金にしなさいということになったので

す。だから、今まで不明確な、お金をストックし

ておけばいいわというような形で引き当てておい

たものを、そのままストックできなくなったので

ここに戻し入れをしたというのが、この５番の特

別利益の中の戻入金なんです。そのように、もっ

と会計の中身をすっきり明確していって企業運営

を正しくといいますか、明確にといいますか、企

業として経営を明らかにしなさいという考え方が

あったということだと認識しております。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 私もわからないので聞いているのです

が、そうすると今度、８ページ、９ページは貸借

対照表があるわけですけれども、当然これも今回

の新しい会計の中で従来の、この中で一番違うん

だろうなと思うのは、資産の部であったものが、

今回に関していえば負債の部のほうに、流動負債

で企業債なんかが含まれるようになったわけです

ね。それによって、本来であれば資産とみなされ

ていたものが、もう負債の扱いになってくるわけ

ですね。 

  これらについて言えば、逆にこれまでの水道会

計からいえば、ちょっと事業者にとってみたら厳

しい会計制度に変わってきたのかなと、この貸借
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対照表を見ればですよ。そこはどういうふうに捉

えたらよろしいんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○小仁所水道課長 確かに、６ページの剰余金計算

書の、資本金の欄でも借入資本金というものが上

の表にはありますけれども、下の処分計算書の中

では資本金というのは自己資本金だけの額になっ

ています。この借入資本金というのは、先ほどご

指摘にありました企業債というような形で負債の

ほうに回っているということなんですけれども、

これはあくまでも借り入れでございますから、そ

れをいずれ返さなければならないという、そうい

う財源として捉えなければならないということで

すから、それは確かに厳しいことではありますけ

れども、そこを単なる資本金であるよというよう

な捉え方をするよりは、企業会計としては企業に

経営上、そのような認識を、今度の新会計制度に

基づき認識をきちんと持つほうが企業の運営とし

ては正しいのではないかというふうに認識してお

ります。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 わかりました。 

  では、違う資料からでもいいんですよね、ここ

に関しては。 

  先にいただいていた決算報告説明資料のほうの

７ページ、これまでも進めてきた計画、策定なん

ですが、その中の中段の委託料の中の、平成24年

から平成28年にかけてこの業務については行われ

るということで、以前に説明いただいていたと思

うのですが、水道事業アセットメント計画策定業

務ということで、今回の決算に関して言うと

2,000万円が決算されているわけです。これはも

う残りも28年までということですので、今現在ど

の辺までそれぞれの台帳等が進められて、整備が

されてきたのか。 

  あと残り、今年度も予算、もちろん計上されて

いますが、今年度と、それから28年度と合わせて、

あとどのくらいの支出で策定業務が完成するのか

をお聞きします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○小仁所水道課長 アセットマネジメント計画策定

業務につきましては、25年度に業務を契約をいた

しまして、実質業務が始まったのは、25年度末で

したから、26年度から始まっております。 

  26年度、27年度、この２カ年で、資産の調査と

その台帳整備…… 

〔「固定資産ですね」と言う人あり〕 

○小仁所水道課長 そうですね。それから施設台帳、

それから以前やっておりましたマッピングシステ

ム、配水管とかそういう地図があるのですが、あ

れとの整合を図って取り入れていくんです。そう

いったような作業をやっておりまして、地区ごと

に進めております。ただいま塩原地区をやってい

るところでございます。それを固定資産システム、

それから企業会計システムと連動させていくとい

うことで、来年度につきましてはそのシステムの

連結をいたしまして、そこで減価償却ですとか、

修繕計画ですか、そういったようなものができる

ような、そういうシステム同士の連結をしていこ

うということで、これは工事と違いまして、ここ

までやって何千何百何十何万円というような形に

はなりませんので、契約時に2,000万円、2,000万

円、最終年度に1,750万円だったかな、そのぐら

いの金額で支払いましょうということでやってお

ります。ですから、26年度に2,000万円、27年度

に2,000万円で28年度、最終年度にたしか1,750万

円だったと思いますが、そういう支払いの予定で

業務を進めております。 
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○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 わかりました。 

  あと、これ平成27年度那須塩原市の水道という

ことになっていますが、それの21ページ、26年度

の那須塩原市の水道事業の給水原価、それから供

給単価、21ページにそれぞれ記載がされています。

その隣には、那須塩原市の20㎥使った場合の料金

が載っているわけですけれども、那須塩原市はち

ょっと高い部類に入っているわけです。 

  たまたまですけれども、この９月頭だったか７

日ぐらいだったと思うんですが、朝日新聞に全国

の水道料金の今上がってきているというような記

事内容があったんです。その中で、全国の20㎥平

均価格というのが3,196円というふうに出ている

わけです。ここにも出ていますよね。それで例え

ば、那須塩原市の現在のこの給水原価と、足利市

の給水原価の表を比べたことはないかもしれませ

んが、那須塩原市ではどこの部分が一番かかって

しまって給水原価を、例えば引き下げろという努

力をした場合に一番ネックになってきているのか、

それをちょっとお聞きしたいなと思うのですが。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○小仁所水道課長 １つには、施設が那須塩原市の

給水区域の面積が広大であって、かなりの規模の

施設を抱えているというものがございます。例え

ば、老朽管更新につきましても、毎年10億円を超

える予算の支出がございます。そういったような

ものがありますから、どうしても維持管理に要す

る費用というものはコンパクトな町よりは、多額

になってくるであろうと思います。 

  それから、水源がどういう水源であるかという

ことも関係してまいります。浄水施設がろ過施設

を持たずに浄水ができるような場所ですと、その

施設も少ないということになりますし、ランニン

グコストも少ないということになりますから、そ

の浄水という側面から見たその環境がどうかとい

う、経営体としての経営努力というものももちろ

んございますが、その経営体が置かれている浄水

に関する環境がどうかということがございます。 

  例えば、那須塩原市で言いますと、今災害真っ

最中でございます塩原地区などは、給水区域人口

に対して施設に投下する費用が多額になっている

と。これは、地形的にもやむを得ないという事情

がございます。費用がかかるからやめてしまえと

いうことはできませんので、お金をかけながら今

回も150戸という断水でございますが、そこに大

きな配水池があるというような、そういう、あく

までも経営上の話で言えば、言葉としては不適格

ではございますけれども、不経済な部分もあると

いうふうな、水道事業というのは置かれた環境に

よって、いたし方のない部分というものもありま

す。ただ、だからといってこの3,591円、これは

仕方がないねという形ではなくて、やはりできる

だけのお安い料金で供給をしていきたいというふ

うには考えております。 

  ただ、この料金設定というのも厚生労働省の認

可を受けるときにも既に施設に維持管理など、修

繕とか何かも全部事業認可の機械も全部想定をし

て、供給単価、原価の計算をして、その事業認可

の期間中はその単価でやっていけるんだ、ペイで

きるんだという、そういう計算をした上で認可を

受けているわけですから。28年度で今の事業認可

が期限が切れます。29年度から新しくということ

になりますので、そのときにまた新たな計算をし

ていくということになり、そのときに、できるだ

けそのような考え方で取り組めたらなというふう

に思います。 

  以上です。 

○吉成委員 ありがとうございました。 
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○櫻田委員長 ほかに何かありませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 今の続きになるんですけれども、水道

料金は多分徴収率は高いほうだと思うんです、

95％とか96％とかだと思うんですが、それでもこ

とし、決算審査の意見書の中にあるように、11ペ

ージに、倒産で取れなくなってしまった水道料金

があるということが書いてあるんですが、個人の

水、水道と、法人の水道料は全然違うと思うんで

すが、払わない人に対しての滞納を繰り返しての、

処理の仕方は同じなのですか。 

  つまり、個人、個人の家が払わないとこういう

ふうにして滞納処分をするんだと、それから法人

に対しても全く同じ感じなのかというのを、ここ

には法人の倒産や破産で取れなかったものは今回

多かったと書いてあるんです。そういうものはや

はりちゃんとしなさいと書いてあるので、同じよ

うに水道をとめてしまうとか、払ってくださいと

いう、そのやり方は同じなのかということをお尋

ねしたいと思います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○小仁所水道課長 法人と個人で滞納に対する対応

は同じかどうかということですが、基本的には、

法人と個人で対応の仕方を変えるということでは

ございませんが、個人の場合にはお約束いただい

ていてもそれが守っていただけないということで

あればそれはあると思います。きょうは営業係長

が来ておりませんので詳細のところはわかりませ

んけれども、法人の場合には、即座にとめてしま

うと営業停止というようなことになりますので、

逆に営業していただいて納めていただくほうがい

い場合もあるかなと。経営が苦しいからというこ

とであれば、苦しいところをとめちゃったならば

もう営業できなくなるわけですから、それが我々

にとって得策かどうかという、そういう判断も出

てくるかもしれませんけれども、その辺のところ

はちょっときょうは営業係長が来ておりませんの

で、はっきりしたことは言えませんけれども、原

則としては同じなずなのですが、ケース・バイ・

ケースの中で多少の違いが出てくる可能性はある

かなというふうに思います。 

○山本委員 わかりました。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  玉野委員。 

○玉野委員 すみません、今の続きなんですけれど

も、滞納案件という中に、こんなものもあるとい

うのは１，２点、ご紹介いただけますか。大口の

滞納案件。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○小仁所水道課長 意見書の資料ですね。 

  滞納案件ならこちらに…… 

○玉野委員 今の11ページ。 

○小仁所水道課長 滞納の大きいものはホテルが１

件ございました。ホテルが１件と宝石店が１件、

合計２件で、例年にない滞納額でございました。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木（紀）委員 固定資産税の売却代金というこ

とで119万9,251円となっておりますが、鳥野目浄

水場用地売却ということで、面積と、あと、この

金額の算出、どういった形で算出されたのかなと

いうふうなことを。説明資料の10ページ。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○渡邉総務係長 こちら固定資産の売却代金ですけ

れども、ちょっと面積のほうは、はっきりした面

積を把握していないのですけれども、申しわけご

ざいません。ただ、こちらの算出については、道
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路課のほうで、市道埼玉鳥野目線の改良工事に伴

う用地の買収ですので、道路課のほうで不動産鑑

定士を入れた鑑定額をもとに提示された金額、こ

ちらのほうで売却しております。 

  こちら売却代金については、通常取得した価格、

こちらが売却代金になっておりまして、決算資料

の２ページに、固定資産の売却益というのが595

万2,299円、こちらのほう算出しているのですが、

結局はこの119万9,261円と595万2,299円、こちら

を足した金額をいただいています、面積に対して。

これ純粋に600万円近い金額は、取得した価格よ

りも多い利益として上げているので、こちら売却

益という形になるんですけれども。面積が、ちょ

っと私も前任道路課にいたのですが、あの辺です

と平米１万7,000円ぐらいで売却しておりました

ので。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

○渡邉総務係長 以上で。 

○鈴木（紀）委員 大丈夫です。 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見を

終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第９号 平成26年度那須塩原市水道事業会

計決算認定については原案のとおり認定すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 認定第９号については、原案のとお

り認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 その他に入ります。 

  執行部から何かございませんか。 

〔「特にありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 委員の皆さんから何かございません

か。 

  君島委員。 

○君島委員 ちょっと教えていただきたいんですけ

れども、建設の部分で、資金が足らなくなると、

留保資金を使いますよね。留保資金を使っている

のは別に構わないんですけれども、今回みたいに

剰余金が出たときに留保資金に戻すということは

しなくてもいいのかどうかというのが１つと、も

う一点は、剰余金が出たときに、例えば資本金に

何％以上は資本金にしなさいよという縛りがある

のかどうか、その２つを教えてください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

○君島委員 その他なので、後でも。 

○櫻田委員長 それでは、後でよろしくお願いした

いと思います。 

  そのほか、委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、私のほうから一

言、水道課の皆さんにお礼を申し上げたいと思い

ます。 

  不眠不休で２日間ばかり塩原の断水のために一

生懸命復旧に努めていただき、本当にありがとう
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ございました。幸いにして、人的被害はなかった

わけではございますが、これからシルバーウイー

クを迎える塩原温泉にとっては非常に水の問題は

大事なことでありました。 

  うわさによりますと、旅館の社長が従業員を連

れて、スコップと長靴で現状に行き、手仕事でそ

の水を復旧するのに非常に努力したと、現場を体

験できて非常に、今までは行政に対して早いだの

遅いだの言っていたのですが、行政の痛みがすご

くわかったという意味で、喜んでいたのか反省を

していたのかわかりませんが、そういう声もいた

だきました。しかし、今回は50年ぶりの大雨でし

たが、素早い対応、そして幸いにしてシルバーウ

イークにも塩原温泉、そんなに被害がなく、大丈

夫なんではないかなということですので、本当に

水道課の皆さん、ご苦労さまでした。まことにあ

りがとうございました。 

  それでは、そのほかないようですので、水道課

の審査を終了いたします。お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、10分間の休憩を

とらせていただきます。よろしくお願いします。

ありがとうございました。15分から行います。 

 

休憩 午前１１時０４分 

 

再開 午前１１時１２分 

 

○櫻田委員長 時間には早いのですが、皆さんおそ

ろいですので、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎下水道課の審査 

○櫻田委員長 それでは下水道課の審査に入ります

が、審査に入ります前に、課長のほうから一言発

言をしたいということがありましたので、よろし

くお願いします。 

○邉見下水道課長 （台風18号の影響による被害状

況について説明。） 

○櫻田委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６４号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 それでは、下水道課の審査に入りま

す。今回、下水道課関係の付託案件はございませ

んので、これより予算常任委員会（第三分科会）

に切りかえて審査をいたします。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いします。 

  課長。 

○邉見下水道課長 （議案第64号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  それでは、各委員から質疑、ご意見等をお受け

いたします。 

  委員の方、何かございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結
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いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）は原案のとおり可決すべきもの

と決することに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第64号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６８号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 次に、議案第68号 平成27年度那須

塩原市下水道事業特別会計補正予算（第１号）を

議題といたします。 

  執行部の説明をお願いします。 

  課長。 

○邉見下水道課長 （議案第68号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  それでは、各委員から質疑、ご意見等をお受け

いたします。 

  委員の皆様、何かございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 債務負担行為って契約ですよね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○鈴木（伸）委員 これって業者さんはすごくレベ

ルの低い質問かも知れませんが、入札とかそうい

った形で、それとも随契みたいな形なのでしょう

か。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 現在、入札の準備を進めている

ところでございまして、プロポーザルによります

随契、入札という形で予定しております。 

○櫻田委員長 鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 この金額、限度額でこれから入

札準備をしていくということでよろしいですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○鈴木（伸）委員 これを見ると、さっき28年度か

らと、そこから、ここに書いてる期間の27年度と

いうのは今から準備するという意味でよろしいで

しょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 期間につきましては、今年度入

札を行いまして、契約まで行いたいということで、

27年度からの債務負担ということで設定をさせて

いただいたところでございます。 

〔発言する人あり〕 

○邉見下水道課長 実質、委託については28年４月

１日からという内容で予定をしてございます。 

○櫻田委員長 ほかにございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木（紀）委員 22ページの賃金というところで

す。 

  産休による代替職員分ということですけれども、

これ来年３月までということで理解してよろしい

でしょうか。それだけを確認。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 10月から３月いっぱいまでとい

うことで、６カ月間予定をしております。 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 
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  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第68号 平成27年度那須塩原市下水道事業

特別会計補正予算（第１号）は原案のとおり可決

すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第68号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第69号 平成27年度那須塩原市農業

集落排水事業特別会計補正予算（第１号）を議題

といたします。 

  執行部の説明をお願いします。 

  課長。 

○邉見下水道課長 （議案第69号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第69号 平成27年度那須塩原市農業集落排

水事業特別会計補正予算（第１号）は原案のとお

り可決すべきものとすることに異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第69号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  続きまして、決算審査特別委員会（第三分科

会）へ切りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部からの説明を簡潔にお願いいたします。 

  課長。 

○邉見下水道課長 （認定第１号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  委員の皆さん、何かございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 それでは、意見がないようなので、

質疑、ご意見等を終了したいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については原案のとおり認定すべ
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きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 認定第１号については原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  次に、認定第５号 平成26年度那須塩原市下水

道事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題

といたします。 

  執行部から説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○邉見下水道課長 （認定第５号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 399ページの20事業のバイオマ

ス発電設備で、私は頭から抜けていたのですけれ

ども、どういう趣旨で行った事業なのかというあ

たりをちょっと砕いて説明いただけますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 流域下水道といたしまして、那

須塩原市、大田原市、流域下水道、県が管理をし

ている北那須浄化センターが大田原市にございま

すけれども、ここに消化ガスという形で、当然な

がら下水道を処分しましてガスが出ますので、そ

れらを有効に活用するということで、バイオマス

の発電の設備を設けたということであります。こ

れらにつきましては、25年から26年度、２カ年間

で事業を実施するという内容でございます。今年

の５月に発電を開始したということで伺っており

ます。 

○櫻田委員長 鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 では、この事業は市単独か、そ

の広域的にやった中の分担の金額になるかという

ことと、あとこれ、発電量はどれぐらいなのか聞

かせてもらえますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 まず、全体事業費でございます

けれども４億6,000万円ほどでございまして、こ

の半分が県負担でございます。残りの半分を構成

市町であります那須塩原市、それから大田原市で

負担をしているという状況でございます。 

  それから、発電量につきましては、ちょっとお

待ちください。 

  年間で140万kwアワー。 

○鈴木（伸）委員 はい、わかりました。 

○櫻田委員長 そのほか委員の方、ございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは、386ページの、まず、６款

２項１目の雑入の先ほど説明をいただいた原発事

故による東電からの賠償金なんですが、平成26年

度、去年の決算では、25年度の決算分は間に合わ

なかったということで、翌年に入れますという説

明があって、今回この4,000何がしの賠償額が入

ってきているわけですけれども、そうなると平成

25年度分というのはこの中でどのぐらいを占める

のでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 今回の賠償金につきましては、

平成24年度分でございます。 

○吉成委員 24年度分。 

○邉見下水道課長 はい。25年度分につきましては、

今年度賠償金が入るというようなことで見込んで

いるという状況であります。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 はい、わかりました。ちょっと勘違い

していました。 

  では、392ページの水処理センターの部分です

けれども、この20事業、決算で黒磯及び塩原水処
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理センターの改築更新等の実施設計ということで

1,890万円の決算がなされています。 

  当初予算は4,500万円以上だったような気がす

るんですが、その差額が生まれた理由をお聞きし

ます。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 当初は黒磯の水処理センターに

つきまして施設の整備を行うということで予定を

してございました。ところが、耐震化調査を行い

ましたところ、黒磯水処理センターの建屋が耐震

化が図れないということから、これらを減額した

ということでございまして、これにかわるものと

いたしまして、黒磯水処理センターの建てかえを

計画をしたということで現在進めている状況でご

ざいます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 平成26年度の当初予算の中身を見ると、

そこには耐震工事が、今はもう耐震がという話が

ありましたけれども、耐震工事の詳細設計という、

この詳細設計という部分がじゃ丸々抜けたという

理解でよろしいんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 詳細設計が丸々抜けまして、基

本設計に切りかえたということでございまして、

基本設計につきましては、監視制御設備が黒磯、

塩原一緒でございますので、これらの建てかえに

伴います詳細設計やりますと無駄になりますので、

基本設計で抑えたということでございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 はい、了解しました。 

  では、次ページの393ページの管渠管理なんで

すが、ここの中の、以前からやっていると思いま

すが、この委託料の内訳の表がありますけれども、

それぞれＴＶ調査業務ということで、その１、そ

の２、その３あるんですが、これはメートル当た

りの単価というのがなされて、掛けることのメー

トルで出てくるんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 おおむね、委託料の単価が決ま

ってございます。それに延長を掛ければ出てくる

というようなことでございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 単価としてはどのぐらいの単価なんで

すか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 電卓で計算をしますので、少々

お待ちいただけますか。 

○吉成委員 では、結構です。 

  では、次なんですが…… 

○櫻田委員長 課長。 

○邉見下水道課長 出ました。おおむねメーター当

たり2,050円です。 

○吉成委員 メーター。 

○邉見下水道課長 はい、メーター。 

○吉成委員 わかりました。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 あと、396ページ、この下水道建設費

の中の、ここも上段のその他委託料の内訳という

ことで、長寿命化計画に伴う管漏水調査業務とい

うことで、黒磯その１、その２ということになる

んだと思うんですが、これは具体的には黒磯地内

のどの辺をこの6,310ｍ、そして7,846ｍ、調査業

務を行われたんでしょうか。 
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○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 町名だけでご説明を申し上げま

すと、まず、その１、6,310ｍほどです。これに

つきましては、黒磯地内の安藤町、それから下黒

磯、下豊浦あたりでございます。 

  次に、その２でございますけれども、これも、

安藤町が一部入りますけれども、そのほかに東豊

浦、それから豊浦北町などでございます。 

  以上です。 

○吉成委員 はい、わかりました。了解です。 

○櫻田委員長 そのほか委員の方、何かございませ

んか。 

  鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 今の吉成委員に続いての質問に

なりますが、この長寿命化計画の管路は、何年に

布設して、現在どのような管種が残っているのか、

わかりますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 長寿命化計画のまずテレビカメ

ラ調査の範囲からご説明申し上げますと、幹線管

渠をメーンに調査を実施してございます。それに

加えて、重要な管渠ですので、ＪＲの横断とか、

そういったものについて実施をしているものであ

りまして、調査範囲につきましては、整備年次の

古いものからということで調査をしています。 

  長寿命化計画につきましては、この管渠の調査

をした結果、異状があったものにつきまして長寿

命化計画を策定するということでございまして、

今手元でどのぐらいの管渠の大きさであるとか、

延長であるというのは、手元に資料がありません

ので、申しわけございません。 

○櫻田委員長 鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 ちょっと長寿命化という言葉か

らひらめいたのですけれども、普通橋梁に例えて

しまえば、いつつくったかと、50年たっていれば

腐食とかひび割れとか、鉄筋の腐食みたいので、

それを補修するために、目に見えるんですね、疑

いがある場所。この下水道は見えないんですけれ

ども、今質問したことにちょっと足りなかった、

もうちょっと。本来はやっぱり先行したもの、古

いものをまず調査するのだろう、重要なところと

か古いものだろうと。それから、どういう管種、

昔と今ではちょっと管種が違う、下水道だとマン

ホールと限らないと思うのですけれども、どうい

うものを目当てでやっていて、ここに予算とって

いるわけですけれども、これ、予算ではない、決

算なんですけれども、どういう目当てでこれを予

算をとってやられたのか。 

  今はちょっとわからないですかね、ちょっと興

味があったものですから、前回の予算のときに見

ていなかったので。要するに前にひっくり返しま

すけれども、いつごろの工事のものに対して、あ

とどれぐらいの管径とか管種はどうだったのかと

いうあたりが聞ければと思ったのですが。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 黒磯の建設部署で中心にやって

ございますけれども、黒磯の供用が昭和55年から

供用してございます。その管ですから、それから

50年以上なのですけれども、それで先ほどの繰り

返しになりますけれども、重要な幹線とかという

ことで調査をしているところです。 

  管種につきましては、恐らくで恐縮なんですが、

ヒューム管だと思っています。 

○鈴木（伸）委員 径は、径のほうも。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 1,100から250までの管渠につい
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て調査をしてございます。 

○鈴木（伸）委員 結構です。 

○櫻田委員長 そのほか委員の方、何かございませ

んか。 

  山本委員。 

○山本委員 先ほど聞いていたんですが、386ペー

ジの原発事故の東電の賠償金について、この

4,400万というのは、多分、要求をして、その中

でやったものだと思うんですが、これ、どのくら

い要求して、何に対してこの4,437万円なのか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 下水道資源化工場に搬出してお

ります汚泥の処分費用についてでございます。 

  考え方といたしましては、原発の事故前の処分

費用と、それから原発事故後の処分費用の差額に

ついて東電に賠償を求めているということでござ

いまして、費用についてはおおむね要求額どおり

ということでございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 これ、24年度分だということだったの

ですが、そうすると25年度分も同じように差額を

要求して入ってくるだろうという見込みでよろし

いんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 はい、おっしゃるとおりでござ

います。 

○山本委員 了解です。 

○櫻田委員長 そのほか委員の方から何かございま

せんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 今の山本委員が言われた部分の測定費

用等もたしか加味されないんでしたか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 答弁漏れまして申しわけござい

ません。 

  4,437万962円の内訳でございますけれども、資

源化工場に対する負担の増といたしまして4,409

万8,802円、それから放射能濃度の測定費用とい

たしまして27万2,160円でございます。 

  以上です。 

○吉成委員 了解です。 

○櫻田委員長 そのほか委員の方から何かございま

せんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木（紀）委員 399ページの先ほどの質問のバ

イオマス発電の件で、５月から稼働しているとい

う、その発電した電気の使い道を伺いたい。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 まずは施設内で必要な電気をそ

れからとる。それから余ったものについては売電

するということでございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木委員。 

○鈴木（紀）委員 その余った部分の売電の金額は、

大田原と本市と県とか、そういう分担されるんだ

と思うんですが、そこのところをお聞かせくださ

い。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 現在の見込みですけれども、売

電は年間で1,800万円ほど予算が削減されるのか

なということで、この削減されたものにつきまし

ては、維持管理費が削減されますので、維持管理

費については、削減されたものについて現在の持

ち分といいますか、負担割合で負担をしていくと
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いう内容ですので、若干下がるかなということで

期待しています。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木委員。 

○鈴木（紀）委員 ということは、２分の１ずつと

いうことでいいんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 答弁がちょっと錯綜しまして申

しわけありません。 

  1,800万円のうち、那須塩原市分の負担減とな

ってまいりますので、1,200万円ぐらいになって

いるのかなというふうに思っています。 

○櫻田委員長 そのほか委員の方からありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第５号 平成26年度那須塩原市下水道事業

特別会計歳入歳出決算認定については、原案のと

おり認定すべきものとすることに異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 認定第５号については原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  次に、認定第６号 平成26年度那須塩原市農業

集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について

を議題といたします。 

  執行部から説明を簡潔にお願いいたします。 

  課長。 

○邉見下水道課長 （認定第６号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  何かございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 404ページの委託料の内訳の放射能濃

度の測定業務なのですが、去年の決算額から行く

と約倍増しているんですけれども、その理由をお

聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 放射能測定業務でございまして、

年に４回ほど昨年実施してございます。４月、６

月、12月、３月に行いました。昨年度、恐らく２

回だったと思いますので、ほぼ倍増したというも

のです。 

○吉成委員 はい、了解です。 

○櫻田委員長 そのほか委員の皆様から何かござい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第６号 平成26年度那須塩原市農業集落排

水事業特別会計歳入歳出決算認定については、原

案のとおり認定すべきものとすることに異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 認定第６号については原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 それでは、その他に入ります。 

  執行部から何かございませんか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 委員の皆さんから何かございません

か。 

  玉野委員。 

○玉野委員 （バイオマス発電施設の所在場所につ

いて） 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 （農業集落排水に関する水洗化の啓蒙

活動について） 

○櫻田委員長 それでは最後に、部長のほうから何

かございませんか。 

○八木澤上下水道部長 ありません。 

○櫻田委員長 以上で、上下水道部の審査を終了い

たします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで昼食のため、休憩をとりまして、午後１

時より会議を再開したいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いしたいと思います。 

 

休憩 午後 零時１２分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○櫻田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市計画課の審査 

○櫻田委員長 初めに、君島建設部長からご挨拶を

いただきたいと思います。 

○君島建設部長 （挨拶。） 

○櫻田委員長 ありがとうございました。 

  それでは、都市計画課の審査に入ります。 

  今回、都市計画課関係の付託案件はございませ

んので、これより決算審査特別委員会（第三分科

会）へ切りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○稲見都市計画課長（認定第１号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  山本委員。 

○山本委員 歳出の238ページ、真ん中の屋外広告

物設置状況調査業務なんですが、シルバー人材に

頼んでということなんですね。これで完結してい

るのか、それから具体的にどのような方法で、ど

んなことをやっているのか、ご説明をお願いします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○稲見都市計画課長 この調査でございますが、今

年度の10月１日から屋外広告物の市の条例にあわ

せまして、これを施行されますので、それにあわ
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せまして現況の調査をいたしております。 

  昨年の調査状況でございますが、市の条例によ

りまして、色彩規制を導入する地域と、それから

国道400号の沿線、大田原市の市境までを調査し

ております。ですから、この後も何年かの計画で

市全体をやっていかなければなりません。今年度

もということで調査に入っております。 

  調査しました広告物の数等でございますが、全

て調査票に上がっておりまして、その調査票が

2,776枚ということで、設置数にしまして延3,446

基ございました。 

  以上が概要でございます。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 条例ができているのはわかっていたの

ですが、これは調査をして、調査票に書いて、後、

問題があるものについてそれぞれのところに持って

いくというような形でやっていくということですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○稲見都市計画課長 これは全てデータベース化し

てございます。これの説明会を業者さんとか宛に

何回か実施をいたしております。そのときにおい

でになった業者さんとかが、自分のところという

ふうに相談されたときに、そのデータベースを見

ながらすぐに、あなた様のところはこうなってお

りますというお話ができるというようなものにす

るのが一つと、それから、この条例による規制自

体は、相当といいますか、長い期間を通じて、全

体的にやっていくということしかないと思ってお

ります。一斉にこれは無届けです、禁止です、す

ぐに取り外してくださいということではなくて、

少しずつ少しずつ、色彩が整っていく中で、業者

さんがもう古くなった広告を直すときに、うちの

ほうも直さなきゃなというふうに思っていただい

て、何年か後にきれいにしていただくというよう

なことですので、これをもって全て違反のものは

すぐに直しなさいということは、とても数が多く

て、それはちょっと現実的ではないということで、

そのような取り扱いをしております。 

  以上でございます。 

○山本委員 了解しました。 

○櫻田委員長 鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 同じく238ページの山本議員の

質問したその下の行ですが、まず那須塩原駅西口

周辺土地利用支援業務ということについて、ちょ

っと疎いものですから、どんな内容なのかを、こ

の金額の内容をご説明いただけますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○稲見都市計画課長 これにつきましては、ＮＰＯ

地域から国を変える会というのがございます。朝

比奈一郎さんが代表でやっている会でございます。 

  那須塩原駅西口は、区画整理が全て終わりまし

たけれども、その後の再開発等をどのような形で

やっていくのかということで、やっていただいた

ものはヒアリング、コンセプト作成、業務報告書

という形で結果を見ております。 

  この業務報告書の特徴的なものは、民間のデベ

ロッパーに行ってヒアリングをしておりまして、

実際にあそこを開発したときに、開発といいます

かまちづくりで都市計画を行ったときに、どのよ

うな業者さんがどんなふうな興味を持つのだろう

というような、非常に実践的なものについて報告

をいただいているということが一つ。 

  それから、パースの図面を３枚作製していただ

きました。ですから、あそこをどのようにするか

という現実的なイメージを初めて図面化していた

だいたというようなことで、これは現在やってお

ります都市整備課の、あの地区の開発ということ

で都市整備課で取り組んでおりますが、そちらに
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引き継がれております。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 その成果品的なもの、報告書は、

私たちも見ることはできるんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○稲見都市計画課長 もちろんでございます。 

○櫻田委員長 鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 それじゃ、機会がありましたら、

後で内容をちょっと見させていただきたいと思い

ます。 

  それから続けてなんですけれども、この下３行

ありますけれども、草刈りに費用がかかっている

ような内容なんですけれども、これ面積でいうと、

各箇所何平米ぐらいか教えていただけますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○稲見都市計画課長 シルバー人材センターに委託

しました草刈りですが、まず関谷の分譲宅地、こ

この面積が１万562平米、それから新町の分譲宅

地の草刈り業務が4,326平米でございます。それ

から那須塩原駅の西口の分譲宅地でございますが、

これが１万6,581平米でございます。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 面積と金額がちょっと合わない

ような感じなんですけれども、飛び抜けているの

は、逆に言うと13万9,000円というのは関谷地区

で、新町は14万5,000円で、面積は、新町は関谷

の半分ですよね。同じようにこの那須塩原駅西口

は１万6,000幾ら、関谷は１万平米ぐらいで、金

額が４倍ぐらいになっているかと思うんですけれ

ども、その辺の違いはどういうことでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○稲見都市計画課長 関谷地区の分譲宅地におきま

しては、草刈りのみでございます。その土地土地

によって、草の生え方等相当違っておりますので、

関谷地区だけは草刈りだけ、そのあとの那須塩原

駅の西口及び新町につきましては、草刈りのほか

に刈った草を持ち出して処分するというような業

務がありますので、単価といいますか、事業費が

ちょっと違ってしまったということになります。 

○櫻田委員長 鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 とりあえず、金額がそんなに大

きくないので、大体理解しました。 

  これはずっとかかっていく経費なので、今後こ

ういう金額はこれからもかかるというふうに考え

ていますか、減らすことは考えていますかという

あたりですね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○稲見都市計画課長 これは全て分譲宅地、都市計

画課で販売をしておりますので、それが売れてい

けばどんどん少なくなっていきます。先ほどの全

部合わせて４地区の分譲地の中で、６区画売れて

おりますので、少しずつ面積が減っていきますし、

早くたくさんといいますか、全部売り払いをした

いというふうに考えております。 

○櫻田委員長 鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 最後にしますけれども、道路で

も草が生えているところ、県道でもよくやってい

ますけれども、防草シートみたいなのをやってい

るところもあるので、管理費がどっちが安いのか、

全部防草シートにすると景観が悪くなることがあ

るんでしょうけれども、今回決算なので、そうい

うことも念頭に検討をしていただければというこ

とで、意見を余り言うこともないですけれども。 

  以上です。ありがとうございました。 
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○櫻田委員長 そのほか、何かございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 では、歳入のほうの今にも関係してい

ましたけれども、34ページの不動産売払収入で、

先ほど課長から改めての説明がありましたけれど

も、今回に関していうと、那須塩原駅西口の４区

画地、それから関谷の分譲地内が２区画がそれぞ

れ売れましたという決算報告があるわけですけれ

ども、実際に今現在、先ほどの草刈りの部分が残

っているということなんでしょうけれども、これ

区画で言うと、それぞれどのぐらいの区画数にな

っているのかお聞きします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○稲見都市計画課長 ４カ所の保留地を持っており

ます。まず一つが関谷地区でございます。全部で

57区画ありまして、昨年２区画売れまして、処分

済みが36区画売れたということで、残りが21区画

ございます。 

  次が、那須塩原駅西地区でございます。この地

区は、全部で52区画ございまして、残り区画は３

区画と、49区画が売れておりますので、残り区画

が３区画ということでございます。 

  その次が、那須塩原駅の北地区でございますが、

全部で37区画ございます。昨年４区画が売れまし

て、処分済み合計が25区画が売れておりますので、

残り12区画がまだ売れていないということになり

ます。 

  最後が新町のニューライフ新町という分譲地で

ございますが、ここは全部で17区画ございまして、

売れたところが７区画でございまして、残り10区

画が現在も保留のまま残っているということにな

ります。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それぞれ今説明を受けたわけですけれ

ども、どういった売れるための宣伝をされている

かということと、それと価格的な見直しというか、

そういったものは念頭に置かれているんでしょう

か。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○稲見都市計画課長 まず販売の広報等の方法でご

ざいますが、ホームページをどんどん更新しなが

ら、ホームページでやっております。価格見直し

のお知らせなどもホームページで更新しながらや

っております。 

  それから、広報なすしおばらでも分譲宅地価格

改定のお知らせというような形で広報をさせてい

ただいております。また、分譲宅地の媒介依頼と

して、栃木県宅地建物取引業協会にもパンフレッ

トを置かせていただいておりまして、配付させて

いただいております。それから、全日本不動産協

会のほうにも、会員にパンフレットを配付させて

いただいております。 

  それから、９月にございました栃木住宅フェア

2014というのがございました。そこにもパンフレ

ットを出展させていただいておりました。これは

宇都宮市のマロニエプラザでやったイベントでご

ざいます。 

  それから、これは今年度になってしまいますが、

池袋のキックオフイベントにでもパンフレットを

置かせていただきまして、15人の方が説明を受け

て持って帰ったというご報告を頂戴しております。

価格改定につきましては、積極的に考えていきた

いなというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 実際に価格に関してなんですが、改定

をしてきた経緯をざっくりとでいいですから、ご
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説明いただければ。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

○君島建設部長 細かい数字はあれなんですが、と

りあえずずっと改定をしてこなかったんです、し

ばらく。最近になりまして、それぞれの地区によ

って、毎年一斉にというわけではないんですけれ

ども、２年に１回ぐらいは、少なくとも見直しが

必要なんじゃないかということと、あと、周りの

地価との乖離、それが５％ぐらい以上になったら

ば、少なくとも改定が必要なんじゃないかという

ことで、26年度に那須塩原駅の西、北につきまし

ては26年度にやって、関谷のほうは25年度にやっ

ています。新町のほうも25年度だったと思うんで

すけれどもやりまして、一番最近は、25年度と26

年度にそれぞれやったと。できるだけ周りの土地

の状況等を見ながら改定をしていきたいというこ

とで考えておりまして、今回ずっと今まで改定を

しなかったために余り売れなかったんですけれど

も、改定をしたらばそこそこ引き合いも出てきま

したし、何区画も続けて売れるようになってきた

というのが現状です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 内容としてはよくわかりました。 

  それぞれ区画としては少しずつ売れつつあるの

かなと思うんですけれども、以前から気になって

いるのは、新町は17区画しかなくて、本当に長い

間売れてきていないという、去年の決算では、た

しか１区画売れたというのはあったと思うんです

が、そういったことで努力されているのはわかり

ました。 

  以上です。 

○櫻田委員長 ほかに質疑、ご意見等はございませ

んか。 

  鈴木委員。 

○鈴木（紀）委員 18ページ、先ほど説明があった

都市計画手数料、開発許可申請手数料というのが

あって、去年からということで、もう少し詳細に

説明していただけますか。開発許可そのものがど

ういったものなのかというふうなところ。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○稲見都市計画課長 この開発行為の許可事務につ

きましては、土地計画法に基づきまして行ってい

る制度でございます。無秩序な市街化を防止いた

しまして、道路、公園、排水施設等の公共施設の

整備を義務づけをいたしまして、良好な宅地水準

を確保するというのが目的でございます。 

  開発行為そのものは、建築物や特定工作物、そ

れの建設を目的とした土地の形状とか、区画や形

質の変更、それが開発行為というものでございま

して、適用面積につきましては、都市計画区域内

については3,000平米以上、それ以外の区域につ

きましては１万平米以上が該当になっております。 

  開発許可に関しまして、提出をしていただきま

して、審査をさせていただきまして、適正な、例

えば雨水調整池が適正につくられているかどうか

など、つくっている最中も中間検査をいたしまし

たりします。そのような形で細かく開発された、

いわゆる分譲地が、住みやすい、またその後の管

理がしやすいとか、雨水調整池があふれないよう

な形でちゃんとできているかどうかというふうな

ことを細かく検査いたしまして、それをやらせる

というのが開発行為でございます。 

  昨年は全部で27件。許可が14件、それから変更

許可が11件、それからその他の許可が２件という

ことで27件でございます。申請の手数料のほうは、

細かくなっておりまして。 

〔「それはいいです」と言う人あり〕 

○稲見都市計画課長 そのような形で、昨年が初年

度だったものですから、27件全てが増という形に
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なりまして、手数料としましては全部で276万

9,700円ということで、歳入にのせております。 

○櫻田委員長 鈴木委員。 

○鈴木（紀）委員 その他の許可２件ということだ

け、どういったものなのかちょっとお聞かせくだ

さい。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○田中開発指導係長 その他の件の２件の内訳にな

りますが、１件が42条１項ただし書きというもの

があります。これ何かと言いますと、開発をする

ときには、その開発区域に建てるものを特定をし

て建てる形になります。例えば、そこには店舗を

建てますとか、工場を建てますとかいうことを決

めてから許可を得るんですけれども、許可をとっ

た後、10年後とか20年後とか、何か建物を建てる

ときに、その用途と違うものを建てるときには手

続きが必要になります。その手続き、その建てて

いいかどうかの許可をとるただし書きとかという

のがありまして、それが１件になります。 

  もう一つが、いわゆるこちらに関しては、承継

承認というのがありまして、まずＡさんという方

が開発したものがありまして、その権利を売買と

かを伴ってＢさんが今度使い始めるということの

内容の許可というのがありまして、それが承継承認

というものになりまして、それが２件目になります。 

  以上の２点です。 

○櫻田委員長 ほかに質疑、ご意見等はございませ

んか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 認定第１号については、原案のとお

り認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 その他に入ります。 

  執行部から何かございませんか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 委員の皆様から何かございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 （市の分譲宅地の今後の販売促

進について） 

○櫻田委員長 ほかに委員の方から何かございませ

んか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 それではないようなので、都市計画

課の審査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩いたし

ます。 

 

休憩 午後 １時３４分 
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再開 午後 １時３５分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市整備課の審査 

○櫻田委員長 それでは、都市整備課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○櫻田委員長 今回、都市整備課関係の付託案件は

ございませんので、これより決算審査特別委員会

（第三分科会）へ切りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から説明を簡潔にお願いいたします。 

  課長。 

○松本都市整備課長（認定第１号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  それでは各委員から質疑、ご意見等をお受けい

たします。 

  鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 245ページの住宅関連なんです

けれども、まずちょっと段階的に質問させてもら

いたいんですけれども、基本的にこれ企業会計の

ように、要するに収入があって支出があるという

形で、それと市からの繰入金というような収支計

算というのはやられているんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 こちら市営住宅におきまして

は、特別会計でなくて一般会計でやっております

ので、歳入は歳入でそのままになっておりまして、

支出は支出となっております。ただ、歳入の中で

市営住宅使用料の一部を市営住宅管理運営事業に

充当という形はさせていただいておりますが、特

別会計とはなっておりません。 

○櫻田委員長 鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 特別会計のようにということで

聞いただけで、それはわかるんですけれども、要

は普通の民間でやられているアパートとか賃貸だ

と、建物を建ててから利益が出るようなことをや

っていくんですけれども、それは利益を出すため

なので、市がやるんですから多分福祉という面も

含めてだと思うので、利益は出るような形にはき

っとなっていないんだと思うんですけれども、じ

ゃ、これだけ片方はただ出るほうだけ見ていて、

片方は収益だけ単純に家賃だけ取っているという

と、なんかちょっと税金を一般的にただじゃぶじ

ゃぶ使っているかどうか判断できないんですが、

その辺を判断できるような、要するに企業会計だ

と判断できると思うんですけれども、これはそう

いうチェックをどこかでされていますか。家賃に

対してどんどん修繕したり、そういった費用を使

うに当たってのバランスというのは、誰がとって

いるのか。誰れがっていうか、そういうチェック

ってどういうふうにされているんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鈴木（伸）委員 今、おっしゃられたとおり、企

業会計にはなっておりませんので、歳入歳出のあ

かしとか、そういった形はしておりませんが、間

違いなく、民間ですと建物を建てるときの最初の

投資分等あるかと思うんですけれども、それは公

営住宅法の中でもそういった形でというのは決め
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られておりませんので、最初の投資分というのが、

企業会計ではありませんので、後年には継続され

ないというところがあります。 

  それが一つでありますのと、現在地的に言いま

すと、間違いなく歳入のほうが歳出よりは、当然

先ほど言った投資分を見ていないものですから、

歳入のほうが多いというのは確認はできておりま

すけれども、チェック体制という形ではやってい

ないのが現状であります。 

○櫻田委員長 鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 公営アパートをやる趣旨は、ち

ょっと勉強不足で申しわけない。その法律に基づ

いて建てていると、その趣旨にのっとってやって

いると、その法律の趣旨であるとすると、初期投

資分は気にしないんでしょうけれども、法律の趣

旨ですからね。ただ、それでも一般会計か、国か

ら補助が出るのか、ちょっと私もその辺はわから

ないんですけれども、壊れたら直すという形で、

どんどん際限なく支出が出ているのか、チェック

はされているということなんですけれども…… 

○櫻田委員長 鈴木委員に申し上げます。もう少し

簡潔に質問しないと、多分わからないと思うので、

よろしくお願いします。 

○鈴木（伸）委員 そうですね。 

  決算としてきちんと支出に見合った額として考

えながら、歳出をしているかどうかということに

ついてだけ、じゃ、お答えいただけますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 当然ながら予算執行時におき

ましては、余分な支出はしないようにということ

で、修繕におきましても本当に必要なものかどう

かというチェックは、当然しております。支出に

おきまして。 

  あと、経常的な補修料とかそういうのは毎年決

まった中で行っている部分もありますので、この

辺に関しては、それにおきましても当然、消費税

の絡みとか、金額が上がっていく中でもチェック

はしておりますので、歳出に対しての当然ながら

チェックはしておると思っているところでありま

す。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それでは、140ページ、141ページ、下

段の黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業15事業

についてお聞きをします。 

  241ページ、先ほど課長のほうからご説明をい

ただいた、工事請負費の件なんですが、仮称まち

なか交流広場既存建物解体工事ということで、最

初の時点で2,180万円を支出して、実際にこの解

体工事が終了したのは、ことしの５月であると、

平成26年の当初予算でいけば、4,300万円だった

わけです。その差額に対して、その後支払いを見

たということでよろしいんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 こちら、まちなか交流センタ

ーにおける既存建物解体工事におきましては、当

初予算の中で工事を発注しましたところ、アスベ

ストが隠れたところから出てきておりまして、流

用をして工事請負費を増額した中で、変更契約は

行っております。したがって、工事費は増えてお

るところで、その中で平成26年度は当初請負契約

が4,374万円だったものですから、これの２分の

１が前払い金、支払になるものですから、その分

を26年度に支払ったところであります。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 すいません、今ちょっと聞き逃しちゃ

って、そうすると最終的に総額で支払われたのが

その4,374万円でいいんですか。 
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○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 私の説明不足でした。 

  当初契約が4,374万円で契約したところであり

ますが、アスベストが出たものですから変更契約

をいたしまして、5,576万円の、これは平成26年

度中です。変更契約をしたところであります。た

だ、最終的に５月末の完成前に減額もありまして、

最終的な変更契約、最終の支払いは、トータルで

5,439万9,600円、こちらを支払っております。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、これは予算枠の内の流用で対応

したということなんですね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 当初予算からおっしゃられる

とおり、増額して変更契約をして、増額をしてそ

ういう支出になったところであります。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 アスベストがという話は以前にも聞い

たわけですけれども、アスベスト自体の結局は処

分、処分っていう部分が相当かかるという理解で

いいわけですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 処分費もですけれども、その

建物を撤去するときにも、労働安全衛生法で厳し

く規制がありまして、囲う、完全に密封して、外

に飛び出ないという負圧の状態にして作業をする

ものですから、その撤去工事費も相当な金額がか

かったところであります。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 その点、了解しました。 

  そのすぐ下段の今度は、公有財産購入費に関し

てなんですが、黒磯駅の東口、それから今のお話

の交流広場、それぞれ用地購入費として予算計上

されて、実際に購入して7,300万円からの支出が

あったわけです。これらについても当初の予算か

らいくと2,000万円弱ぐらいの乖離があると思う

んですが、それは安く購入ができたという理解で

よろしいわけですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 議員おっしゃられますとおり、

土地購入するときには鑑定評価をかけまして、予

算上の平米単価よりも安く鑑定評価が出たもので

すから、その分安くなったということであります。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解しました。 

  じゃ、次に243ページ、工事請負費の中の一番

下の先ほど課長がちょっと触れていましたけれど

も、烏ケ森公園、今回園地内の園路を舗装工事を

行ったということで、これはウッドチップでの整

備だったという記憶をしているんですけれども、

これはウッドチップの場合には、例えばの比較と

してアスファルトで整備をした場合と、どのぐら

いの開きがあるんでしょうか。それからメンテに

関してはどうなんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 ちょっと金額のほうは手持ち

資料がないので、ちょっとどのぐらいの開きがあ

るかは、間違いなくウッドチップのほうが高額に

なるかと思うんですけれども、ちょっと金額的な

ものはここではご説明できないです。 

  また、メンテということで、耐久性ということ

かと思うんですけれども、やはりアスファルト舗

装ほどは耐久性はない中で、今回２種類のウッド
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チップ舗装をいたしまして、完全にウッドチップ

だけの舗装と、木質系舗装と言いまして、アスフ

ァルトの中にウッドチップをまぜた舗装、２種類

で使い分けしておりまして、勾配のあるところ、

坂の部分と流されやすいようなところは、先ほど

言いましたアスファルトの木質系舗装、平場の部

分はウッドチップの舗装という形でやらさせてい

ただいたところであります。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 細かな数字がちょっと今ということで

すが、そうするとウッドチップだけと、それから

アスファルトウッドチップの混合での部分で言う

と、その比較でいったらどちらが単価的には張る

んでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 単価のほうまでちょっと資料

は持ってきていないところではありますけれども、

ウッドチップ舗装、これがやはり高いということ

はございます。 

○吉成委員 単独のほうが高い。 

○松本都市整備課長 はい。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 確認ですけれども、間違っていたら教

えていただきたいんですが、1.5㎞の整備だった

んでしたっけ。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 延長は2,055ｍほどになって

おります。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解しました。 

  次に、次ページ244ページの公園のほうの長寿

命化20事業についてお伺いをいたします。 

  この中で、黒磯公園の修繕が入っています。こ

の黒磯公園の修繕の中に、今現在行われているふ

れあい橋の塗装、あれは平成26年度予算の中で執

行されるべきものだったと思うんです。それがこ

のちょっと調べてきたんですが、10月16日が完了

予定というようにあそこにありました。 

  その持ち越した理由等々をお聞きします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 議員おっしゃられるとおり、

26年度予算で計上させていただいたところなんで

すけれども、こちらは先ほどの長寿命化計画に基

づいた中で、長寿命化計画に金額等も入っており

ますものですから、そちらで予算取りしたところ、

予算的には全然足らないということで、再度27年

度予算の当初予算で要求させていただいたところ

であります。 

  また、なお10月何日とか、完成に関しましては、

ちょっと今天候が悪いものですから、ちょっと工

事のほうがおくれていますので、工期延長しなき

ゃいけないかなと思っているところですが、まだ

その判断はしていないところです。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、私がちょっとあれでしたね。抜

けていました。 

  あと、従来あそこは青で塗られているんですけ

れども、色なんかについての検討なんかは実際さ

れたんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます 

  課長。 

○松本都市整備課長 おっしゃるとおり、緑に近い

青だったかなと、大分、一部分補修もかけており

まして、色は多少、やはり当初とは変わってきて

いるところでありまして、今回に関しましてもい

ろんな色を検討して幾つか出した中で、まるっき

り変えるとかという話もあった中で、やはり市民
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に親しまれている今までの色に近い形でという形

で塗装ということで、外部、市長も交えていろい

ろ協議をさせていただいて、色は決めさせていた

だいたところであります。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 景観条例に関しては、そこは関係ない

んでしょうけれども、そういった条例も今回でき

た。それからいくと、色はちょっと違う色になる

んでしょうけれども、そういったもろもろのもの

を検討したということでよろしいんですね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 議員おっしゃるとおり、その

色の案の中では、景観条例に入ったこげ茶という

のも色見本を業者のほうにつくっていただきまし

て検討したところでありますけれども、やはり今

までの色、親しまれた色は余り変えないほうがい

いという中で決めさせていただいたところであり

ます。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 市営住宅の管理について２つお伺いし

たいんですが、246ページです。 

  まず１つは、真ん中から下の工事請負費の中に、

市営錦団地３号棟の高齢者対応改修工事というの

があるんですが、高齢者対応の部屋は、たしか稲

村団地で一度見たことがあるんですが、この高齢

者対応の改修工事は、どんな内容、どんなふうに

してこれをやっているのかということと、それと、

この計画があると思うんです。やっていくのに関

して。その計画がどういうふうになっているのか、

それから、一部屋当たりというんですか、一区画

当たりどのくらい、どんな値段がかかって、何を

どういうふうにやっているのか、ちょっと詳しく

教えてください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 稲村団地の10号棟以降は、ス

ロープと１階部分に関してバリアフリーという形

でつくっている、新築時でやったところでありま

すけれども、それ以外の団地に関しましては、そ

ういった配慮がない団地の中で、市営住宅の長寿

命化計画の中で、駅に近い錦団地及び磯原団地に

おきまして、高齢者に配慮した改修ということで、

その中身といたしましては、やはり外部から入る

階段等は改修のしようがないという中で、階段は

そのまま残ってしまう。玄関の入り口部分、かま

ち等の段差は残ってしまう中で、その中、扉等を

引き違いにするのと、あとトイレ及び浴室の入り

口の段差をできるだけなくするという形で、浴室

に関しましては、今まで現場をバランス釜と言い

まして、お風呂釜があって浴槽があるタイプだっ

たのを、ユニットバスに変えまして、別に給湯器

というのをつけまして、給湯方式に変えさせてい

ただいたところであります。 

  また、部屋によっては畳をやめまして全てフロ

ーリングという形に、畳の部屋を変えさせていた

だいたところであります。玄関及び玄関のかまち

に関しましては、今回の工事ではちょっと改修の

しようがなかったので、そちらはやっておりませ

ん。 

  価格におきまして、この工事の421万2,000円が

１戸分であります。１部屋分です。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 長寿命化計画の一環だということだっ

たんですが、市営団地に関しては、一階の部分は

よくお年寄りが入っている方が多いんですけれど

も、今のお話ですと、古いところは段差の解消は

できないということは、車椅子の対応がないとい

うことだと思うんですが、その辺をどうしている
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のか、本当に高齢者対応だったら、そこまでやら

ないとなかなかひとり暮らしとか、二人暮らしは

できないと思うんです。 

  それと、例えば今高齢者が入っていて、不便だ

からという要求をすると、421万円というのはび

っくりしたんですが、やってあげるのか、つまり

要求があればやってあげるのか、何か特殊な事情

があればやってあげるのか、ときどき聞かれるん

です私、個人的に、ですので、ちょっとこのとこ

ろはしっかりと聞きたいところなんです。 

○櫻田委員長 答弁を求めます 

  課長。 

○松本都市整備課長 入居者におきましては、高齢

者であっても自立で行動、生活ができる方という

のを最初の入居の条件にしておりますので、でき

るだけ改修はしておりますけれども、そういった

車椅子の方、そういう方のための改修等は今のと

ころ考えておりません。 

  また、もう一つ、入居をされている方が改修を

というお話があったとしても、先ほども言いまし

たように、基本的には１階部分という形になるの

で、そこが空きがあって高齢者対応改修をしたと

ころに関して、一般的には公募というか、募集を

かけるところでありますが、入居者の中でどうし

ても今の状態と説明の中で生活はできるんだけれ

ども、上階、２階、３階に上がるのはちょっと大

変だという方に対しての、応募者との兼ね合いも

あるんですけれども、対応はしているところでは

あります。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 とても難しいところだと思うんです。

福祉の部分でいけば、車椅子の方たちは違う部分

で対応をしなければいけないのが住宅だと思うん

ですが、住んでいらっしゃる方のことを考えると、

じゃ、出ていきなさいというふうにもなかなかで

きないところで、この辺のところは、住んでいら

っしゃる方で不便をしている方にとっては、あそ

この誰々さんは、例えばここに入ったんだよねみ

たいな話にもなります。ですから、１戸420万円

かかるということと、どういうふうに考えればい

いかというのはとても難しいんですけれども、先

ほどの長寿命化計画と高齢者対応ということは、

少しきちっと分けていただいて、建設部と福祉部

のほうできちっと例えば移れる環境を整えるとか

っていうことを私はぜひやっていただかないと、

今後ますます私たちも高齢化していくので、考え

ていただきたいなというふうにこれは要望いたし

ます。 

○櫻田委員長 山本委員に申し上げます。あくまで

も決算なので、そういったものに関しては、その

他等で言ったもらえればいいと思うんですが、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、ほかに何かございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 同じところです。 

  上のほうに火災保険料があります。市営住宅の

火災保険を市が持つ部分と個人が持つ部分の区分

けを教えてください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 市営住宅火災共済掛金、これ

は全国の公益社団法人の保険協会のほうにかけて

いるものでありますので、建物関係になります。

家財等になりますと個人になると。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 241ページの、先ほど吉成議員が聞い

ていたところのまちなか交流広場の部分なんです

けれども、私の理解がやっぱり悪いのかもしれな

いんですが、まちなか交流広場の建物を解体をし

たわけですよね。し終わって、その下のほうにま
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ちなか交流広場整備に伴う物件移転補償というの

が出てきます。括弧の中に建物１件、工作物３件、

立木１件、その他４件って書いてあるんですが、

この広場の建物がなくなったと思うんです見たと

ころ。そのほかにもここには何かがあって、この

補償費はそこに払ったということなのかどうか、

教えてください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 既存建物解体工事というのは、

報告しております旧チサンホテル、寄附をいただ

いた旧チサンホテルの解体工事であります。土地

も含めて寄附をいただいた。この下の補償のほう

は、隣接地に建物、住宅がありましたので、こち

らの建物に対する移転補償費になっております。

別な建物になっております。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 そうしますと、ここを買ったことにな

っていますよね。広場用地を買ったというのは、

ホテルを壊した部分を更地になったので買ったと

いうのわかるんですが、この物件移転補償という

のは、壊したけれども、そこに住んでいる人がい

たからどこかに移ってもらった費用というふうに

理解すればよろしいんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 こちらは住宅があったところ

ですけれども、入居はしておりませんでした。引

っ越しされて。ただ、建物が建っていたものです

から、当然建物に対しての補償費というのが生じ

ますので、そちらのほうになっております。これ

に基づいて、地権者、権利者は解体をされたとい

うことであります。解体等は権利者のほうでやら

れたということです。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、ホテルのほうは壊してあ

げて、もらったと、ここの部分は壊すのは本人に

やってもらって、そのお金を出して売ってもらっ

たと、２種類あったということでよろしいんです

か。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 チサンホテルは、土地、建物

等も寄附をいただいたということなので、建物自

体は市のものになったものですから、解体を市で

行ったということです。 

  移転補償のほうは、個人の財産なものですから、

市のほうで補償費を出してその方が解体をしたと

いうことです。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木（紀）委員 13ページの市営住宅の家賃収納

率ということなんですが、これ収税課のほうであ

れば、別にお答えはしなくてもいいと思うんです

が、当然、収納があれば滞納もあるわけです。滞

納の人に対する対処法というか、そういったもの

はどういうふうにしているのか、お聞かせ願いた

いと思います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 住宅におきましては、まず１

カ月滞納された方には、督促状というのを発送し

ます。またそれでも納められなくて、滞納が２カ

月以上の方には、督促状プラス保証人に連絡しま

すよという予告をあわせていたします。これが３

カ月になりますと、督促状プラス保証人に納入執

行依頼をいたします。こういったことをやってい

く中で、滞納が６カ月以上、または15万円以上と

いう中で、何も分納誓約書とかそういったのがな

い方々に対しては訴訟もという形にも進んでいく
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可能性があるということで、要綱等で決めておる

ところであります。 

○櫻田委員長 鈴木委員。 

○鈴木（紀）委員 訴訟までいったのは、これ昨年

度はあったんですか。それだけちょっと確認です。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

○松本都市整備課長 26年度はそういったものはあ

りませんでした。 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 246ページの５項２目住宅管理

の下のほうで、償還金というのがあるんですけれ

ども、これの説明だけちょっとしていただけます

か。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 こちら償還金は、市営住宅過

誤納金返還金及び利息ということで、平成24年、

家賃過誤徴収というのが発覚というか、見つかり

まして、そのもらった方々に返す手続きをしてき

たところでありますが、権利者に連絡等をとって

返してきたところでありますが、亡くなった方も

いる中で相続も発生して、そういった方々を調べ

ながら、ずっと返してきたところで、この26年度

12月、11月、やはりもう連絡しても、文章等を送

っても返事がない、また所在不明という方々もい

ましたので、平成26年度におきましては、まず82

名の方にはお金をお返ししたところであります。

ただ、まだ残り25名の方、対象者がいたところで

ありまして、金額的に言いますと、家賃価格と利

息を含めまして19万5,976円がまだ未還付があっ

たところで、こちらにおきましては、26年度に法

務局へ供託を行ったところであります。なのでこ

れ以降は、利息の加算はなくなるということで、

もし請求者がいれば法務局のほうに請求をしてい

ただくという形にさせていただいたところであり

ます。 

○櫻田委員長 鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 わかりました。ありがとうござ

います。 

  あともう一つだけ、この13ページを見ているん

ですけれども、中段に市営住宅管理戸数及び家賃

収入率のところを見ていて、ちょっと思ったんで

すけれども、結局この837戸あるんですけれども、

これ平均すると、私が計算するとちょっと間違っ

ているかもしれないけれども、１戸当たり幾らぐ

らいで貸しているとなるのか、ざっくりと。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 管理戸数は837戸なんですが、

一つ、先ほど言った長寿命化計画に基づいて用途

廃止する住宅がありまして、そちらを募集してい

ない。入居者は４月１日現在では、631戸の入居

者になっております。入居者での平均、これが妥

当かどうかわかりませんけれども、平均しますと

年間で22万6,000円ほどになってございます。 

○櫻田委員長 ほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 
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  これより採決いたします。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定においては、原案のとおり認定す

べきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 認定第１号については、原案のとお

り認定すべきものと決しました。 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 それでは、その他に入ります。 

  執行部から何かございますか。 

  課長。 

○松本都市整備課長 （まちなか交流センターにつ

いて）（市営住宅の指定管理者公募について） 

○櫻田委員長 それでは、議員の皆様から何かござ

いますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 （長寿命化計画に基づく市営住宅の解

体等の予定について） 

○櫻田委員長 そのほか委員の方、何かありますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、都市整備課の審

査を終了いたします。お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩といた

しますが、次は２時50分からよろしくお願いいた

します。 

 

休憩 午後 ２時３７分 

 

再開 午後 ２時４８分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎道路課の審査 

○櫻田委員長 それでは道路課の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６４号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 今回、道路課関係の付託案件はござ

いませんので、これより予算常任委員会（第三分

科会）に切りかえて審査をいたします。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いします。 

  課長。 

○大木道路課長 （議案第64号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは、ただいま説明、課長からい

ただいた９ページの一番下ですね、２項３目道路

新設改良費の市単独道路整備事業費、4001事業の

中の沼野田和地区の地形の作製に関する業務とい

うことで300万円今回補正計上されました。 

  説明で内容としてはわかったんですが、これま

で市の中の路線に関していいますと、要は高林大

田原線までの整備をやるということでこれまで進

めてこられたわけですね。今回、昭和橋のかけか

えも県のほうが考えるということで、それに伴っ

て地域の地形図がほしいということで調査に入る

ということは、新南下中線の今後に関していえば

ルートを延長して、それに関しても線引きがなさ

れるという理解でよろしいのですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 
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  課長。 

○大木道路課長 新南下中野路線の延伸につきまし

ては、まず新市建設計画の中で黒磯地区に向かう

路線という形で計画計上されております。また、

第一次の道路整備基本計画、那須塩原市の道路整

備基本計画においても、県道東小屋黒羽線まで延

伸しまして、今の三本木石丸線と接続するという

ような計画になっております。 

  その計画を踏まえて、今回栃木県が熊川河川改

修に合わせて昭和橋を改修する、それを延伸ルー

トにうまく合うということであれば、計画に新南

下中野線の延伸の計画という意味で、やっておい

たほうが将来の手元にはないという中での計画で

ございます。今の現在の計画に基づいた調査とい

うことで考えております。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 新市建設計画に引かれている線という

のは、本当にずぼっと敷いているだけであって、

あれは明確に測量等なされた上で当然起こされた

計画でないわけですよね。ですから私が言いたい

のは、結局明確な路線としてこの図面をつくると

同時に敷くのかということなんですね。いかがで

しょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 道路整備基本計画が第２次の計画

を今年度平成27年度から平成28年度で策定する予

定となっております。 

  今回の委託については、必ずその中で計画、第

１次道路整備基本計画については位置づけされて

おりますけれども、第２次道路整備基本計画の中

で、ある程度このルートの必要性なんかは再度ふ

るいにかけなくちゃならないという形で考えてお

ります。 

  ただ、そのふるいにかけるに当たっても、ある

程度基礎資料として継続的なものは当然必要な中

で、300万円かけて調査を行いたい、このような

ことでございます。 

○櫻田委員長 そのほか。 

  鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 この９ページで、まず２項２目

のほうですけれども、これ路線名が書いてありま

すが、その時間的なこともあるんですけれども、

現状がどのようなものか、状態なのかということ

と、それから道路の客観的な長さとか幅とかそう

いったもの、それからこれを補正をとってやると

いうふうに決定した理由と、こういう要望はたく

さんあると思うんですよね。ですから、その辺を

ご説明いただけますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 まず、今回の路線の選定理由なん

ですが、３つほどございます。 

  まず１つとしましては、当然市道の舗装の老朽

化、これがほかの路線に比べて著しいというのが

第１点です。ですから、一つ一つ計上路線につい

ては、直接目で確認して、まず老朽化の度合いを

確認しています。 

  ２番目として、地域からの要望の有無というこ

とで、具体的に連名の要望書が出ているとか、そ

ういう中で要望の度合いを勘案しています。ある

いは市政懇談会とかですね。 

  ３つ目としては、人口だけで見ますと、なかな

か例えばの話、地域によっては人口が少ない地域

もあります。ある程度地域バランスを考慮しまし

て、黒磯地区、西那須野地区、塩原地区、均等な

発展を目指すという中で、地域バランスも考慮し

ています。 

  その３つの観点から、路線を計上したというこ

とになります。 
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○櫻田委員長 鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 多分そんなことだろうと思って

いたんで、わかりました、了解しました。 

  別項目でもう一点。 

  ２項３目のほうに移らせてもらいます。 

  この4001事業の二区町の240号線なんですけれ

ども、これは単純に今の現状の道路がちょっとイ

メージがわかないので、現状が舗装なのか砂利な

のか、それから幅がどれくらいのところなのか、

今度つくるのは側溝がつくるのかとか、そういっ

た当たりをご説明いただけますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 まず、具体的な場所なんですが、

二区町の公民館の前を通っている市道でございま

す。今現在、道路課のほうで進めています二区町

緑線といいまして、一部縦方向、西那須野下石上

線との交差点の所から１本路線があるわけなんで

すが、それを１本上の路線、縦道から大田原に二

区町公民館の前を通っている路線ということでご

ざいます。 

  位置的には、なかなか言葉で説明するのは難し

いんですけれども、この路線につきましては那須

塩原市と大田原市の境に向かっている市道で、那

須塩原市の状況としましては、大田原市境までは

一応整備といいますか、道路がございます。ただ、

途中60ｍの区間については、現状現況幅員5.5ｍ

ということで、センターラインが引けないような

状況です。 

  大田原市側としては、野崎工業団地に通勤して

いる車両等が非常に多く、二区町緑線、あるいは

西那須野下石上線が慢性的な渋滞が起きていると

いう中で、今現在大田原市道については、何にも

ない田んぼのといいますか、農地の状況なんです

けれども、新たに１本、そこを抜くという計画を

大田原市で進めております。 

  今年度完成という形で大田原市が進めていると

いうことですが、那須塩原市においても、そこを

バイパス的な形に使うということになりますと、

何とかその60ｍの未改良部分を整備しておかない

と、一体的な連携の部分でちょっとまずいという

中で、今回補正予算の計上をさせていただいたと

いうことになります。 

○櫻田委員長 鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 よくわかりました、丁寧に。や

ることに対してはごもっともだと、いい事業だと

思っています。だから現況が舗装してあるかとか、

側溝がついているかとか、どんな形の新設道路に

なるのかなという当たりをご説明いただければ。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 すみません、言葉足らずでござい

ました。 

  まず現況については砂利道路でございます。 

  それと将来の計画なんですが、側溝は予定して

おりません。現況の中で７ｍに広げるということ

でやっております。 

〔「了解しました」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 すみません、今の鈴木委員の補足

じゃないですけれども、私も聞きたかったんです

が、一応位置確認はこの間ちょっと説明したとき

にコダマ樹脂の目の前の通りで、あのまま西に行

く道路で古紙問屋さんの前を通った先の砂利道を、

ずどんと向こう側に抜くという計画でよろしいん

ですね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 議員おっしゃるとおりの場所でご
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ざいます。 

○櫻田委員長 副委員長。 

○齊藤副委員長 そうすると、計画道路と接続道路

の道路の幅が多分同じではなくなってしまう、要

は工業団地から来る道路はでかいんだけれども、

その場所に来ると今度狭くなるんで、大田原市の

ほうと共同でやっていくものに対しての接続道路

としては、ちょっと子どもたちもあそこを歩いて

いるんで、交通の量がふえることによっての危険

度合いは増すと思うんですが、その辺は考慮して

いただけるのかと、あと一部分舗装の接続が悪く

て跳びはねる場所があって、よくトラックがあそ

こ入ってくるものですから、そういったところも

考慮していただけるのかどうか、この予算には入

っているのかどうか、一つお聞きしたいと思いま

す。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 まず、大田原市側の市道下石上57

号線は幅員７ｍということで計画されております。

ですから今回の60ｍの市のほうで計画している路

線と同じということで、今回60ｍ以外の既存の道

路の部分なんですが、こちらのほうについてはお

おむね６ｍぐらいの道路というふうに捉えており

ます。ということになりますと、ぎりぎりであり

ますが、センターラインとサイドラインといいま

すか、外側線が引ける道路ということで、車道と

しても通りは通るということでございます。 

  副委員長おっしゃるのは、多分その車道だけと

って路肩が狭いと、どうしても通行、歩行者のほ

うの安全という部分でどうなのかという趣旨のご

質問だと思いますが、それらについてはとりあえ

ず60ｍの整備を行った後に、現況を確認しながら、

当然危険箇所については対応していかないとなり

ませんので、当然今度つながりますと交通量もふ

えるというのは明らかに予測されますので、それ

は第２段階として十分検討して対応してまいりた

いというふうに思っております。 

○櫻田委員長 副委員長。 

○齊藤副委員長 もう一個手前の２項２目の道路管

理費のほうで、合計が２億2,000万円というお話

だったんですが、１億円を補正予算上げるという

ことは、もう１億2,000万円はほぼ使ったのかど

うかというところもお聞きしたいんですけれども。 

○櫻田委員長 課長。 

○大木道路課長 積極的に前倒しでやっている、努

力しているところなんですが、まだ全ては使って

おりません。今後発注する分は残っております。 

○櫻田委員長 ほかに質疑、ご意見等はございませ

んか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。討論はございません

か。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）は原案のとおり可決すべきもの

することに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第64号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○櫻田委員長 続きまして、決算審査特別委員会

（第三分科会）へ切りかえ審査を行います。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から説明を簡潔にお願いいたします。 

  課長。 

○大木道路課長 （認定第1号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  それでは各委員から質疑、ご意見等をお受けい

たします。 

  委員の方、何かございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 それでは230ページ、２項３目

で委託料のところの市道井口966号線なんですが、

これの調査業務の現在の状況と、これによって今

後の予定がどのような、道路計画がどのように予

定されているのかをお願いします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 今、井口966号線の現在の状況と今後

の予定というご質問だと思うんですけれども、まず

現在の状況については、詳細設計が完了している状

況でございます。現在の事業進捗率、準備調査費の

部分だけなんで、大きくは進んでいないんですけれ

ども、全体の進捗率としましては4.1％。こういう進

捗にあります。 

○櫻田委員長 鈴木委員にお伺いします。 

  一応決算なんで、その先のことじゃなくて、決

算についてのことでお願いしたいと思うので、よ

ろしくお願いします。 

  鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 詳細設計業務が終わったという

ことですけれども、どういう道路構造の設計が終

わっているのか、構造計画ですね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 道路構造がどうだというご質問なん

ですけれども、内容につきましては、まず計画幅員

は10ｍ、総幅員10ｍでございます。うち歩道につい

ては2.5ｍで、残り7.5ｍがいわゆる車道部分という

ことで、片側歩道つきの道路ということでございま

す。 

  延長につきましては、総延長、計画延長710ｍ、区

間につきましてはご存じのように県道折戸西那須野

線から市道石林東赤田線、国際医療福祉大学の前を

通る道路というふうな形でございます。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 ほかに質疑、ご意見等はございませ

んか。 

  君島委員。 

○君島委員 すみません、歳入34ページの中で、道

路課所管私有地不動産売払収入で４件とあるのは、

これは何を売却したんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 こちらについては法定外公共物、赤

道ですね。用途が交通上は赤道であるんですが、現

況的にもう私有地として一体と使われているような

箇所について、特に現況的に機能的な部分で問題な

ければ、申請があれば有償で払い下げているという

ことがあります。その中での不動産売払収入という

ことであります。 

  以上でございます。 

〔「場所は」と言う人あり〕 

○君島委員 いや、場所はいいんです。あればそれ
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しかないのかなと思ったの。国土交通省から全部

譲り受けている部分で、元国土交通省でやってい

たやつですから、用途廃止して売り払えってやつ

ですね、わかりました。 

○櫻田委員長 君島委員。 

○君島委員 もう一点、今度は歳出221ページの賠

償金で、車両事故に伴う損害賠償10件とあるんで

すけれども、これはちょっと私、認識不足かどう

かわからないのですが、通常であれば総合保険と

いいますか、全国関係の保険に入っていて、例え

ば道路の落石があった事故とか、そういうものは、

道路の陥没とかというのは、そういうもので通常

は補償をしていたと思っていたんですが、ここで

改めて車両事故に伴う損害賠償10件という形で上

がっているものですから、これは保険が効かない、

そういうものの保険が効かないものが賠償金とし

て支払われたのかどうかということをちょっとお

聞きしたいのですが。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 これらにつきましては、歳出148

万4,625円ということで10件分の支払いがありま

す。 

  歳入の42ページを見ていただきたいと思うんで

すけれども、42ページの土木雑入、道路費賠償保

険金ということで、同じく148万4,625円が計上に

なっております。つまり、歳出にも計上しますし、

歳入にも計上する、いわゆる最終的な     

については、全部保険金歳入としていただいたと

いうことでございます。 

○櫻田委員長 ほかにございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは、231ページの先ほどもちょ

っと聞きましたが、２項３目道路新設工事費の公

有財産購入費の土地購入で、新南下中野線の用地

購入８件ということで面積も出ています。これは

順調に進んでの結果ということなんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 新南下中野線のいわゆる進捗状況

がどうかというようなご質問だと思うんですけれ

ども、現在の新南下中野線の進捗状況につきまし

ては、実績としまして10％、平成26年度末で10％

ということでございます。進捗状況の評価なんで

すが、計画30％が26年度末の計画に対して10％と

いうことで、20％のおくれをとっているという状

況でございます。 

  その大きな部分としましては、国庫補助金が要

望どおり来ていないということなんですけれども、

あわせて対策もご説明いたしますと、平成27年度

から、道整備交付金を従来は社会資本整備総合交

付金ということで１本の補助金でやっていたわけ

なんですが、改めてもう１本入れまして、補助金

２本入れるという形で並行して進めて、何とかお

くれを取り戻すということで考えております。 

  また、社会資本整備総合交付金については、今

までの通常の交付金なので、なかなかやはり金の

効きが悪い中で、防災安全交付金、国の国土強靭

化の一環とおしてｎ交付金があるわけなんですけ

れども、そちらのほうに何とか理由づけをつけて、

防災安全交付金のほうが交付率がいいものですか

ら、そちらのほうについても今検討している段階

でございます。 

  そういった中で、何とかこの部分については那

須塩原市の一番重要な路線というふうに認識して

おりますので、鋭意進捗を図ってというふうに考

えているところでございます。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今、最後に説明いただいたことは新年
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度予算でわかるんですが、今回の決算でいくと、

そういった交付金がつかなかったという説明なん

ですが、実際には平成26年度の交渉の土地を購入

する費用として充てていた金額から言えば、今回

そこまではいっていないわけですよね。 

  というのは、要は地主に対する了解を得られな

いような部分があって、当初２億6,500万円ぐら

いの購入費用を予算化していたものが、実際には

ここでは、そこから見るとかなり少ない支出額に

なっているので、そこの差をちょっとお聞きした

いんですが。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 新南下中野線の用地取得に限って

言えば、今現在進めていますのは第一工区という

区間で、新南公民館からライスラインまでの区間

ということなんですけれども、難航している、反

対している地権者がおります。この地権者が反対

している関係上、その地権者以外の境界立ち会い

までも協力もらえていないような状況で、境界、

今現在立ち会いしませんと隣接地権者の土地も買

えないという中で、第一工区については、ほとん

どそれ以外のところについては買収済みなんです

が、課題として１つの地権者が残っているような

状況でございます。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それは以前から現場の視察も、我々と

いうか、以前の常任委員会の中でさせていただい

た経緯もあったわけですけれども、それからなか

なか進んでいないという理解になるわけですね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 本当に手を挙げて答弁するほど、

申しわけないことなんですけれども、委員のおっ

しゃるとおりでございます。 

○櫻田委員長 ほかに質疑、ご意見等ございません

か。 

  山本委員。 

○山本委員 222ページの真ん中のデジタル化した

台帳の話なんですけれども、これで道路台帳が今

まで、じゃ、紙だったのかなというふうに思った

んですが、デジタル化したことによって、市の皆

さんの仕事がすごくこれで楽になったということ

なのかということと、もう一つは、委託をして、

もう後は自分たちで管理ができるものなのかとい

うこと、２点お願いします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 作業の省略化が図られているかと

いう、まず第１点目のことなんですけれども、こ

ちらについては27年度が完成ということで、現在

作成している段階でございます。 

  具体的な稼働については来年度からということ

なんですけれども、現在、中間でデータを入れた、

例えば航空写真測量なんかの写真図なんかを全部

パソコンに入れて、それは現場のほうで現在も過

程として使える状況なんですけれども、今回の台

風状況の被災状況なんかを確認するのに、被災前

の形はどうなっていたんだというのが、写真記録

がすぐに瞬時に出せますので、そういった意味で

は、現在かなり活用しているということでござい

ます。 

  あと独自で追加の部分なんですが、かなり専門

的な入力の部分がございまして、来年度以降、若

干の維持管理といいますか委託料、予算計上しま

して、業者に継続して委託を進めなくちゃならな

いというようなことで考えております。 

  以上です。 

○櫻田委員長 山本委員。 
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○山本委員 4,715万もかかっているのはすごいな

思ったんですが、これは他市町村に先駆けてやっ

ているということなのか、あるいはどこもやって

いて、自分たちもやっているといったもの、それ

だけお願いします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 那須塩原市が先陣を切ってやって

いるということじゃなくて、もう既に導入してい

る自治体が数多くございます。その中で今回そう

いった先進地の事例なんかを参考に、那須塩原市

も導入に踏み切ったということでございます。 

○山本委員 了解です。 

○櫻田委員長 ほかに質疑、ご意見等はございませ

んか。 

  鈴木委員。 

○鈴木（紀）委員 230ページ、委託料で先ほど鈴

木委員のほうからも話ありました井口966号の測

量設計ということですけれども、その下のほうの

湯街道２号線の測量設計業務ということで、これ

の設計業務の詳細をお聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 市道湯街道２号線の測量設計業務

につきましては、平成25年度で平面図まで作成し

まして、平成26年度、この湯街道２号線の測量設

計業務につきましては、その平面図に中心線を入

れた、いわゆる中心線測量、あと縦横断測量とい

うこととあわせて、その詳細設計ということでご

ざいます。 

  計画についてはどのような形になっているかと

いうことなんですけれども、計画につきましては、

先ほど井口工業団地と計画は同じく、全体幅10ｍ、

歩道が2.5ｍ、車道が7.5ｍということで、２車線

センターラインを引く道路で歩道つきということ

になっております。計画はそういうふうになって

います。 

  計画区間につきましては、国道４号からあじさ

い橋の前の市道まで、延長としまして2.2ｋｍと

いうことでございます。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 そのほか質疑、ご意見等はございま

せんか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより、採決いたします。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 認定第１号については、原案のとお

り認定すべきものと決しました。 

  その他に入ります。 

  執行部から何かございませんか。 

  課長。 

○大木道路課長 （台風18号の災害箇所について説

明。） 

○櫻田委員長 委員の皆様から何かございますか。 

〔発言する人なし〕 
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○櫻田委員長 その他ないようですので、道路課の

審査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩といた

しますが、３時50分から会議を行います。 

 

休憩 午後 ３時４１分 

 

再開 午後 ３時４８分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎建築指導課の審査 

○櫻田委員長 それでは、建築指導課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○櫻田委員長 今回、建築指導課関係の付託案件は

ございませんので、これより決算審査特別委員会

（第三分科会）へ切りかえて行います。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○中村建築指導課長 （認定第1号について説

明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見をお受けいたします。 

  山本委員。 

○山本委員 歳入の22ページと、それから29ページ

と、今歳出の220ページにも出てきたんですけれ

ども、特定建築物というものは、多分何かとても

大きなものだと思うんですが、それの耐震診断の

助成事業というのは何に対してどういうふうに生か

すのか、ちょっとわからないので説明してください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○中村建築指導課長 特定建築物と申しますのは、

不特定多数の方が出入りする、ざっくばらんに申

しますと、5,000㎡以上の建築物、例えばホテル

ですとか病院、あとは大規模な集会場等、そうい

うものに対して耐震診断、昭和56年以前の建物が

対象となってございまして、那須塩原市内には基

本的に、今最初の段階で４棟ございました。菅間

記念病院、ホテルニュー塩原の西棟、ホテルニュ

ー塩原の湯仙峡、それとホテル塩原ガーデンとい

うのがございまして、その４棟でございます。26

年度からこの事業が始まりまして、26年度につき

ましては、ホテルニュー塩原の西棟、菅間記念病

院、こちらにつきまして現在終了してございます。 

  もう１棟、27年度、今年度になりますけれども、

ホテル塩原ガーデンにつきましても、現在耐震診

断中でございます。ホテルニュー塩原の湯仙峡に

つきましては、縛りが5,000㎡ということでござ

いまして、その中で一部使用をしないという完全

に閉鎖した状態であれば、面積換算をしないとい

う国のほうの指導がございまして、ニュー塩原の

湯仙峡につきましては、百数十平米閉鎖をしまし

て、4,000平米台に建物を落としまして対象外と

なっておりますので、現在対象となっております

のは那須塩原市内で３棟となってございます。 

  今回、塩原ガーデンが実施中でございますので、

耐震診断に関しまして、那須塩原市内の物件は今

年度で終了となる形でございます。 
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  以上でございます。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 建物についてはわかりましたが、それ

で診断をして、その後については、じゃ、それぞ

れの持っている人たちがお金を出してやるという

ことになるんですね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○中村建築指導課長 まだ現在、法的な措置という

か、国庫補助で耐震改修、要は耐震補強関係の工

事費、今現在国庫補助事業としての補助事業はご

ざいます。まだ栃木県として補助のほうの条例等

は制定されておりませんけれども、ほかの県単位

でございますれば、かなりの県で補助事業という

形で採択されてございます。栃木県も今、情報の

中では一応条例として補助事業を起こすというこ

とで、28年度からやるのではないかという情報は得

ております。ただ、まだ決定ではございませんので。 

○櫻田委員長 そのほか、何かございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 たまたまちょっと同じことを聞

こうと思っていたんですけれども、そこでもう一

つ、ちょっとわからないので教えてください。 

  コンサルかどこかに委託すると思うんですけれ

ども、これは具体的に言えるのかどうかわかりま

せんけれども、どういう選定でどういうところが

やっているのか、ちょっと答えられればありがた

いと思います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○中村建築指導課長 この事業に関しましては、事

業主体がどうしても民間の所有者という形になり

ますので、所有者のほうから、例えばコンサルで

すとか、例えばゼネコンさんみたいなところの設

計部門、耐震診断のできるところに委託されてい

るという形で実施されているものですから、市の

ほうで業者云々という形では、要はそれができる

業者であればいいという形になってございますの

で、市のほうでその業者を選定すると、そういう

形では今この事業は実施されておりません。 

○櫻田委員長 鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 補助事業だということですね、

それは。そうすると、このお金が適正かどうか、

使い方はどういう形で何かチェックの仕方はある

んですか。使い方に対して。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○中村建築指導課長 耐震診断が終了、例えば業者

に民間の事業者が耐震診断を、耐震診断のできる

コンサルないし、そういうところに委託します。

終了しますと、その耐震診断が適正かどうか、県

のほうの判定会という機関がございまして、そち

らのほうで、まずその耐震診断が適正かどうか、

それについてまず判定をしていただく。この判定

会につきましては、栃木県には１カ所、判定会が

ございまして、事務所協会で選定する判定会がご

ざいます。これは、メンバーとしまして宇大の先

生ですとか、教授ですとか、足工大の教授ですと

か、あとはそういう公的な機関の先生方で形成さ

れている判定会でございまして、その判定会でお

墨つきをいただいたものを、うちのほうで再度提

出していただきまして、その内容を確認した上で

補助金を支払うというシステムでございます。 

○櫻田委員長 ほかに質疑、ご意見等はございませ

んか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、219ページの今の質問にも重な

るのかもしれませんが、役務費手数料で構造計算

適正判定233万6,080円なんですが、これは高さで

いうと20ｍ以上の鉄筋コンクリートの建物だった
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り、そういった適用のものがあると思うんですが、

ちょっと詳しく説明いただければと思います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○中村建築指導課長 こちら建築指導表にも載って

います構造計算適合判定手数料につきましては、

例えば構造計算を必要とする建築物の確認申請が

提出された場合、26年度までは基本的に建築主事、

ですから那須塩原市であれば那須塩原市が一度建

築確認申請を受けた時点で、構造計算適合判定の

手数料も一緒にお預かりして、建築主事から第三

者機関である構造計算が適正であるかどうかを判

定する機関のほうに料金を支払って、今まで構造

計算の判定を行っていたという形でございますの

で、ざっくばらんに申しますと、構造計算に関し

ましては第三者機関、ですから栃木県ですと、例

えば技術センターですとか、あとは日本建築セン

ターですとか何カ所がございますけれども、そち

らのほうに改めて那須塩原市から、この構造計算

が適正であるかどうかを判定してくださいという

ことで料金を支払って、その料金に関しましては

確認申請が提出された時点で、その料金をお預か

りすると。そのままその料金をお支払いできない、

現金で持っていくわけにはいかないものですから、

予算措置をしまして、その予算措置をした中から

払って、手数料はうちのほうで歳入という形で入

ってくるのもですから、それともう１点、要は計

画通知という形で那須塩原市のほうで、例えば学

校ですとか体育館ですとか、そういうものを建て

て構造計算が必要な場合、計画通知に関しまして

は料金がいただけない、要は市長が確認申請を出

すという形になりますので、それに関しましては、

その予算措置をした中からお支払いするので、歳

入と歳出が若干お金が違ってくるという形でござ

います。 

○櫻田委員長 それでは、ほかに質疑、ご意見はご

ざいませんか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより、採決いたします。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 認定第１号については、原案のとお

り認定すべきものと決しました。 

  それでは、その他に入ります。執行部から何か

ございませんか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 委員の皆様から何かございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 それでは、最後になりますが、部長

から何かございませんか。 

○君島建設部長 （挨拶。） 

○櫻田委員長 そのほかないようですので、これで

建築指導課の審査を終了いたします。 

  以上で建設部の審査を終了いたしました。 

  お疲れさまでした。 

  それでは、執行部入れかえのため、暫時休憩と
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いたします。 

 

休憩 午後 ４時０６分 

 

再開 午後 ４時０７分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農業委員会事務局の審査 

○櫻田委員長 初めに、川嶋事務局長からご挨拶を

いただきたいと思います。 

○川嶋農業委員会事務局長 （挨拶。） 

○櫻田委員長 ありがとうございました。 

  それでは、農業委員会事務局の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○櫻田委員長 今回、農業委員会事務局関係の付託

案件はございませんので、これより決算審査特別

委員会（第三分科会）へ切りかえて審査を行いま

す。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から説明を簡潔にお願いいたします。 

  局長。 

○川嶋農業委員会事務局長 （認定第1号について

説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  委員の皆さん、何かございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは、資料いただきました農地転

用に関してなんですが、先ほど局長から説明いた

だいた資料もあるのでわかるのですが、例えば平

成26年度でいうと、４条、５条関係で118件の申

請がなされたということですが、これは地域別で

いうと旧地域で３地区で言った場合には、大体ど

のぐらいの割合になっているんでしょうか。 

〔「決算だから」と言う人あり〕 

○吉成委員 わかりました、すみません。 

  じゃ、179ページの農地集積集約化対策事業で、

先ほど説明をいただいた農地利用状況調査、実際

には農業委員の方々がやっているわけですけれど

も、先ほどの中身についてちょっと局長が触れて

いただきましたけれども、遊休農地の報告をなさ

れて、27.5ｈａの遊休農地があるということなん

ですが、この調査に関しては、例えば耕作放棄地

とか、そういったその他の項目での調査報告とい

うのはなされているんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  局長。 

○川嶋農業委員会事務局長 遊休農地の中に耕作放

棄地ということで含まれておりまして、１年以上

農作物が作付されていないというような農地につ

きましては耕作放棄地ということで、それも遊休

農地の中に入っております。 

  今回、この遊休農地の面積につきましては、保

全に関して、いつでも農作物が作付される農地に

ついては当然除かれております。除かれた面積と

いうことで、今後ちょっと手を加えれば農作物が

作付される、またはちょっとした木等が生えてい

ても、簡単な農耕の機械等で整備すれば農地とし

て使えるというような内容のもの。それと、それ

が１種の耕作放棄地。２種としまして、全く放牧

になっちゃって、農地として再生するのが難しい
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というのを含めた中での面積ということになりま

す。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 別では面積は出ていないんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  局長。 

○川嶋農業委員会事務局長 全く農地として再生が

不可能だということで判断されている面積につい

ては、細かく言いますと２万9,531㎡、それで再

生が可能だということの面積が24万5,891㎡、そ

のような状況になっております。 

○櫻田委員長 ほかに質疑、ご意見等ございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木（紀）委員 41ページ、農林水産業費雑入と

いうことで説明があったものですね。この中で堆

肥売払収入、これは多分堆肥センターもあると思

うんですが、これは違う。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  局長。 

○川嶋農業委員会事務局長 堆肥売払収入は農地化

……の中での堆肥センター…… 

○鈴木（紀）委員 直接はないと。 

○川嶋農業委員会事務局長 はい、そうですね。そ

っちの関係でございます。 

○櫻田委員長 鈴木委員。 

○鈴木（紀）委員 その下の立木伐採の補償料も別

だということでいいんですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員 はい、わかりました。 

○櫻田委員長 鈴木（伸）委員。 

○鈴木（伸）委員 農業委員さんの先ほど報酬の中

では1,700万円ですか、大体メーンだということ

なんですけれども、農業委員さんも大変だとは思

うんですけれども、業務内容ですよね、成果とい

うのはあるのかどうかわからないと思うんですけ

れども、農地転用がこれだけのケース、だんだん

減ってきているかなと思うんですけれども、農地

転用の中では、これは立ち会いなんかがあると思

うんですけれども、農業委員さんがどういった、

年間を通して活動をされているのかというあたり

はお伺いしたいんですが。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  局長。 

○川嶋農業委員会事務局長 農業委員さんの業務に

つきましては、転用等の許可業務関係ですね、そ

れらにつきましては、当然それぞれの調査区域が

ありまして、それで国の申請が出てくれば、それ

を事務局のほうで調整して、最終的にはそのエリ

アの班の中で現地を見て、当然そのエリアに入っ

ている担当の農業委員さんもいますので、それの

案内の中で現地を見て、それで判断をして、最終

的にその結果を運営委員会の総会ですね、報告し

た中で合意のもとで、許可関係については、それ

相当との結果を出してという一つの転用関係です

ね。 

  それ以外に、遊休農地の調査関係が今年度義務

として、21年の法改正から調査は法律の中で義務

として入ってきて、22年から実際に農地の利用調

査をしているんですけれども、25年の農地法のま

た改正がありまして、さらに踏み込んで集積農地

の中間管理機構か何かが出てきたと思うんですけ

れども、それとあわせて、それよりも踏み込んだ

中で、この状況について農家の人、遊休農地とし

て農地を作付しないという農家の方々に出向いて

いった中で意向を聞いて、自分で農地として利用

していくか、または貸し付けするか、または非農

地とした中で取り扱いをしていくかという形で意

向を確認した中で、最終的にそれらについて農地

中間管理機構を通じた中で、少しでも担い手の農

家に集積をさせていくような業務がふえてきてい
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るということです。 

  そのほかに、先ほど言っています年金関係の推

進関係ですね。あとは全国農業新聞のやはり読ん

でもらうための管理促進等が主な業務になってお

ります。 

○櫻田委員長 鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 ありがとうございました。 

  どこまで聞いていいのかちょっとわからないで

すけれども、多忙感をちょっと、どれぐらいの日

数ですね。月にどれぐらい、忙しい中、農業委員

となると、時間、日数的に割いているのかという

あたりはざっくりお話しいただけますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  局長。 

○川嶋農業委員会事務局長 農業委員さんは地域の

農業者の代表ということで、当然情報を収集した

り、または農地の状況関係を常に把握していると。

日常の活動の中でやっていただいているというこ

とでありまして、特に青年の農業者の育成の関係

の相談も含めて、またはそういう農地関係の集積

関係の情報等も農家のほうに機会あるごとに周知

していくと、そういう面で、常に議員の皆さんと

同じような、農業の地域において活動していただ

いているということでご理解いただければなと。 

○櫻田委員長 ほかに質疑、ご意見はございません

か。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより、採決いたします。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 認定第１号については、原案のとお

り認定すべきものと決しました。 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 それでは、 その他に入ります。 

  執行部の皆さんから何かございますか。 

  局長。 

○川嶋農業委員会事務局長 （農地転用における事

務管理報告について） 

○櫻田委員長 それでは、最後に局長から何かござ

いませんか。 

○川嶋農業委員会事務局長 特にありません。 

○櫻田委員長 それでは、ないようなので、以上で

農業委員会事務局の審査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  これで、本日予定しておりました審議事項は終

了いたします。 

  ここで執行部退席のため、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時４７分 

 

再開 午後 ４時４８分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 それでは、まず被害状況現地調査の

件について、副委員長から説明をさせます。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 （台風18号の影響による被害状況

の現地確認について） 

○櫻田委員長 それでは、あした10時より委員会を

再開いたしますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○櫻田委員長 以上で本日の建設経済常任委員会を

散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後４時５１分 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○櫻田委員長 皆さんおはようございます。定刻に

は若干早いんですが、昨日は福祉教育が８時まで

かかったということなので、円滑な議事運営をお

願いしたいと思います。 

  本日は生活環境並びに昔の産業環境常任委員会

のくくりで会議を開きますんで、どうぞよろしく

お願いしたいと思います。 

  また、議題の範囲を超えたりとか発言が議題外

だったりとか、また不適当な発言が認められたと

きには、こちらのほうで注意をいたしますので、

昨日同様よろしくお願いしたいと思います。 

  なお、速やかな運営をご協力よろしくお願いし

たいと思います。 

  それでは、散会前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生活環境部の審査 

○櫻田委員長 初めに、渡邊生活環境部長からご挨

拶をいただきたいと思います。 

  部長。 

○渡邊生活環境部長 （挨拶。） 

○櫻田委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎環境管理課の審査 

○櫻田委員長 それでは、環境管理課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６４号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 今回、環境管理課関係の付託案件は

ございませんので、これより予算常任委員会（第

三分科会）に切りかえて審査をいたします。 

議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 （議案第64号について説

明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。各委員から質

疑、ご意見をお受けいたします。何かございませ

んか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見を

終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第64号につきましては、原案の

とおり可決すべきものと決します。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７１号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 次に、議案第71号 平成27年度那須

塩原市墓地事業特別会計補正予算（第１号）を議

題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 （議案第71号について説

明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。各委員から質

疑、ご意見をお受けいたします。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第71号 平成27年度那須塩原市墓地事業特

別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決

すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第71号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○櫻田委員長 それでは、続きまして決算審査特別

委員会（第三科会）へ切りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から説明を簡潔にお願いいたします。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 （認定第1号について説

明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。各委員から質

疑、ご意見等をお受けいたします。 

  委員の皆様何かございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 最後のほうの164ページの地球温暖化

防止講演会をやったということで参加が少なかっ

たという話なんですが、これ行事が重なったとい

うことで「なしお博」でしたか。「なしお博」は

場所が結構広い、大学でやっていたので、そこで

やろうというようなことは考えなかったんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 昨年は一応考えましたけれど

も、日程的なこと、あと場所問題の調整がつかな

くて別な会場になったということで、今年度につ

きましては一緒にということで考えてございます。 

○山本委員 了解です。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 164ページの地球温暖化対策推

進事業の中で、先ほどのこの中に印刷製本費、環

境家計簿というのがあります。この使い方はどの

ような使い方をされたのか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 



－272－ 

○臼井環境管理課長 環境家計簿につきましては、

なすの環ネットという団体がありますけれども、

そちらのほうの発案で昨年度から実施した事業で

ございます。全世帯また小中学校を通して配布を

させていただいたところですけれども、なかなか

回収率が悪かったという結果になってございます。

こちらにつきましては、１世帯当たりの排出量と

か、１人当たりの排出量を把握して、今後の取り

組みの参考にしたいということで、分析とかうち

のほうでやりましたけれども、なかなか集まった

のが少なくてそこまでいっていない状況で課題と

いうことで、監査委員のほうからも指摘されてい

るところでございます。 

  また、数字によって見える化によって環境に対

してそれぞれ興味を持っていただいて、地球温暖

化対策に寄与していただきたいというのが狙いで

つくったものでございます。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 これは今年度についても引き続

きやっていく事業として入っているんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 今年度につきましても４月20

日に全世帯を通して配ってございます。ことしに

つきましてはピンク色のＡ４の開きのものを全世

帯、また小中学校を通して配布してございます。

昨年は水色というか、緑色のものだったんですけ

れども、今年につきましてはピンク色のという形

で配布してございます。ぜひ議員の皆さんにつき

ましても取り組みをしていただければと思います

ので、よろしくお願いします。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それで162ページの狂犬病予防事業な

んですが、この中で表があります。その中に死亡

等受け付け頭数ということで488頭となっている

わけですね。これらについては交通事故とかそうい

ったもので亡くなった犬の頭数とかなんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 こちらの死亡等の受け付け頭

数につきましては、毎年狂犬病予防のために通知

を差し上げておりますけれども、そのときに例え

ばもう亡くなった方ということで、届け出があっ

たり、あとは年度途中で亡くなった方ということで

あった頭数が488頭あったということでございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 明確にこういう理由で犬が亡くなって

いるというところまでの把握はされていないとい

うことですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 その辺は原因につきましては、

特に記入するところがございませんので、そこま

では把握してございません。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 次ですね、164ページの自然保護対策

推進事業、先ほど説明がありました。また今回一

般質問でも出たわけですけれども、その中の動植

物調査研究委員会委員が25名いて、調査を行われ

て、毎年やられてきているわけですけれども、実

際に今回についていえばデータをつくっていく上

での調査がずっと進められてきているということ

だと思うんですが、希少動植物の以前からやって

いて、我々も報告書、それからこんな大きな立派

な冊子もいただいた経緯があるわけですね。あそ

こに実際に載っている動植物としては、この前、

部長の答弁にあったように、数字をちょっと忘れ

ちゃったんですが、それらをもちろん調査すると
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ともに、それ以外の動植物についても調査を今現

在入れて、ずっと進めてきているということでよ

ろしいんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 今委員がおっしゃったとおり、

毎年、動植物調査研究委員会の方が先ほど言った

25名、６部会に分かれてございまして、部長の答

弁があったとおり植物部会、哺乳類部会、鳥類部

会、爬虫類・両生類部会、魚類部会、昆虫部会と

いう形でそれぞれ部会ごとに補完調査をしてござ

います。それで条例になっている277以外にも全

てそれぞれの地区ごとにそれぞれの担当が補完調

査をして、追跡調査をしているという状況でござ

います。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 実際に今答弁でも一般質問の答弁でも

あったように277種だったわけですね。そうする

と現在どういった報告をいただいているか私はわ

かりませんけれども、実際にはこれ以上の種が当

然登録されるだろうというふうに考えていらっし

ゃるということですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 一般質問答弁でしたとおり、

現在レッドデータブックのリストアップしている

最中でございますけれども、最終的にはぐらいに

なるかなというような予測はしてございますけれ

ども、今のところは委員のほうにお任せしている

状態でございます。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 部長。 

○渡邊生活環境部長 ちょっと休憩いただいてよろ

しいですか。 

○櫻田委員長 暫時休憩。 

 

休憩 午前１０時２２分 

 

再開 午前１０時２３分 

 

○櫻田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  吉成委員。 

○吉成委員 この動植物の調査に関しては、旧黒磯

市時代から希少動植物調査を進めてきているわけ

ですね。ですから、私が単純に考えればですよ。

素人考えでいけば、相当数既に把握されていて、

それが保護すべきなのかどうかというところの境

なのかなという気がするんですね。ですから、動

植物の調査としては十分な調査はされてきたのか

なという気がするんですが、そこはどういう見解

をお持ちでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 委員おっしゃるとおり、黒磯

時代からずっとやってきまして、合併してから西

那須野地区と塩原地区はやっていなかったという

ことで、23年度、24年度かけてやっておりますの

で、そのとおりだと思っております。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解です。 

  もう一点だけ、165ページの再生可能エネルギ

ーの部分なんですが、太陽光設置ということで

314件、これ申請としてはどのぐらいの数があっ

たんでしょうか。申請イコールこの数なんでしょ

うか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 今言ったとおり、申請イコー
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ル補助件数の確定になってございます。 

○吉成委員 了解です。 

○櫻田委員長 ほかに質疑、ご意見等はございませ

んか。 

  玉野委員。 

○玉野委員 今の164の自然保護のことについてな

んですが、そこに何がいるというのは６部会で出

してくると思うんですけれども、そこに何がいる

かということのピンポイントでおさめちゃうのか、

そこが地域とどういうふうにつながっていくとか、

そして教育につなげていくとかですね。そういう

方向性を持っているのか。それはなぜかというこ

とが１つですけれども、那珂川河畔公園にいろい

ろな人が行くし、いろいろな植物がありいろいろ

なことがあるんですけれども、何かかみ合ってい

ないような気がするんですね。ばらばらで植栽を

すごく一生懸命やっているんですけれども、後々

公園の手入れで切られちゃうとか、上流でこうい

うふうにやっているんだけれども、下流は全然違

うとかと、生態系という結びつきが那珂川の河畔

公園を一つの例にして、これビオトープとかそれ

連結した言葉だと思うんですけれども、そういう

中でここがモデルだという何々がいるんだという

ことと同時にダイバーシティ対応している中で那

珂川の河畔公園はこういうことに向かっているん

で、このデータを生かすためにこうだという発展

性、つながり性がどういうふうに展開されるのか

な、してもらいたいなと思うんですが、今のこと

は特に那珂川の河畔公園とか代表的な公園がある

と思うんですね。そこをつないでいければという

ふうに思うんですけれども、所見ございましたら。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 希少野生動植物の277種もそ

うですけれども、ある程度ピンポイントでそこに

いますよとか、このように咲いていますよという

ふうになると、保護、保全が難しくなるのが状況

でありますので、あくまでもこの地域、ぼやっと

した感じの例えば塩原の何地区とかＡ地区とかＢ

地区とか分けてこの辺に分布しているとか、この

辺にいますよという形で、とりあえずレッドデー

タに載せるなりあとは保全協定保護をやっており

ますので、余り公にしているとなかなか採取して

しまったりというのもありますので、その辺難し

い状況ではありますけれども、とりあえず那須塩

原市はこれだけ自然豊かなところで希少な野生動

植物がこれだけいますよという形をまとめてつく

っていきたいというふうに考えております。 

○櫻田委員長 玉野委員。 

○玉野委員 もう一回、だったら那珂川河畔公園に

絞りますけれども、例えばごみを拾うという人も

いますけれども、それが生態系を守るためだとか

というそういうことだよねというように周りの人

が認識する。感じるという人と、ただ単にあの人

は好きでごみを拾っているんだよという地域活動

では違うと思うんですね。そういう一つ一つの１

人の行為がつながっていく、生態系を利用してつ

ながっていくということのアイデアというか、展

望性がそこに添加されればなと思うんですけれど

も。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 確かに、ピンポイントでこの

辺にはこういうものがあって、守らなきゃだめで

すよという考えもありかとは思いますけれども、

そういったばかりではないというのが実情でござ

いますので、とりあえずぼやっとした形のこの辺

にはこういうものがありますというようなことし

か今のところは考えておりません。 

  以上です。 
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○櫻田委員長 玉野委員。 

○玉野委員 多分これのデータが生きてくるかどう

かというのもありますけれども、日本生態系協会

というのがありますけれども、彼らは地域によっ

てそこはこういうことをやっている、ああいうこ

とをやっているということで、表に出していくと

いうか、いい活動をしていますよということを全

国展開でやっているんですよね。モデルは同一に

なっていますけれども、そういうことのラインも

つながっていければいいなと思ってのことです。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 委員長すみません。一般質問

の佐藤議員のほうの質問の答弁にもありましたと

おり、とりあえず例えば協定区なんかはそれぞれ

紹介をして、こういう取り組みをやっていますよ

という形でＰＲもさせていただいて、自然は大切

だよというＰＲしているところでありますので、

そんな形で続けていきたいとは考えております。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 すみません。先ほど１点、聞き忘れて

しまって、今の玉野委員の質問のすぐ下の今課長

が言われた報償費の件ですね。それぞれ保全の協

力金ということで出ているわけですけれども、こ

の１万円に関しても延々１万円でずっと来ている

んだと思うんですね。ここには今回に関していう

と15のところと協定を結んでいるということにな

るんでしょうが、これは個人とそれから団体とい

うか地域と、そういった区分も当然あるんじゃな

いかなという気がするんですが、それはこの15で

いうとどうなるんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 今、吉成委員が言われたとお

り、地区で保存している場合とその地区の保存会

の方、また個人的なものを含めましているところ

もございまして、金額については本当にボランテ

ィアという形でお願いしている状況になりますの

で、今のところはボランティアでぜひお願いして、

保存してくださいというようなスタンスでしてい

るところでございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 １万円でああやってくれ、こうやって

くれというのは、何か当然言えることではないの

かもしれませんが、やはりこの協定を結んだ地区、

それから団体に関しては、かなり意識をしてその

地区、地域というのは保存しているというか、保

護しているというかそういう感覚はお持ちですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 こちらの市政報告の中では、

例えば交付金が１団体１万円しかございませんけ

れども、それぞれの地区によっては、農地・水の

ほうの補助金を使いながら保全、保護をやってい

る町会がございますので、そちらのほうで今のと

ころは利用している団体が多くて、今回はたまた

ま交付金としては１万円、１団体しかないという

ような状況になってございますけれども、そうい

った地区ではそれぞれの保護活動をやっていただ

いているのが状況でございます。 

○吉成委員 了解しました。 

○櫻田委員長 ほかに質疑、ご意見等はございませ

んか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 164ページの地球温暖化対策推

進費でちょっと別の委員が質問しましたけれども、

この趣旨を踏まえるとこれは76万3,000円何がし

の金額になっていますけれども、結局人が集まら

なくて謝礼等の内訳がコストアップということで、

費用対効果からするとこれだけ見るとなかなか効
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果が出ていないんじゃないかなと思うんですけれ

ども、でもこのこと自体は予算をとるということ

は地球温暖化というのは大問題ですから、すごく

合っていると思うんですよね。これをやるに当た

って、こういう予算を組むに当たっても、効率を

考えて、主となる目的に合ったような形のことを

考えているべきだと思うんですが、こういった予

算のつけ方ですけれども、決算だから反省点と課

題みたいなものはございますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 先ほど申したとおり、例えば

環境家計簿につきましては、なすの環ネットとい

うような環境連絡会が主に個人とか、そういう団

体、あと企業という形で環境に取り組んでいると

ころを拾い集めていただいて61団体で構成してい

るところでありますけれども、その一つとして那

須塩原市も参加しているというふうな状況になり

まして、あくまでもなすの環ネットでそれぞれお

取り組みいただいているところのＰＲとか、あと

は地球温暖化につきましては、各家庭がそれぞれ

取り組んでいるとは思いますけれども、なかなか

実際目に見えて、さっき言ったように環境家計簿

をつけてこれだけＣＯ２が削減されているんです

よというような実感がありませんので、それを数

字化するとか、あとは気づきだと思うんですね。

あくまでもうちのほうは、こういうことをやって

地球温暖化に皆さん取り組みましょうというよう

なその気づき等をやらせていただいている状況で

ありますので、あとさっき言ったように環境家計

簿につきましてはまだ取り組みを始めたばかりと

いうこともありますけれども、一応課題にはなっ

ておりますし、あと講演会につきましてもたまた

ま日にちが合ってしまって、別会場でというのが

ありましたので、これにつきましては「なしお

博」と一緒に同じ会場で講演会もやるということ

で予定してございますので、そこに皆さん来てい

ただいて、それぞれ気づきをしていただければと

思っております。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 なかなか大変だったかなと思う

んですけれども、これ重要で市民に普及していく

ことは大事だと思うので、そのことを踏まえて環

境課としては、感覚としてはこれ重要だというこ

との認識ですかということですけれども。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 委員言われたとおり、すごく

重要なことでありますので、引き続きこれについ

てはやっていきたいと思っております。 

○鈴木（伸）委員 了解しました。 

○櫻田委員長 玉野委員。 

○玉野委員 「なしお博」が何日かありますけれど

も、月尾先生が来る日というのは決まっているん

ですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 昨年の実績は月尾先生をやっ

たということで、昨年は11月８日ですね。黒磯文

化会館のほうでやりました。今年度につきまして

は、気象予報士の森田正光氏を呼ぶ計画でござい

ます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 ほかに質疑、ご意見等はございませ

んか。 

  それではないようですので、質疑、ご意見等を

終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 
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  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 認定第１号については、原案のとお

り認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第８号の説明、質疑、討論、

採決 

○櫻田委員長 次に、認定第８号 平成26年度那須

塩原市墓地事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てを議題といたします。 

  執行部から説明を簡潔にお願いいたします。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 （認定第8号について説

明。） 

○櫻田委員長 ありがとうございます。 

  説明が終わりました。各委員から質疑、ご意見

等をお受けいたします。 

  山本委員。 

○山本委員 赤田霊園のことなんですけれども、収

入と支出と両方にかかっているので聞くんですけ

れども、かかっているお金に対してもらっている

お金が安いんではないかというふうに感じますの

で、毎年のように入ってくる収入よりも、出てい

く、つまり管理をしているお金のほうが多いよう

な気がするんですが、これはやはり霊園を使って

いる人は限られているので、1,000円だと思うん

ですね。およそ1,000円なんですが、もう少し上

げるというようなことは考えないんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 今のところ使用料につきまし

ては、墓地条例で使用料が決まっておりますので、

その辺につきましては、もし上げろと言うんであ

れば検討いたします。今のところは、上げるつも

りはございません。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 ほかに質疑、ご意見等はございませ

んか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第８号 平成26年度那須塩原市墓地事業特

別会計歳入歳出決算認定については、原案のとお

り認定すべきものとすることに異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○櫻田委員長 認定第８号については、原案のとお

り認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 それでは、その他に入ります。 

  執行部の皆さんから何かございますか。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 （台風18号の対応について） 

○櫻田委員長 そのほか委員の皆さんから何かござ

いますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、環境管理課の審

査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩いたしま

すが、10時50分より会議を再開したいと思います。

よろしくお願いします。 

 

休憩 午前１０時４０分 

 

再開 午前１０時４９分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎環境対策課の審査 

○櫻田委員長 それでは、環境対策課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○櫻田委員長 今回、環境対策課関係の付託案件は

ございませんので、これより決算審査特別委員会

（第三科会）へ切りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○山田環境対策課長 （認定第1号について説

明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  委員の皆さん、何かございませんか。 

  君島一郎委員。 

○君島委員 すみません、ちょっと教えていただき

たいんですが、ごみの袋の売却した収入というの

はどこに入っているんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 歳入の中の市政報告書で言い

ますと17ページのうちの使用料・手数料、２項２

目衛生手数料の中の清掃手数料の中で、家庭ごみ

処理手数料というところが歳入のところです。 

○君島委員 わかりました。 

○櫻田委員長 そのほかございませんか。 

  君島一郎委員。 

○君島委員 それとちょっと４款２項１目の中での

清掃業務推進費の中で、交付金というものが２つ

のところに出ているんですが、那須疎水路清掃費

の80万という交付金はどこへ出ている交付金ですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 この交付金については那須疎

水土地改良区に対する交付金であります。 
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○櫻田委員長 君島一郎委員。 

○君島委員 そうしますと、18万4,000円というの

は那須疎水土地改良区ですよね。これをわざわざ

分けて出しているというのは何か理由があるんで

すか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 これは西那須野町役場からの

流れになりますが、まず土地改良区に対する交付

金については下水道が普及してないところで、い

わゆる生活雑排水を流入していた、認めてもらっ

たという経緯があります。その中の処理費という

意味で毎年払っているものでありまして、下水道

普及率が高まるにつれて、これは減額していると

いう形になります。そういう意味での交付金、迷

惑料と言ったらおかしいですけれども、そういう

意味での交付金だったと思います。一方で疎水の

清掃費というのが先ほど説明した清掃に対して80

万を交付しているという形になっております。 

  以上です。 

○櫻田委員長 君島一郎委員。 

○君島委員 西那須野の場合ですと、土地改良区関

係ですと西那須野東部とか、それから重要になっ

ているのはあとは疎水ですね。２つありますけれ

ども、これはなぜ疎水だけが出されていて、西那

須野東部が出されてなかったり、合併したどこか

の改良区には出てないというのはどういう理由な

んですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 確かにほかの黒磯も含めて出

しておりません。直接言ってしまえば、西那須野

役場からの流れで引き続き継続しているというと

ころであります。 

○櫻田委員長 君島一郎委員。 

○君島委員 それ以上はわからないんですね。 

○山田環境対策課長 申しわけないです。 

○君島委員 はい、いいです。 

○櫻田委員長 ほかにありますか。 

  山本委員。 

○山本委員 すみません、決算書で聞きたいんです

けれども、歳入なんですけれども、使用料・手数

料の中の33ページ、34ページに清掃手数料という

のがあるんですが…… 

○山田環境対策課長 33ページですか。 

○山本委員 はい、33と34の両方にかかっていると

ころの清掃手数料、ここでいいんですね。ここの

中の65万6,960円が収入未済額で入っているんで

すが、これは去年も同じ金額だったような気がす

るんですね。それで、これは何がどういうふうに

なっているのかの説明をお願いしたいと思います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 内訳に２つありまして、まず、

家庭ごみの先ほど言ったごみ袋を取り扱っている

お店であるんですけれども、塩原労基所の通りで

すけれど、そこが倒産いたしまして、入ってくる

べき手数料が入ってこなかったので、毎年競売と

かいろいろ参加して、何とか歳入に入れようとし

たんですが、なかなか難しくて、毎年計上してい

るのが１つでございます。 

  もう一つは、市内のごみ収集業者がやはり倒産

いたしまして、本来入ってくるべきごみ処理手数

料が滞っているという形で、これも同じく競売参

加とかいろいろやっていますが、なかなか入って

こない状況であります。 

○櫻田委員長 山本井委員。 

○山本委員 倒産をしてしまったら、見込みとして

は入ってこないですよね。これは去年もことしも

だったので、不納欠損にすることはできないんで
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すか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 ４年ほどになりますので、そ

ろそろ不納欠損というところも。 

○櫻田委員長 部長。 

○渡邊生活環境部長 通常不納欠損は５年というこ

となんですが、現在、競売申し立てという形にな

りますので、時効の中断という形になります。で

すから、そうなりますと、不納欠損の対象からは

若干延びるということになります。その両方の兼

ね合いがありますので、そちらについてはちょっ

と行政の中でまた今後検討していきたいと考えて

おります。 

  以上です。 

○櫻田委員長 そのほか何かありますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 まず165ページの表があります

が、これは調査していると思うんですが、これの

傾向ですか、データを見ていると思うんですけれ

ども、基準があると思うんですけれども、それに

対して厳しくなってきているとか、ちゃんと低い

値で推移しているだとかというのをちょっと教え

てください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 現在、先ほど申し上げたよう

に全部で19ほど調査しておりますが、データ的に

は異常があったというところはございません。と

はいっても、当然継続的にやらなければいけない

ことなんで、やっていますけれども、特にこの重

点調査の中ではちょっと問題があるなとか、異常

があったデータは検出しておりません。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 これ測定回数というのは、法律

などで定められた中でやられているんだと思うん

ですが、これはその法律どおりなのか。今の話を

聞いて逆に付加して調査しているとか、その辺は

どうなんでしょうか。費用的なことを考えての話

ですけれども。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 当然法律に基づくものもあり

ますし、あるいは地元の要望等に応える形のもの

もありますし、あるいはどうしてもこの場所が汚

れているというところに行って調査しているもの、

まちまちでありますが、その都度回数等はそのと

きに吟味してやっているところでありまして、必

ずしも決まった回数で毎回行っているわけではな

いので、必要に応じてはふやしたりというところ

はあり得ると思います。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 それから、ごみ減量化対策事業、

171ページになっております。まず、執行率が

78.1％でちょっと聞いたと思うんですけれども、

これは予算に対してだと思うんですけれども、満

額に使わなかったあたりのところで、まずその辺

の内容と、それから、ごみ減量対策ということを

進めている中で、最近のごみの減量化の傾向、デ

ータ的なもの、それから効果、あと課題あたりを

お願いします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 まず、執行率78％ということ

で、その辺の執行率の課題でありますが、一番最

後の交付金、集団資源回収事業というのがありま

して、集団で集めたものに資源回収に対して交付

金を支払っています。これが年々ふえていまして、

25年度に対して26年度は150万ほどふえているん
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ですけれども、見込みとしてかなり団体数がふえ

ているものですから、予算的にはちょっと多目に

かなり見込んで、金額960万ほど見込んだわけで

すが、結果的に600万ほどということで、ちょっ

とその辺が見込み過ぎたかなというところで、ち

ょっと多目にやったところが一つございます。 

  それから、１つ前の補助金の分、生ごみ処理機

の購入費の補助金についてもかなりふえてきてい

ますので、その辺もちょっと見込んではあったん

ですが、予算104万に対して執行率が30万ちょっ

とといったところで、その辺もちょっと思ったよ

りも伸びなかったなというところがこの執行率に

なっているのかなというところでございます。 

  それと、最近のごみの傾向でございますが、家

庭系のごみ、年々横ばいかほぼ増加になっている

ところでありますが、本市のごみの特徴として、

家庭系ごみの１人当たりの量についてはほぼ県の

平均並みなんですが、事業系のごみが突出して高

いんです。いわゆる一般事業者から出る産廃でな

い一般ごみなんですが、県内の高いところのごみ

を見てみますと、一番高いところは那須町なんで

すね、断トツで。その次が日光、３番目がうちな

んです。この３市町が断トツで、ちょっとこれを

予想してみますと、ホテル、旅館、事業系のごみ

からの生ごみも含めて、それが多いのかなという

気はしております。この事業系のごみに対しては

当然事業者に対して分別の指導というか、事典を

配ったり、いろいろやっているところであります

が、抜本的にはあとは表彰をしたり、リサイクル

に取り組んでいる事業に対する表彰をしたりして

いるところであります。 

  そのほか家庭系ごみも含めてになりますが、生

ごみ処理機の普及というところ、それから、この

後最後に説明いたしますけれども、燃えるごみの

中に入っているいわゆる細かいごみ、雑紙といっ

たものですが、これの回収というのも今方策で考

えておりまして、いろいろ方策を練っているとこ

ろでありますが、結果としては総量としては横ば

いな状況かなというふうな、やや増加という形で

なっているところでございます。 

  さかのぼっていいますと、21年に指定ごみ袋を

有料化いたしましたけれども、そのときには対前

年度で25％ほどごみの総量が減っておりますが、

減った時点でずっと横ばい、やや微増という形が

続いているところであります。今後も減量化とい

うところはちょっと力を入れて進めていきたいな

というふうには思っているところであります。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 今の話を聞いて課題があるよう

なので、それはそれでよろしくお願いします。 

  続いて、あと174ページの４款の３項の一番下

の項目ですね。枠の中の旧清掃センターの管理運

営事業の50事業の執行率が73％ということだった

んですけれども、内容的には私らでも想像つくよ

うな内容なので、これは来年の予算にも絡むこと

なので、これで要するに足りて、しっかりできて

いるんでしょうか。そこだけですね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 そのとおりで。 

○鈴木（伸）委員 はい、了解しました。 

○櫻田委員長 そのほか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは、41ページの衛生費雑入の先

ほど説明をいただいていますクリーンセンターの

売電代ということなんですけれども、前年度比で

いくと2,000万ほど減少しているんですね。その

理由をお聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 
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  課長。 

○山田環境対策課長 これは昨年４月の時点でクリ

ーンセンターが自家発電をして電気を発生させて

いるわけなんですが、発電設備のタービンの一部

にちょとふぐあいが出まして、これを修理するた

めに４、５、６と３カ月間ちょっととめていたも

のですから、それに対して当然自家発電量が減る

わけですね。当然電気代が高くなるというところ

で、その差額が2,000万ほどという形になってお

ります。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 はい、了解しました。 

  じゃ、続いて170ページ、産業廃棄物の対策事

業なんですが、４名の監視員の方々でこうやって

244日間監視をしていただいているということで

すが、実際に監視事業をやられていて、不法投棄

を発見する。それから、現場で取り押さえたとは

言いませんけれども、現場で見つけた件数、それ

と、もう一つが、ルートを決めて回っていらっし

ゃるのか、不規則に逆にやって監視をされている

のか、その３点お伺いします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 まず、不法投棄のほうの量で

ございますが、26年度は不法投棄を見つけたのが

107件、あわせて野焼きとかの関係で指摘したの

が60件。 

  ルートは特に黒磯４名いらっしゃるんですけれ

ども、黒磯方面が２人、それから西那須野と塩原

方面が２人という形で、エリアを分けてやばそう

なところをちょっと回っています。特に捨てられ

るところは大体決まっていますので、そこを重点

的に回っていただいております。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 はい、わかりました。 

  あとは最終処分場等なんかの監視についてはど

う行っていますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 最終処分場といいますと、  

 ２期目の市の…… 

○吉成委員 いや、民間の。安定型の最終処分場。 

○櫻田委員長 課長。 

○山田環境対策課長 当然、大方、あらかた稼働中

は今７カ所ほど最終処分場は民間になりますけれ

ども、そこも適宜回っていただいて、時間どおり

的確に運営しているとか、その辺はチェックをし

ていただいております。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 特に注意するそういった事例というの

は生まれてないということでよろしいんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 民間の最終処分場については

今のところ特に異常があるとか問題があるとかと

いう報告は入っておりません。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 はい、了解しました。 

  じゃ、次に、171ページのごみ減量化対策事業

の中の委託料の一斉美化運動、年間２回やられて

いるわけですけれども、私が本当に単純に考える

と、ずっとやってきている事業ですから、ごみは

どんどん減ってきているんじゃないかなという気

がしていたんですね。この運搬業務の費用を見る

と、昨年よりはわずかではありますけれども、ふ

えているんですね。この原因が何なのかをお伺い

をいたします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 まず、毎年２回やっている一
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斉美化運動のごみの量なんですが、確かに25年に

比べると26年は若干ふえております。 

○吉成委員 ふえているんですね。 

○山田環境対策課長 ごめんなさい、トータルで言

いますと25年度が春秋合わせて40ｔだったんです

が、26年度は春秋合わせますと37ｔ回収ですね。

３ｔほど減少しております。これは皆さんに、地

元の人にお願いして、道路であるとか、その地域

のごみを拾っていただくという形なので、中身は

ここぞとばかりに自分のところのを集積場に送っ

ている人たちもなきにしもあらずなんです。その

辺のチェックがちょっと難しいんではありますが、

その辺の中で自分のところにため込んでいるのと、

この際だからと出している方もいらっしゃるんで、

その辺はちょっとチラシ等を配って気をつけてい

ただくように言っている。その辺も含まれる形に

なるんですが、ただ３ｔほど減っているというと

ころで、委託料の増加については、従来25年度は

業者さんから、６地区の担当の業者さんに出てい

ただいて、あと市の職員が張りついて一緒に回っ

ていたんですが、ちょっとごみの量とかがかなり

あるんで、その業者さんのほうにもう１台トラッ

クを追加して出していただいたという経過があり

ますので、ちょっと若干委託料がふえていると、

そういうような状況でございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 はい、了解しました。当然市民のモラ

ル意識の問題だと思いますが、そういった事例な

んかも当然回覧で回して、そういうものも自治会

でやっているわけですから、ちょっと一言入れた

らいいんじゃないかなと思います。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 次に、172ページのごみ収集費の委託

料の件なんですが、先ほど前年度からすると

5,000万から減りました。その理由として委託、

入札によってその仕事をとった業者がこれまでよ

りは安い価格で落札をしたということの説明だっ

たと思うんですが、極端に安い地域も、これまで

よりもかなり安い地域もあるなという感想を持っ

ているんですが、業務内容としては一切支障を来

さずに何ら問題もなく、苦情もなくやっていらっ

しゃるんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 先ほど説明しましたとおり、

26年から30年までの５カ年計画ということで26年

に入札をしたわけなんですが、初年度はやはり回

るルートとか、時間的に遅くなったりということ

で、かなり苦情、問い合わせの電話は入ったとこ

ろであります。ただ、ことしに入っては業者さん

も当然なれましたので、がくっと激減をしたとこ

ろでありますが、26年度当初についてはそんな感

じで結構苦情が来たところであります。 

  5,000万ほどの減については、やはり平均的に

６社の業者の皆さん、６地区の平均落札率が軒並

み下がっているという状況でありまして、これに

ついては委託料ですので、最低制限価格も設けて

おりませんので、業者さんの判断で落としていた

だいているというふうな形になっているのかなと

思っております。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 我々実際にごみを出す側として、やは

りそれまでの、じゃ燃えるごみ、何曜日、何曜日、

その曜日は変わりませんけれども、時間帯が全く

違ったり、「え、もう持っていっちゃったの」み

たいなのがあるわけですよね。その辺はもう少し

丁寧にこの地区は何時から何時ぐらいが、目安で

いいと思うんですけれども、そういったことも本

来は必要だったんじゃないかなと、そんなちょっ
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と感想も持っていますが、もし何かご意見あれば。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 市民の皆さんには一応ステー

ションには朝の８時半までには出してくれという

お願いをしているところであります。その中で今

までは朝一で持っていってくれたのが、午後にな

ってしまったとかと、いろいろな苦情がございま

す。ただ、時間的にちょっと指定、このステーシ

ョンは何時ごろだよという特定というのは、その

とき、そのときの交通量もありますので、非常に

難しい。市民の皆さんにはお手数ですけれども、

少なくても８時半までには出してくださいという

ような形でお願いをしているところであります。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それは当然だと思うんですけれども、

やはり習慣になっているものが変わると、あれっ

と思うわけですよね。その辺はちょっと考えてい

ただけたらよかったんじゃないかなと。今後あっ

た場合にぜひちょっと考えていただきたいなと思

います。 

  次の173ページの指定ごみ袋の件なんですが、

先ほど前年度5,047万1,662円だったものが7,181

万1,872円と、約2,000万ふえて、原料代がふえた

という話なんですが、その際に、今のごみ袋を利

用していて、非常にいいものを使っていますんで、

ちょっと多目に入れても切れないんですよね。あ

りがたいんですけれどもね。その辺の、じゃ原材

料は2,000万もアップしてしまうんであれば、も

うちょっと安いものにしようかというような検討

はされなかったんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 このうちのほうの落札した業

者さんのごみ袋は香川県のほうでつくっているん

ですけれども、香川県へ毎年行って、先ほど委員

おっしゃるように、すぐ切れないかとか耐久率な

んかをチェックしているわけなんですが、このご

み袋の原料、石油製品なんですけれども、かなり

原材料が変動しておりまして、かなり業者さんも

苦労しているところでありますが、当然25年に比

べて26年度は高騰したということで、設計するに

当たって、その辺を考慮して設計を組んだという

ところがあります。品質的には当然毎年厳しいチ

ェックをして、破れないようにという形でチェッ

クはしておりますが、どうしても原材料費が高く

なると設計額も高くせざるを得ないというところ

がありまして、品質的にはおっしゃるように、決

して破れない丈夫なものというのはチェックは行

っておりますが、金額的にはそういった意味でち

ょっと2,000万ほど上がってしまったという傾向

がありますので、来年はまた下がるか上がるか、

そのときの委託したときの原材料費がかかるとい

うか総額というのがあります。それで左右される

のかなというふうな気がしております。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 その点はわかりました。 

  那須塩原市で使っている指定ごみ袋というのは

ああいう持ち運びしやすいように取っ手がついて

いるわけですね。他市ではああいったものがつい

てないようなものがあるわけですね。あれらにつ

いての市民からの声なんかはあるんでしょうか。

利用しやすい、しにくいとかという声というのは

あるんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  補佐。 

○河合環境対策課長補佐 端でうちのほうはやわら

かくて伸びるような特質を持ったものなんですけ

れども、そういったものが今なれていまして、近
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隣の他市、大田原市さんなんかだとかたいもの、

かなり丈夫なんですけれども、１回１カ所穴があ

くとぱっくり割れてしまう、そういう特質を持っ

たごみ袋ということで、どちらがいいかというと、

ちょっとアンケート等をとりますと、やっぱり今

のものがいいというような意見が多いということ

です。 

○吉成委員 はい、了解しました。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 167ページの４款衛生費で１点

だけですけれども、クリーンセンターの放射線量

の測定業務などをやっているんですが、敷地内の

今の状態、放射線量と、それから、フレコンバッ

グが今持っていくところがないので置いてあるん

ですけれども、あれが今度だんだん下がっていっ

たら最終処分場に持っていけたりしているんです

けれども、最大に対して、今例えば去年は何体ぐ

らい持っていったかと、そういうフレコンバッグ

の今までの推移と去年はどれぐらいになっていた

かあたりを教えてください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  所長。 

○月井那須塩原クリーンセンター所長 まず、クリ

ーンセンターの放射線の量ということなんですが、

現在はかっておりますのが週１回ということでは

かってございます。そちらにつきましては、やは

り下がってはきておりまして、現在ですと0.2ぐ

らいまでは下がってきているという状況になって

ございます。 

  それと、指定廃棄物の保管なんですが、

8,000Bqを超えたもの、指定廃棄物ということで

クリーンセンターの敷地内に保管している状況で

ございますが、こちらにつきましては発生したと

きに測定をしまして、8,000を超えたので保管し

ているということなんですが、それを再度はかり

直しというのはまだしておりませんので、実際現

在のものが8,000下がっているものがあるかとど

うかというのはちょっとわからない状況で、その

まま保管をしているという状況になってございま

す。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 ということは、今のところは累

積しているだけで減っているということはないと。

先ほどの説明だと8,000Bqはもうかなり下回って

いるんで、じゃ、最後に、昨年度はふえてないと

いうことの理解でよろしいでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  所長。 

○月井那須塩原クリーンセンター所長 うちのほう

から出た焼却灰につきましては、平成25年の８月

から8,000Bqを下回っておりまして、結果、昨年

度26年度もずっと8,000Bqを超えたものはありま

せんので、昨年度市の施設から出た焼却灰でふえ

たものはないということになってございます。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 ちょっと確認ですけれども、そ

うするとセシウムの134なら低いほうは減線して

いるんですかね。減線していますよね。8,000Bq

が下がったかどうかは測定してないというんです

けれども、国の方針もあると思うんですけれども、

フレコンバッグの中で8,000を下回ったようなこ

とは判断できるとか、またはそうなった場合は、

何かそこから最終処分場へ持っていけるとか、そ

ういう流れというか、考え方は今現在どういうふ

うになっていますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 今、クリーンセンターのほう

で2,600ほどフレコンバッグが保管されています。
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これは国の指定を受けた、その後指定廃棄物、環

境省のほうからなので、仮に直近のものでもう一

回はかり直すと8,000以下のものがもしかしたら

あるかもしれないんですが、ただ、今の段階では

環境省のほうから指定を受けてこの保管をしなさ

いということなんで、仮に市のほうで独自にはか

って8,000を超えたとしても、それを最終処分場

に持っていくということはできないです。今はも

うそのものは国の指定廃棄物という形で管理が国

の管理になっていますので、あくまでも指定廃棄

物は国が管理すべきもので、私ども市は場所を貸

して、フレコンバッグをかわりに買って保管して

いくだけになりますので、実質的な責任者は環境

省のほうになりますので、仮に低くなったとして

も、それは勝手には最終処分場のほうには持ち込

めないという形になります。今後当分は結論は今

の最終処分の話は出ないでしょうから、当分時間

がたつにつれて当然8,000を下回るものが出てく

る可能性はありますけれども、それらについては

国の考えがどうかというところで、今のところは

私どもは以前のフレコンをきちっと安全に保管す

るというところが市の任務かなというふうに考え

ております。 

○鈴木（伸）委員 了解です。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 171ページ、補助金で生ごみ処

理用費及び機械式生ごみ処理機械設置費というこ

とですけれども、このコンポストと機械式処理機

の普及というか、前年度とか比較してふえてきて

いるのか。傾向としてどうなのかという部分をま

ず聞きたい。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 まず、補助金の交付の実績で

ありますが、年々ふえております。昨年補助金の

上限額が４万に設定いたしました。そういうのも

あってふえてはきております。実績については25

年度がコンポストについては48台、機械式のが16

台でありました。26年度については……失礼いた

しました、補助金を上げたのはすみません、27年

４月１日からになります。ことしから。今現在で

言いますと、26年の実績で言いますと、補助金の

交付実績は26年で15件、機械式のほうがですね。

すみません。生ごみのコンポストのほうが22件で

ありましたが、今現在ことしの８月現在のデータ

で言いますと、既に機械式が12件ほど申請が来て

おりますので、通年ベースで言うと倍ぐらいにな

るのかなという感じはしております。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 あわせてその補助率はどういう

割合になる。 

○山田環境対策課長 補助率は購入額の…… 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 購入額の50％。 

○鈴木（紀）委員 両方とも。 

○山田環境対策課長 はい。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 この生ごみ処理機の導入という

のはあくまでも生ごみをごみ袋として出すのを少

しでも少なくしようということが前提だと思うん

ですね。このコンポストと機械式処理機のほかに

もう一つ僕はあるのかなと。もっとあるかもしれ

ないんですが、というのは、直径が30cmぐらいで、

高さが50㎝ぐらいの容器、その中に、下に蛇口が

ついていると思うんだけれども、ぼかしというの

かな。 

〔「ＥＭ菌」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員 ＥＭ菌。生ごみを入れてＥＭ菌
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を入れることによって、大体１カ月かそこらにな

ると思うんだけれども、当然液体が出てくると。

水分が入っている。それは当然液肥として使える。

上のほうのかすという言い方はないんだけれども、

水分がとれた部分は肥料として家庭の中で使える

と。そういったものも、容器、名称はちょっとわ

からないんだけれども、そういったものもあるん

だけれども、要はその生ごみ処理を少しでも減ら

すという前提であれば、それなんかについても補

助金の対象になるのかどうかという。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 今、委員おっしゃった型につ

いても一応コンポストとしての補助金の対象にな

ってございます。 

○鈴木（紀）委員 はい、わかりました。 

○櫻田委員長 ほかに質疑、ご意見…… 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 もう一つ。173ページのごみ袋

製造というか、ごみ袋の中身について先ほど鈴木

委員のほうに話があったかどうかちょっとわから

ないんだけれども、ごみ袋の要は中身、生ごみの

中身についてはやはり一番多いのは、僕ら聞いて

いるのはやっぱり雑紙とか新聞紙が多いと。そう

いう中でそれを少しでも少なくしようとするよう

な対策というか、そういうのは講じているのかど

うなのかもお聞かせ願いたい。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 おっしゃるように、今の燃え

るごみの中で一番組成として多いのが生ごみです。

生ごみが４割ほどですね。そのほかその次に多い

のが分別漏れ、プラスチックのごみとか紙が入り

まじったのが30％ぐらいで、その対策というか、

事業としてはその中のごみ、いわゆるお菓子の包

装紙とか細かい箱とか、そういうのを集めてもら

って、それもリサイクルしようという、いわゆる

雑紙と言っている新聞と雑誌以外の全ての紙なん

です。それを一緒くたに集めて、それを回収して

再生しようというところを今やっていまして、な

かなか普及、やっていただく方は少ないんですが、

それの方策として、今袋を最後にちょっとお見せ

したいと思うんですけれども、それを各１戸ずつ

配布して、そこにごみを入れて出していただくと

いうような、ちょっとそういう事業をやろうかな

と考えています。 

○櫻田委員長 鈴木委員。 

○鈴木（紀）委員 現状では新聞、きょうは水曜日

かな、きょうは雑紙と雑誌。来週については新聞

紙。段ボールも含めて。それ以外のものというふ

うに今聞こえたんですが。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 すみません、説明が悪かった

です。まず、新聞、雑誌、段ボールはまとめて出

していただく。チラシも新聞に入れますけれども、

それ以外の紙が雑紙です。それを今袋に入れて出

していただいていますけれども…… 

○鈴木（紀）委員 紙袋。 

○山田環境対策課長 はい、紙袋に入れていますけ

れども、その中に、鈴木委員おっしゃるように、

今燃えるごみとして出される中に小さいメモ用紙

とか紙とかお菓子の包装紙とか容器とか、そうい

ういろいろな細かいごみが燃えるごみとして出さ

れている現状がありますので、それを回収してリ

サイクルに回そうというところが雑紙の趣旨なん

ですが、これがまだ多くの方に浸透してないとこ

ろがありますので、その辺をちょっと改めて認識

していただくためにということで、ちょっと今考

えているのがあるわけです。 
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○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 要は雑紙を一つの袋に入れてと

いう形でいいんでしょう。 

○山田環境対策課長 はい。 

○鈴木（紀）委員 それで新しく考えているものは

あるんですか。 

○山田環境対策課長 それ以外ということですか。 

○鈴木（紀）委員 いや、その雑紙に特化して何か

出してくださいというようなものを考えているん

ですか。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員に申し上げます。規定の

範囲を超えていますので、できればその他でお願

いします。 

○鈴木（紀）委員 じゃ、その他で。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 すみません、それでは、まず41ペ

ージの歳入の部分ですが、資源ごみの売却金額が

紙ごみと鉄くず合わせて8,544万ということなん

ですが、これは細かい値段はいいんですけれども、

何対何の割合なんかぐらいでも教えていただくこ

とができますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  所長。 

○月井那須塩原クリーンセンター所長 この資源物

の売却金額の中で言いますと、8,500万のうち紙

類だけで約3,200万ほどになってございます。残

りが金属類の金額になっているということでござ

います。 

○齊藤副委員長 ありがとうございます。 

○櫻田委員長 副委員長。 

○齊藤副委員長 すみません、じゃ、この先はその

他で言います。 

  次、173ページの先ほどから皆さん言っている

んですが、ごみ袋の製造管理ということなんです

けれども、これの発注枚数と、その送り出してい

る枚数等々がわかれば、26年の実績で教えていた

だきたいと思います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 26年の実績で言いますと、大

中小いろいろ種類がございますが、全部合わせて

枚数としては、種類ごとで一番多いのは可燃物の

袋の一番大きいもの、これが約262万5,000枚ほど。 

○齊藤副委員長 262万5,000枚。 

○山田環境対策課長 はい。その他、不燃物も全部

合わせまして約500万枚ほどになります。 

○齊藤副委員長 そうすると、全部で760ですか、

それともそれも合わせて500万枚。 

○山田環境対策課長 それを合わせて、全部合わせ

ますと約500枚ほどでございます。 

○櫻田委員長 副委員長。 

○齊藤副委員長 ありがとうございます。その下の

段階のちょっと教えてほしいんです。指定ごみ袋

取扱店業務の内容がちょっとわからないんで教え

ていただきたいんですが。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  補佐。 

○河合環境対策課長補佐 指定ごみ袋取扱店につい

ては、市のほうでつくったこのごみ袋を市民お皆

さんの求めにも応じて、手数料をいただいて交付

をするという、そういうことをお願いしています

ので、ごみ袋を交付していただいたら、１枚につ

き消費税を入れて4.32円、税抜けば１枚当たり４

円の手数料をお支払いしまして、交付をしてもら

うという内容でございます。 

○櫻田委員長 副委員長。 

○齊藤副委員長 それじゃ、すみません、ありがと

うございました。4.32円ということで。 

  それから、あと２つほどあります。今度は174
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ページの旧黒磯清掃センター、こちらのほうの管

理運営事業ということなんですが、こちらの清掃

センターは将来解体をしていくということでの事

業が進んでいくわけなんですけれども、26年度実

績の段階ではどのような状況になっているのかお

伺いいたします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 旧清掃センターの扱いについ

ては、既に旧西那須野については解体は終了とい

うことです。現在黒磯にある清掃センターと旧塩

原にある清掃センター、これ現在は道路課の特別

な車両置き場あるいは資材置き場として利用して

いるところであります。スペース的にかなり広い

ところがありますので、それに利用させていただ

いているところでありますが、ただ、長期的に言

いますと、この２つも将来的には解体という方向

でやりたいと思っていますが、次期総合計画の中

で２つのうち１つは解体というところでやってい

きたいなというふうに思っております。現状とし

てはちょっと倉庫がわりに利用しているところです。 

○櫻田委員長 副委員長。 

○齊藤副委員長 はい、了解いたしました。 

  基金のほうはどこら辺まで、壊す前提で。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 西那須野は基金があったんで

すが、黒磯と塩原については基金はやっておりま

せん。積み立てておりませんのでゼロです。です

ので、具体的には手順としては解体の補助金をも

らってやるという手順になりますが、ただ、解体

のみの補助金というのはなかなか難しくて、解体

して、その跡地利用を何かするというようなひっ

くるめた形の補助金が結構環境省にあるんですけ

れども、その辺も含めてちょっと今いろいろ検討

しているところであります。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 認定第１号については、原案のとお

り認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 その他に入ります。 

  執行部から何かございませんか。 

  課長。 

○山田環境対策課長 （台風１８号の災害廃棄物の

処理状況について） 

○櫻田委員長 そのほか執行部のほうから何かござ

いませんか。 

〔発言する人なし〕 
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○櫻田委員長 それでは、委員の皆さんから何かご

ざいますか。 

  山本委員。 

○山本委員 今の袋の話なんですが、我が家は２人

しかいなくても２週間でそれが３つぐらいたまり

ます。もっと大きい紙袋なんですが、全部ともか

く紙、紙、紙と入れてやっているんですが、実は

ごみ減量何とか委員さんがいますよね。その人た

ちが余りそういうことを知らないような気がしま

す。知らないんですよ。だって出てないから。そ

の袋で出している人は本当に少ないので、もう少

しごみの紙を燃やさなくていいということをどう

いう方法でもいいので、特集でも「広報なすしお

ばら」でも減量委員さんもお金もらっているわけ

ですし、その啓発をしてほしいです。じゃないと

２人暮らしでも３つぐらい出るわけですから、分

けるとすごく出ます。生ごみ減りますので、ぜひ

やっていただきたいというふうに希望します。 

  以上です。 

○櫻田委員長 答弁はいいですよね。 

○山本委員 答弁はいいです。 

○櫻田委員長 副委員長。 

○齊藤副委員長 （資源ごみの売却とゴミステーシ

ョンからの資源ごみの奪い去りについて） 

○櫻田委員長 そのほか委員の方から何かあります

か。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 （旧黒磯清掃センターの跡地利用に

係る情報について） 

  それでは、ないようですので、環境対策課の審

査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  それでは、ここで執行部入れかえのため暫時休

憩といたしますが、昼食のため１時より会議を行

います。委員の皆さんにつきましては、１時より

会議を行いますので、どうかよろしくお願いした

いと思います。 

 

休憩 午前１１時５５分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○櫻田委員長 それでは、すみません、若干早いん

ですが、みんなそろいましたので、休憩前に続き

会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生活課の審査 

○櫻田委員長 それでは、生活課の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６４号の説明、質疑、討論、採決 

○櫻田委員長 今回、生活課関係の付託案件はござ

いませんので、これより予算常任委員会第（第三

分科会）に切りかえて審査をいたします。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いします。 

  課長。 

○鹿野生活課長 （議案第64号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  君島一郎委員。 

○君島委員 これは定住自立圏の那須地域定住自立

圏の中から実施するということなんですけれども、

これはほかの市町からの負担金というのは入って

こないんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 
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  課長。 

○鹿野生活課長 負担金ですけれども、本来今、君

島委員の言われましたように、各市町から負担金

をいただくところですけれども、その負担金を決

定するための懇談会が第１回目が８月31日に、

先々週ぐらいになりますか、開かれたというふう

に伺っておりますけれども、それが開けておりま

せんで、おくれているというんですか、そういう

ことで負担金が決められない状況でありました。

ですので、今年度この583万2,000円に対する負担

金というのは発生しないといいますか、決められ

なかったんで、全額那須塩原市の負担ということ

で進めております。これは企画、それから部長以

下で検討もさせていただきましたけれども、全額

うちのほうで負担しても十分にメリットのある事

業ということで考えましたものですから、今年度

についてはそういったおくれている事情もあって、

全額市のほうで負担するということであっても実

施したいということで計上させていただきました。 

  以上です。 

○君島委員 いいです。 

○櫻田委員長 ほかに質疑、ご意見等はございませ

んか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第64号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  続きまして、決算審査特別委員会（第三分科

会）へ切りかえて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、採決 

○櫻田委員長 認定第１号 平成26年那須塩原市一

般会計歳入歳出決算認定についてを議題といたし

ます。 

  執行部から説明を簡潔にお願いいたします。 

  課長。 

○鹿野生活課長 （認定第1号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  委員の方、何かございませんか。 

  君島一郎委員。 

○君島委員 それでは、すみません、77ページの生

活バス路線維持費でお伺いしたいんですが、補助

金につきまして、那須塩原市バス運行対策費、こ

れはほかの市町にわたっているものについては国

費という形のお話であったんですけれども、歳入

において国費が入ってくる歳入の説明がなかった

んですが、どういう形で国費は入ってくるんです

か。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鹿野生活課長 大変失礼しました。説明がうまく
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なかったかもしれませんけれども、各事業所への

国・県からの補助対象になる路線と県の対象にし

かならない路線というのがありまして、国から市

に歳入として補助金が来るものではなくて、国・

県、その補助対象に協調して市も補助金を出すも

のということで説明をしたつもりだったんですけ

れども、大変失礼しました。そのように伝わらな

かったようでして、歳入のほうで説明をさせてい

ただきました300万円の県からの補助金につきま

しては、市のゆーバスに対する補助金として県か

らいただいているものが300万ということになり

ます。失礼しました。よろしくお願いします。 

○櫻田委員長 君島一郎委員。 

○君島委員 もう一点なんですが、他市町にわたっ

ているものにつきましては、他の市町においても

同じような形で補助金を出しているのかどうかち

ょっとお伺いしたいんですが。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鹿野生活課長 おっしゃるとおりでして、路線の

延長の割合に応じて各市町で補助金を出している

という形というふうに聞いております。 

○櫻田委員長 君島一郎委員。 

○君島委員 それでは、もう一点最後に208ページ

の消費生活センター管理運営事業につきましてお

聞きしたいんですが、この報酬で相談員の報酬５

名分ということですが、この報酬の算出だけ教え

ていただきたいんですが、例えば年額とか月額と

か１日幾らとかというものの算出を教えてくださ

い。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鹿野生活課長 算出方法ですけれども、５名の相

談員がいらっしゃいまして、月額報酬として16日

間出勤していただいている方が、月の報酬として

16万2,000円、日額の相談員として来ていただい

ている方が10日間の出勤をしていたいだいていま

して、月８万1,000円になっています。内訳は月

額の報酬で16万2,000円で来ていただいている方

が２名、月額８万1,000円で来ていただいている

方が３名で、合計５名いらっしゃいます。 

  以上です。 

○君島委員 わかりました。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは、75ページの交通安全対策の

中の交通安全教室の件なんですが、交通事故で亡

くなる方の多くがお年寄りなわけですよね、高齢

者ということで。ここの高齢者の対象となる教室

ということで、37回ほど開催されているというデ

ータが示されていますが、前年度のデータを見る

と、前年度から大きく回数としては減っているわ

けですね。その理由というのをお聞かせ願いたい

と思います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鹿野生活課長 37回といいますのは、公民館の高

齢者学級、こういったものを中心に開催をしてい

るわけですけれども、前年度につきましてはデ

イ・サービス、そういったものにも出向いて繰り

返し何度も、同じところに１回だけではなくて、

何度も行っているということで、回数が175回と

いうことで、大きく数字が上がっているわけです

けれども、26年度についてはデイ・サービスは、

ちょっと正確な数字ではないんですけれども、か

なり少なくて、公民館の高齢者学級を中心に行っ

たということで回数が減っているということです。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 175回と37回の回数の差というのは今

の説明でわかったんですが、結局これは警察のほ
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うからも、我々議会もやっぱり高齢者の交通事故

死が多いということで、以前に実際に講義という

か、そういったのを受けた経緯もあるんですね。

そういうのもあるんで、175回という25年度はそ

ういったところに力を入れてデイ・サービス等に

も出向いてやったんだと思うんですね。減らそう

ということで。それが今回の決算のこの結果でい

くと37回ということは対応としてちょっとどうな

のかなという気がしたんですが、そこはどういう

ふうにお考えになりますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鹿野生活課長 先ほど委員おっしゃられましたよ

うに、25年度については一通りデイ・サービスも

含めて１回以上は歩くというようなスタンスで数

が多くなったと思うんですけれども、26年度につ

いても同じように当然啓発はしていかなければな

らないことには変わりありませんので、そういう

つもりで実施をしていきたいというふうにはもち

ろん考えているところなんですけれども、高齢者

側としての要望ですとか、あとはそのほかに生き

がいサロンですとか、そういったところへも出向

いて実施しているわけなんですけれども、一通り

25年度に最低１回は歩いたということもあって、

その公民館でいう高齢者学級ですとか、そちらの

希望であったり、都合であったり、そういったも

のを含めて考えて37回ということで、回数はかな

り減ってしまっていますけれども、やってないと

いうことではなくて、そういった希望にも合わせ

て、相手の時間帯もありまして、そういったこと

もあわせて開催した結果が37回ということだと思

いますので、決してやってないということではな

くて、今年度も同じような、27年度も同じような

数字になろうかと思いますけれども、継続して実

施はしていきたいというふうに考えているところ

です。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、その点は了解しました。 

  じゃ、続いて、77ページの生活バス路線維持費、

質疑でも出ていましたけれども、この点でゆーバ

スであったり、予約ワゴンバスに関しては、当然

市が主体でやっているということですので、利用

者数というのが載っています。ただ、この生活バ

ス路線に関してはどうしても主体が違いますので、

利用者数というのが載ってないんですね。ただ、

多額なやはり補助が出ていますので、利用者数が

わかればお示し願えればと思うんです。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

  暫時休憩しますか。課長、慌てずちょっと見つ

けてください。 

○鹿野生活課長 失礼しました。 

 

休憩 午後 １時３２分 

 

再開 午後 １時３４分 

 

○櫻田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  課長。 

○鹿野生活課長 大変失礼しました。 

  利用人数ですね、申し上げます。 

  上から、那須塩原駅と書いてある、那須塩原駅

黒磯営業所、板室温泉というのが１万2,322人、

続きまして、黒磯営業所、穴沢・板室というもの

が５万4,870人、３段目、那須塩原駅黒磯営業所、

那須湯本出張所というものは３万5,781人、次が

馬頭車庫、なかがわ水遊園、西那須野駅東口です

ね、これが６万2,733人、最後、一番下のものが

黒磯営業所、広谷地、那須湯元というやつですか
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ね、５万5,831人ですかね。 

  もう一つのＪＲバス関東のほうの輸送人員です

から、西那須野駅、関谷宿、塩原温泉というやつ

が５万5,605人。 

  以上になります。大変失礼しました。よろしく

お願いします。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これは教えていただきたいんですが、

前決算からいくと２路線、那須塩原から板室温泉、

それから馬頭から西那須野駅東口、これが新たに

平成26年度は路線としてふえているわけですよね。

ふえた理由についてお聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鹿野生活課長 平均乗車密度というのがありまし

て、それが数字でいうと、特に国庫補助に該当す

るか、ならないかということで、２人以上になり

ますと国庫補助の該当になりまして、その新しい

２路線が26年度については該当になったというこ

とで、追加になったものです。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 すみません、乗車密度というのがよく

わかんないんですが、乗車密度というのはどうい

う、人口密度というのはわかるんですけれども、

乗車密度というのはどういうことを言われるんで

しょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鹿野生活課長 同じ系統のバスの中で、バス１便

当たりに平均の利用者数で始点から終点までの平

均して常時バスに乗っている人のことということ

で、ちょっとこの説明で私もわからないところが

あるんですけれども、始点から終点までの人数を、

おりたり乗ったりというのは当然あると思うんで

すけれども、それをプラス・マイナスして平均し

て乗っている数字を出す、それを乗車密度という

ふうに言うようでして、それが２人以上というこ

とだそうです。乗り換えとかそういうのもあるん

だと思うんですけれども、すみません、上手な説

明じゃないんですけれども、そんな形のものを乗

車密度と。 

○櫻田委員長 課長、その乗車密度というのは、調

べて各委員のレターケースに、詳しく書いて、そ

れで先ほどのこのやつも聞き取りがうまくできな

かったと思うんで、それも交えてレターケースの

中に入れておいてください。 

○鹿野生活課長 わかりました。では、そのように

させていただきます。 

○櫻田委員長 委員、大丈夫ですかね、それで。 

○吉成委員 はい。お願いします。ありがとうござ

います。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 208ページ、消費生活相談員報

酬というところで、さっき君島委員のほうからの

答弁にありましたけれども、算出方法が月額16日

で２名、１名が16万2,000円、日額のほうが10日

で月８万1,000円、これ月額16日平均にすると１

日当たり１万円ぐらいなのかな。日額のほうが8,

100円というような形になるんだけれども、ここ

ら辺の算出はどういうふうな形でこういうふうに

分けてあるのか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  所長。 

○菊地消費生活センター所長 月額相談員と日額相

談員の報酬なんですけれども、相談員の報酬につ

きましては、非常勤特別職の報酬で、市のほうで

決めがありまして、その中で月額相談員の報酬を

16万2,000円としております。日額相談員につき
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ましては、月10日勤務なんですけれども、日額

8,100円ということで、10日勤務で８万1,000円と

いうふうなことでの決めでやっております。他市

町の相談員の報酬とかも加味しまして、那須塩原

市の非常勤特別職で相談員報酬としてこの金額と

いうことで決めております。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 今言ったように、10日で割ると

１日8,100円ということでしょう。それで片方は

１万6,000円、それは非常勤ということで。これ日

額のほうを今後上げていくとかどうこうというの

は検討はしない、そこら辺のところは。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  部長。 

○渡邊生活環境部長 非常勤特別職員の扱いについ

ては、今回、当部、生活環境部１つということで

はなくて、全庁域の中で見直したという、そうい

う流れになります。その前段として、いわゆるこ

の生活相談員自体が非常勤特別職員という、その

割り当ての中に位置づけしておりますので、見直

しするときには全体を見直しして、その中で見直

すということで、いわゆる     の  とい

うか、そういう考えでいきたいと思いますので、

そのようにご理解いただきたいんですが。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については原案のとおり認定すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 認定第１号については、原案のとお

り認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 その他に入ります。 

  執行部から何かございませんか。 

  課長。 

○鹿野生活課長 （台風18号による被害状況につい

て） 

○櫻田委員長 それでは、委員の皆様から何かござ

いませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 （放射能対策特別委員会の資料につい

て） 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鹿野生活課長 その予定でおります。 

○吉成委員 了解です。 

○櫻田委員長 それでは、最後になりますが、部長

から何かございますか。 

  部長。 

○渡邊生活環境部長 （挨拶。） 

○櫻田委員長 よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、そのほかないようですので、生活課

の審査を終了いたします。 
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  それでは、お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたしま

すが、ここで10分間の休憩をとらせていただきます。 

  会議は１時55分より再開をしたいと思いますの

で、どうかよろしくお願いしたいと思います。 

 

休憩 午後 １時４５分 

 

再開 午後 １時５５分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎産業観光部の審査 

○櫻田委員長 初めに、藤田産業観光部長からご挨

拶をいただきたいと思います。 

○藤田産業観光部長 （挨拶。） 

○櫻田委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農務畜産課の審査 

○櫻田委員長 それでは、農務畜産課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６４号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 今回、農務畜産課関係の付託案件は

ございませんので、これより予算常任委員会（第

三分科会）に切りかえて審査をいたします。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 （議案第64号について説

明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  吉成委員。 

○吉成委員 では、８ページの今の中の農業経営基

盤強化促進対策事業ということで、今回この水田

経営とちぎモデル条件整備事業費1,100何がしが

予算計上されて、今の説明でいくと、４つの、こ

れは団体に対する補助整備事業だと思うんですね。

その団体組織についてちょっとお伺いをしたいと

思うんですが、具体的にはどういった団体、例え

ば農業生産法人であったり組合であったり、そう

いったところが対象になると思うんですが、それ

をまずお聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 まず対象でございます。委員

おっしゃられる、個人は対象になりません。対象

となるのが農業生産組織、それと農業生産法人、

それと農業協同組合等というような集団が対象に

なってございます。 

  ただいま私のほうで説明させていただいた４組

織の中で、生産組織につきましてが３組織、１法

人になります、１農業法人ですね。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それと、採択要件の一つの中には、そ

の団体の有する耕作面積が20ha以上とか、そうい

った条件等々あるわけですよね。今回はどのぐら

いの耕作面積を有している団体が対象として、こ

の４団体では、ざっくりいえば、４団体合わせる

と何とかhaですという、どのぐらいの規模になる
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んでしょうか。合わせなくても結構です。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 採択要件である面積のお話で

ございます。 

  今回要件としてなっているのが委員おっしゃる

ように水田面積の合計が20haということでござい

ます。団体で全部合わせまして155、上が48、下

が30というような面積の取り組み状況でございま

す。細かく言ったほうがいいですか。 

○吉成委員 いいです、それで。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 実際に購入されるものについてはどん

なものを購入されるんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 まず１点が乾燥機、米の乾燥

機械施設等、こちら。それとこの対象作物という

ことで大豆もなってございますので、大豆の色彩

選別ということで、要は等級が色がついたことに

よって落ちるということなんで、それを選別する

機械ですね、これを入れています。それと、米用

のもみすり機でございます。それと耕地をうなう

プラウ関係、それと作物を管理する乗用の管理機、

こういったものを導入しているという言ことでご

ざいます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 わかりました。 

  これ当初予算の中でいくと、この事業に関して

は、当然新規ということではないわけですね。そ

うすると、当初予算のくくりだと、これはどこで

当初予算では実際には計上されていたんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 こちらは当初予算ということ

ではなくて、今回補正が初めてというケースでご

ざいます。これは県の事業の採択関係がございま

して、県のほうで第１期の募集が７月ということ

で、私どものほうで当初予算編成後、３月、４月

にかけ募集をかけまして、その後で県のほうにお

つなぎして、県のほうの内示をいただいた。今回、

県のほうの予算づけもされたということで、９月

のほうに予算計上させていただいたというような

経過です。 

○吉成委員 わかりました。 

○櫻田委員長 ほかに質疑、ご意見等はございませ

んか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 これは、交付金、補助金という

言葉になっていますけれども、これは今言ったよ

うな機械器具を買うと、例えば何割ぐらいの額を

補助していることになりますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 補助率でございますけれども、

機械と施設によって違います。施設についてが10

分の４以内と、機械につきましては３分の１以内

ということでございますので、事業主体によって

は補助率が若干下がってまいるかと思います。 

○櫻田委員長 ほかに質疑、ご意見等はございませ

んか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した
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いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第64号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○櫻田委員長 続きまして、決算審査特別委員会

（第三分科会）へ切りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から説明を簡潔にお願いします。また、行

数が多いときには、５行以上ありましたら、上から

何行目とか下から何行目といって説明をしてもらえ

れば幸いだと思います。よろしくお願いいたします。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 （認定第1号について説

明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  山本委員。 

○山本委員 初めての委員会で、ちょっと早口だっ

たのでよくわからないところがたくさんあったん

ですけれども。 

  すみません、186ページの畜産担い手育成総合

整備事業、繰越明許もあるんですけれども、とて

も細かいことなんですが、ここの中で20事業は事

業をやっているようには見えないんですね、ここ

に書いてあるものだと。53万7,495円というのは

事業をやったものは一つもないのに、消耗品費だ

けが30万入っているんですが、これというのはど

うしてこういうふうになるんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 先ほど国の予算の関係で前倒

しとさせていただいた中で、本来であれば26年度

に事業をやる部分がこのページの下段のほうに、

20事業、25年度に繰り越しによるというのがある

かと思うんですけれども、こちらのほうに前倒し

で事業だけいってしまいました。本来であればセ

ットのものでございます。 

  この畜産担い手というのは、計画をまず事業者

等から受けまして、県のほうと計画の整合性につ

いて煮詰めるというんですか、それが翌年度にな

りまして、事業実施が次の年になっていて、３カ

年の長いスパンにわたってやっているものでござ

います。26年度につきましては、本来である25年

度の繰越金がここの決算に返ってくるわけでござ

いましたけれども、国のほうで若干予算の枠があ

るということで、那須塩原市25年度の事業でやら

ないかということで、25年度に取り込んだんです

けれども、結果的には繰り越しをさせていただい

たということで、言い方がちょっと乱暴なんです

けれども、繰り越しと合わせた形となったので、

事業が行われたというふうな理解をしていただけ

れば幸いかと思います。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 一緒、セットなんだなということはわ

かりました。 

  それで、すみません。わかっていらっしゃる方、

たくさんいるかもしれないんですが、この畜産担
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い手育成総合整備事業のその事業主体が県の農業

振興公社で、事業参加者が２名と書いてあるんで

すが、これは那須塩原市の中で２人の人に対して

この補助金が行ったというふうなことなんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 一応、最初計画では15名があ

ったという中で、最終的に25年度の取り組みの中

では２名ということですね。最初に３カ年の計画

をというようなお話をさせていただいて、その中

で15名。これを年度割に振っていった中で、25年

度の取り組みが結果的に２名になったということ

になります。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、こういう年を何年かでわ

たってやるものは、最終的には15人の人が補助金

をもらうことになるんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 結果的にはそういうことでご

ざいます。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 すみません、これは、最終的には終わ

るのはいつになるんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 一応26年度でワンスパンが終

わったわけですが、計画が終わったと。これから

27以降についてはまた練り直して計画に上げてい

くというような形になるかと思います。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、こういう補助金の事業は

何か名前が変わってどんどん進んでいくというふ

うに考えるわけですか。 

〔発言する人あり〕 

○櫻田委員長 よろしいですか。 

  山本委員。 

○山本委員 そこは、じゃ、そういう理解をします。 

  次のページの堆肥センターのところなんですが、

188ページの委託料の部分で、ちょうど真ん中辺

に、委託料のところに、堆肥等配送運送業務とい

うのと、工事請負費の中に原料投入等ミキサー第

２排出ライン増設工事というのがあるんですけれ

ども、これは何なんでしょうか。配送業務という

のは去年はなかったような気がするんですが、何

かやり方を変えたのか、つまり運送業のどこかに

委託した理由等何かというのと、工事請負費とい

うのは、これは、直しもいっぱいやっているのに

また新しく増設をした理由を聞かせてください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 まずご質問の中の委託料の配

送でございます。 

  これは堆肥センターに運転手というふうな、言

葉的に現業職というような職員がおりまして、そ

の運転手が配送を担っていた。それと臨時職員が

担っていたという中で、その職員を減らすことに

よって、その業務を別会社のほうに委託するとい

うことで、新しく業務が出たものでございます。 

  それと、工事請負費の原材料投入の増設工事か

と思うんですけれども、これにつきましては、投

入するところのラインというんですかね、製造ラ

インを増設させていただいた、そこの工事という

ことでございます。ですから、関連するといえば

関連するんですが、運んでくる人の手当てを直営

から外部に委託したと。それと、そのラインをよ

りこなすために増設した工事が今回増額になった

というものでございます。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、今まで運転手さんを雇っ
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ていたというのは、つまりそこで賃金なりお金が

出ていたものを委託して、この449万640円にした

ほうが安くなったという理解でよろしいですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 そのとおりでございます。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 それと、ここのセンターは二度ぐらい

見に行ったことがあるんですけれども、そのとき、

見たときには余り利用する人が少ないというふう

に、何年前でしたか、忘れたんですけれども、と

いうようなことを言われていたんですが、ライン

を増設したり修繕を1,000万とか800万とかと毎年

やっているということは、ここを利用している人

が、つくったときからどんどんふえてきて、仕事

がいっぱい出たというふうに理解してよろしいん

ですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 そのとおりでございます。 

  この点につきましては、議案質疑の中でうちの

ほうの部長のほうからも答弁をさせていただいて

いたように、現在その稼働率というんですか、そ

の部分については当時より伸びているという状況

でございます。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 これはつくったときに、多分黒磯は自

分の自宅でやっていた、塩原のあの地区の人たち

が入れているんだという説明だった、10年ぐらい

前なんですが。今は、じゃ、これは黒磯とか西那

須もあるのかもしれないんですが、あるいはほか

の地域からも多くの人が入れてきて、40個と言い

ましたね、そういうふうなことでいいですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 そのとおりでございます。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 ここで言っていいのかどうかわかんな

いんですが、不祥事がありましたよね。というよ

うなことを考えて、今言ったような人をかえたり

したということは関係あるんですか。 

○櫻田委員長 山本委員に、決算なんで、それはこ

としだったと思うんで、来年聞いて、その他で聞

いてくれればと思うんで、直接予算に関係ないと

思うんで、よろしくお願いします。 

○山本委員 じゃ、その他で聞きます。わかりまし

た。じゃ、ここは結構でございます。 

○櫻田委員長 続けてお願いします。 

○山本委員 189ページの畜産環境総合整備事業、

50事業というところなんですが、補助金とかとい

うのがよくわからないので聞くんですが、この最

後のところに畜産環境総合整備事業、国・県補助

金分1,227万6,000円というのがあるんですが、こ

ういう補助金というのはどこに対してどういうふ

うに出しているのか説明をお願いしたいんです。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 こちらちょっと複雑であるん

ですけれども、これは事業主体が栃木県農業振興

公社というところがやってございます。前段の負

担金というのは、市がその受益者でございますの

で、その公社に負担金として出しているという支

出の出し方なんです。それと補助金というのは、

国・県である補助金のやつを公社のほうに事業費

として補助金で支出をしていると。 

〔発言する人あり〕 

○印南農務畜産課長 八郎ヶ原の整備の関係で事業

主体は公社がやっている。国・県の補助事業に合

致しているもんですから、補助金自体はその事業

主体である公社のほうにお支払いをしている。な
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おかつ事業主体である市のほうで負担金として公

社のほうに納めていると。 

○櫻田委員長 課長、もう少し精査してきっちり説

明してやってください。堂々めぐりになってしま

いますから。 

  もう一度お願いします。 

○印南農務畜産課長 すみません…… 

〔「課長、何と何に充てた補助金になって

いるとか、ちょっとそういう    

 」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○若目田畜産振興係長 先ほどのことなんですけれ

ども、八郎ヶ原の放牧場の整備ということで、主

に26年度は新しい監視舎、それと草地整備、樹林

地の整備、それと急傾斜地のトラクター整備とい

うことで、それに要する費用ということで、国と

県のほう、市がこういう事業を要望しまして、そ

の要望に対して国と県から補助金をもらいまして、

それを栃木の公社のほうに補助金として払います。

市のほうは負担金としてその分を農業振興公社の

ほうに払うというような仕組みになっています。 

  農業のほうで例えますと、市のほうがその受益

者負担というふうになっておりまして、整備して

もらうかわりに市の負担分として公社のほうに払

うような、そのような仕組みになっております。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 これは、ざっくり言うとここで出てい

るお金は、回り回ってみんな八郎ヶ原の牧場の人

の何かのところに使うという形なんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 総事業費には3,895万1,000円

というふうな事業費がございまして、先ほど言っ

たように国県の補助金が2,227万来ましたよと。

残り不足分がある分について、市のほうで負担金

として払う。その払い先については県の農業振興

公社に払いましたと。ただ、ものをやったものは、

八郎のほうの監視舎、視察のほうで見ていただい

たと思いますが、あの建物と草地と、あと中にト

ラクターで回っているんですけれども、傾斜用の

トラクターという特殊なトラクターなんですけれ

ども、それの整備をしましたよということです。

ですから、形としては市の財産として戻ってくる

ような形になるかと思います。 

○山本委員 これいいです、何か。 

○櫻田委員長 多分、山本委員は理解なかなかしな

いと思うんだよね。これも悪いんですけれども、

建設経済常任委員会のメンバーの８名の中に、図

か何かでわかりやすく、若目田君、説明したやつ

をつくって入れておいてやってくれますか。この

ままいっても多分ちょっとね。 

○山本委員 すみません、私だけがわからないんだ

ったら、聞きに行きますが。 

○櫻田委員長 大丈夫。だから、そういうふうにち

ょっと執行部のほうでご配慮のほどをお願いした

いと思うんですが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 それじゃ、山本委員、続けてやって

ください。 

○山本委員 一旦切ります、ここで。すみません。

いいです。 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 では、180ページの負担金の、先ほど

の補正予算でもちょっと出てきましたけれども、

農業再生協議会運営費ということで200万、毎年

出てきているわけですけれども、これ自体はそれ

ぞれの市町、県があって、その下に市町でつくら

れている協議会。戸別所得補償なんかのときにつ
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くられた団体だったという記憶をしているんです

が、いま一つよくここの活動内容というのが私把

握できないので、そのまず説明をお願いしたいと

思うんですが。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 大ざっぱにいえば、米余りの

中の転作業務が主体というふうなこと、経営所得

等いろんな名前を変えてございますけれども、要

は米をつくらない政策を進める組織ということで

ご理解いただければ。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これは、事務所としては農協が事務所

になっているんですよね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 事務所については農協の建物

を間借りさせていただいております、お借りして

います。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 この組織自体は行政ともちろん入って

いて、農協が入っていて、それから生産者の代表

等も入っているわけですかね。活動として、この

活動というか、実際にはどのぐらいの年を通して

会議等の開催というのはされているんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 活動的には通年、というのは

ですね、間もなく今、農林水産のほうで水稲の作

況というのが出てくるわけだけれども、それによ

って来年の作付面積というのを各都道府県に配布

します。それから今度各集落、個人、各農家さん

のほうに配布している。それを取りまとめて、来

年の４月に、今度は４月から大体９月、現地確認

に行って、現地に果たしてそういった計画どおり

のものがされているかと。それが終わりますと、

10月以降には、今度はお金の支払いということに

なりまして、それが過ぎるとまた国のほうから配

分、通年を通した中での業務になっている。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 あわせて、そこに関係する今度は補助

金、その下にありますね。補助金の部分で1,570

万から支出されていますけれども、それについて

もお伺いいたします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 負担金の中の農業再生協議会

運営補助金というものについては、これは再生協

議会の消耗品とか郵送料とか事務費の、事務費的

なものでございます。ただいまの1,571万7,000円

につきましては、戸別所得の補助金ということで、

国から流れてきたものを再生協議会に流して、再

生協議会から今度は各農家のほうにお支払いする

と、そんなようなたぐいのものでございます。 

○櫻田委員長 部長。 

○藤田産業観光部長 今、課長から説明がありまし

た、まず200万のほうは市単独補助金ということ

です。市がその再生協議するために人件費等々に

ついて、要は補助しているというものでございま

す。 

  1,571万7,000円につきましては、課長からあり

ましたが、要は国からいただいた補助金を市を経

由して再生協に出しているということですので、

俗に言うトンネルだということでございます。こ

れは事業費補助金ということでございます。 

○吉成委員 それが戸別所得でいいわけですね、補

償ということで。 

○藤田産業観光部長 そうです。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 わかりました。 
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  そうすると、再生協議会の運営に関しては市単

独ということですから、相当、市のほうの考えも

そこに反映されているという理解でいいわけです

ね。何かほら、農水省からのような気もしたんで

すが。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 今、補助金が流れているんで、

市の考えが入るのかということでよろしいですか。 

○吉成委員 いや、今の、じゃなくて、協議会のほ

うですよ、協議会。協議会のほうは今、部長の答

弁だと市単独の補助金だということですので、そ

うなると、市の農業政策的な考え方というのを相

当反映されるのかということです。 

○櫻田委員長 部長。 

○藤田産業観光部長 こちらについては、その農業

的な考え方が反映されるというよりも、市から送

り込む職員の数が限られてしまいますんで、それ

以外の部分を臨時でとるとか、そういうところか

ら200万円というのは加味されております。そう

いうご理解でよろしいですかね、いただければと

思います。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、了解です。 

  次に、185ページ、先ほど説明いただいていま

すけれども、この中段の農業経営基盤強化促進対

策事業、30事業ですけれども、この中の補助金の

部分ですが、昨年の大雪で被害を受けて、それに

対する支援ということで152経営体に１億円を超

える補助がなされています。多くはパイプハウス

等々だったとは思いますが。 

  実際に被害を受けて、その後再建して、その被

害前の状況と現在の状況というのはどのように変

わったんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○礒農業振興係長 説明いたします。 

  一応こちら152経営体につきまして補助事業の

ほうでパイプハウス、あと畜産施設等復旧してま

いりまして、とりあえず現状復旧はされたという

ことで、ただ、その生産が具体的に幾ら戻ったか

というところまではすみません、把握してはおり

ませんが、とりあえず現状復旧は果たしたという

ところで考えております。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 その点はわかりました。 

  それから、その下の青年収納給付金、給付事業

の経営開始型ということで、これ2,600万からの

補助がなされています。これは、22経営体という

ことで載っているんですけれども、この事業自体

は、多少はわかるんですが、ちょっと詳しい説明

をいただければなと思うんですね。要は、１つに

は、独立をするためにであったり、それも完全な

新規就農である場合と２代目というか、担い手で

継いでいく、そういった方々ということもあると

思うんですが、その辺をちょっと説明いただけれ

ばと思います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○礒農業振興係長 ご説明いたします。 

  こちら名前のほうは青年給付金と経営開始型と

いう補助金になっておりまして、補助の内容とし

ては100％の補助金でございます。これを国ほう

から県、県から市、市から農業を営んでいる方に

交付するものになります。 

  こちらは支出としましては、農業を始めて間も

ない、経営がまだ安定していない青年等に対して

最大で５年間、年額150万円を給付するという制

度になっております。こちら対象としましては、

一応45歳未満であり、かつ那須塩原市で策定する
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人・農地プランに位置づけられている、将来的に

地域の中心となる農業を営みたいという方が対象

要件になっております。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 実際にこれは結果として出てきている

んでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○礒農業振興係長 お答えいたします。 

  結果としてというか、実際に具体的にもうこう

いった形で那須塩原市のほうで新規に収納を始め

たという人を主体としていまして、それで経営実

態等を判断して、適切であるという人について給

付金のほうを継続的に給付しているところでござ

います。 

  以上です。 

〔「何人、22経営体となっているけれど

も」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○礒農業振興係長 お答えいたします。 

  こちらは実績としまして、12名になります。こ

ちらの22経営体というのは、累積で22人というこ

とになっておりまして、実態としては10人になっ

ております。上半期、下半期で給付する案件と、

あとちょっと説明は難しくなるんですが、実はこ

の給付金なんですが、26年度に給付する案件と国

の緊急経済対策により27年の上半期分を26年度の

下半期に直して給付した案件がありましたところ

で、本来12件となるところが延べで22件というこ

とになっております。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そういうふうな制度になっているんで、

そういうね。当然100％補助ということですんで、

計画を出して、申請を出して計画が通れば、当然

補助対象となってお金としては支給されるという

ことでいいんですよね、理解でね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○礒農業振興係長 そのとおりでございます。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 歳入の説明がなかったんですけれども、

歳入で聞きたいんですけれども、いいですか。 

  決算書の28ページのところなんですが、27ペー

ジの農林水産業使用料の農業施設使用料なので、

ここで聞いていいんだと思うんです、物産センタ

ーとか書いてあるので。ここに収入未済額が150

万8,000円あるんですが、これというのはどうし

て収入が入ってこなかったのか。何の部分に入っ

てきていないのか説明していただきたいと思いま

す。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 こちらの収入未済額でござい

ますけれども、１点がですね、青木ふるさと物産

センターの過年度分の使用料でございます。こち

らにつきましては、額のほうですか。 

○山本委員 はい。 

○印南農務畜産課長 こちらについては額が100万

と。残りがですね、やはり青木ふるさと物産セン

ターの使用料ということで、こちらが入って、こ

の時点では入ったんですけれども、７月に完納と

いうかですね、７月に、100万以外ですね。100万

については、これ21年度からのちょっと滞繰で、

かなり引きずっている    ございます。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 私、その収入未済額については今回は

すごく気になっていろいろしていたんですが、去
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年も100万円があったんですね。それで今21年と

いうと、もう５年以上たっていて、ふるさと物産

センター、青木のところ何でずっと100万円引き

ずっていて、取れる可能性があるんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 こちらの案件につきましては、

あそこで特にパンをやっていたと思います、入ら

れた方がですね、収入が滞ったということで、現

在その経営している方がかわっていまして、現在

他県のほうに行っております。私どものほうの担

当のほうで直接行って納付のお願いをしていると

ころでございますけれども、税調査をちょっとさ

せていただいた中ではなかなか厳しい状況という

中で、その対応に苦慮しているというようなとこ

ろでございます。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 何といっていいのか、今の話を聞いて

いるだけだと、待っていても入らないんじゃない

かなというふうに思うんですが。これ去年もあっ

て、ことしもあって、その前もあって、ずっとあ

るようであれば、この間の何とかじゃないですけ

れども、収税課ではないにしても、こういうもの

はちゃんと不納欠損で上げて処理をしていくべき

じゃないかなと思って質問したんですが。その辺

はずっと引きずるんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 滞納整理マニュアルというも

のが昨年からできておりまして、そちらと照らし

合わせて、今後どうするかということで今内部で

検討させていただいているところでございます。 

○山本委員 了解です。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 同じように決算書の34ページで、

これは右側のページの７の堆肥センターのこの

111万4,830円の未収額についてご説明をください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 こちらなんですけれども、こ

の時点では未済というような形になっておりまし

て、一応、納付約束がございまして、７月、８月

ということで随時入れていくというお約束にはな

ってございます。言い方は失礼なんですけれども、

例年おくれている方、おくれぎみに入ってくる方

ということで、最終的に翌年度には完納になると

いうような形をとらせていただいているもんです

から。私のほうでも催促はしておりますけれども、

若干おくれているというような感じでございます。

よろしいでしょうか。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 そのおくれる原因、または事情

というのは何でしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 経理、個人農家じゃなくて会

社的なものでやっていますので、その経理の支払

いのおくれというようなことでは聞いております。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 では、今までの中で常におくれ

は出ているけれども、完済しているということで

理解してよろしいですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 そのとおりでございます。 

○櫻田委員長 鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 そうしましたら、この市政報告

書の181ページ、上から１項２目の２段目の升の

ところの30事業というのはお聞きしてもよろしい
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ですか。30事業の301。 

  以前聞いたことがあるのかもしれませんけれど

も、まずこの活動費を出しているところの収支と

今の活動状況、できれば誰がどのようにいつやっ

ているのかみたいなところをご説明いただきたい

んですが。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 これは農業・農村活性化事業

の活動費の補助金のことかと思うんですけれども、

こちらについては、リーダー育成、それと農村の

活性化というような目的で行っているものでござ

います。構成につきましては農協、共済さん、各

酪農協などの14団体で組織しているものでござい

ます。 

  具体的にどういったものをしているかというと、

こちらのほうについては後継者不足というのがご

ざいまして、これを解消するために那須高原農業

合コンと、要するに合コンを開催しております。

昨年の11月２日にしまして参加者16名の中で２組

のマッチングがあったということで、今年度につ

いても11月１日から予定をしているものでござい

ます。 

  それと、農業指導士会というものがございまし

て、これは別の地区になるんですけれども、そち

らとの共催の中で、先進地の視察をさせていただ

いた中でリーダーの育成を行う。このものでござ

います。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 農業活性化というところだと、

塾までいくと、多分農業経営のほうかなと思うん

ですけれども、これは単純にお伺いすると、商工

でもいろんなところでもやっていますけれども、

要するに婚活というようなところね。これは、私

の理解だと、今のだとね、農業者の後継者、奥さ

んをもらえないとかそういったことの困っている

ことに対して市がお金を出して支援していると考

えてよろしいんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 そのとおりでございます。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 今のところは理解しました。 

  次に、184ページの一番下の升のシルバーファ

ーマー制度推進事業、これは説明がなかったんで

すけれども、ここで質問してよろしければなんで

すが、この制度の趣旨と、287万2,000円なんです

けれども、これも26年度の活動と実績についてご

説明いただけますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 こちら、趣旨でございますけ

れども、こちらは農業に関心のある方で、農業意

欲が旺盛な60歳前後の市民の方を対象に農業のヘ

ルパーとして、農家が求める農業者を育成する制

度でございます。 

  こちらについては年20回ということで、受講料

を取らせていただいた中で、農業の技術、それを

取得していただいて、農家が求めるヘルパーにな

っていただくということでございます。 

  こちらについては、26年までの実績といたしま

しては、修了した方が115名ということでござい

ます。そのうちこのヘルパー制度に登録している

方が89名ということでございます。この中から農

家のほうに実際的に行かれた方が４名という形に

なっております。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 これは年度でいくと287万2,000

円使って、成果としては、目的は、その４名の人

が一番この予算の趣旨に合った人というふうに私
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は今捉えたんですけれども、そういう理解でよろ

しいですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 ただいまマッチング件数４名

というのは申し上げましたけれども、中にはご自

分たちで独立して、農地を借りて農業に従事して

いるという方もいます。ですから、本来の趣旨で

あるヘルパー以外に、ご自分のほうで独立して農

業をやられているという方もおります。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 理解しました。ありがとうござ

います。 

  続きまして、186ページの、あと２つぐらいや

りたいんですけれども、一番上の段で、ここの全

体の予算は１億5,500万クラスですよね。この中

の枠の下のほうで、和牛優良精液利用促進事業、

それからその下の和牛優良雌牛導入事業費72頭と

あって、この金額があるんですけれども、これは

あれですかね。こういったものに100％ですか、

それとも何割かの負担という形で出しているんで

しょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 全額ということではございま

せん。特に和牛の優良ですね、精液の利用促進と

いうものについては１本というんですかね、１本

3,000円ということです、単価でやらせていただ

いております。それと、和牛の優良雌牛導入につ

きましては１頭５万円と。ですから、導入に関し

て何十万というような価格になると思うんですけ

れども、そのうちの５万円を補助するということ

でございます。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 金額は具体的に3,000円と５万

円とご説明いただいたんですけれども、要は割合

という意味での回答として、一般的に１本幾らの

ものに対する3,000円補助とか、市場価格という

のがあるんでしょうけれども、この牛等に関して

は大体幾らぐらいに対して５万円出ているんだと

いうようなご説明をいただけるとありがたいんで

すけれども。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 和牛の精液につきましては物

によっては物すごい高いんですよ。特に宮崎あた

りで、それだと十何万とするものもあるそうです。

ですから、幾らと言われると非常に答えに苦慮し

てしまうんですけれども。それと、和牛の雌牛に

ついても、平均すると60万というんですけれども、

やはり系統でいう名前が、要するにブランド牛と

いうものについては物すごく高いというものもご

ざいます。ですから、額がこれだというのはない

かと思いますけれども。ちなみに事業費でまいり

ますと、精液につきましては全体事業費が357万

210円の事業費に対しまして148万8,000円という

のが補助交付金でございます。和牛につきまして

は事業費で4,073万3,000円というような、要する

にもと牛で導入した総額が4,000万近いというこ

とで、それに対して360万を補助したということ

でございますんで、これで割り戻していただけれ

ば、大体の価格は出るのかなと。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 終わりのこの最後の説明で、私

理解してわかりました。ありがとうございます。 

  そうしたら、最後にこの186ページの一番下の

升のところで、金額が四千八百九十何万なんです

けれども、事業内容としての何ていうんですかね、

項目だけがあって、これが金額の内訳がちょっと

わからないので、どういった事業というか、具体
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的にどういうことにどれぐらいの金額で振り分け

てあるという内訳をちょっとご説明いただけます

か。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 先ほどの山本委員の質問の中

でも若干触れたかなと思うんですけれども、事業

参加者２名ということで、この年度が２名の方が

事業をやったというものでございます。 

  事業主体につきましては、先ほど言いましたよ

うに栃木県農業振興公社が事業主体でやるという

もので、こちらについて内容というご理解でよろ

しいですか、事業の内容。 

○鈴木（伸）委員 いや、金額での内訳というのは、

これは出てこないんですか。 

○印南農務畜産課長 総事業費で１億5,618万7,000

円…… 

○櫻田委員長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時５１分 

 

再開 午後 ２時５３分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ほかに質疑、ご意見はございませんか。 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 184ページの先ほどの質問のシ

ルバーファーマー制度についてですけれども、決

算の中でも通告でやったと思うんですが、農業公

社に委託ということで、その中で、この制度その

ものはいいと思うんだけれども、交付金の決め方

はどういう形で決めるのかなと。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 これにつきましては、農業公

社に委託しているという形の中で、考え方として

委託ではないかというのは議論はあるかと思うん

ですけれども、これ以外に公社にいろんな事業を

しております。これも農業公社は交付金という形

で支出しているんで、財政サイドの指導もあるん

ですけれども、一般の中で交付金という形で支出

した中で、ちょっと積算根拠というのは、例年市

が直営でやっていたものをそっくり公社のほうに

委託した形になります。よろしいでしょうか。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 制度的な部分から必要だという

部分で算出してくるのかなというふうには思った

んだけれども、ちょっと意味合いが違うのかなと

いう気はするんだけれども。もうちょっとわかり

やすく説明はできないですか。 

○櫻田委員長 部長。 

○藤田産業観光部長 こちらもですね、ちょっと手

元に明細がなくて大変恐縮なんですけれども、こ

の事業をやるに当たっては、人件費も必要でしょ

うし、要は畑を借りなくてはならないんで、畑の

借り上げ料も必要でしょうし、あとは事務的な経

費というところで消耗品も必要でしょうしという、

そういうもろもろの事業を展開するに当たっての

費用というものを積み上げて、それが二百何十万

ということになっていますんで、そのお金をもっ

て、要は農業委員会に委託していると、公社に移

行している、そういう内容です。 

○鈴木（紀）委員 わかりました。結構です。 

○櫻田委員長 ほかに質疑、ご意見等はございませ

んか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  討論を終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 認定第１号につきましては原案のと

おり認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 それでは、その他に入ります。 

  執行部の皆さんから何かございますか。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 （台風18号による被害状況報

告。） 

○櫻田委員長 それでは、委員の皆様から何かござ

いませんか。 

  君島一郎委員。 

○君島委員 （農振農用地の見直しについて） 

○櫻田委員長 委員の皆さんの中からほかに何かご

ざいませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 （堆肥センターの不祥事について） 

○櫻田委員長 そのほか委員の方から何かございま

せんか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 （説明者の欠席について） 

  それでは、そのほかないようなので、農務畜産

課の審査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  それでは、ここで執行部入れかえのため暫時休

憩といたしますが、10分間の休憩をとりたいと思

います。３時20分から会議を開きます。よろしく

お願いします。 

 

休憩 午後 ３時０７分 

 

再開 午後 ３時１７分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農林整備課の審査 

○櫻田委員長 それでは、農林整備課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６４号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 今回、農林整備課関係の付託案件は

ございませんので、これより予算常任委員会（第

三分科会）に切りかえて審査をいたします。 

議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いします。 

  課長。 

○久利生農林整備課長 （議案第64号について説
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明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  それでは、各委員から質疑、ご意見等をお受け

いたします。 

  委員の皆さん、何かございますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 ９ページのご説明いただいた６

款１項１目のこの財源だけ教えてください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久利生農林整備課長 こちらは市単独費になりま

す。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今の鈴木委員と同じなんですが、地籍

調査で、その訂正業務というのは決算書なんかを

見ても出てくるんですけれども、これは決められた

ものを当然出すんだと思うんですけれども、そこで

抜け落ちるというのはどういうことなんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久利生農林整備課長 この修正の部分でございま

すけれども、基本的に地籍の場合は土地の境など

を本人の立ち会いのもとに道を確定いたします。

それで、それを測量として押さえるわけでござい

ますが、中には成果をつくる場合に、測点の線と

線を結ぶ作業が出てくるんですが、結線のミスと

かそういったものが当時気がつかないまま出され

たものとか、数はいろいろ、種類はいろいろ出て

くるわけなんですが、代表的なものとしては今み

たいなものが考えられます。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 ほかに質疑、ご意見等はございませ

んか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございますか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第64号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○櫻田委員長 続きまして、決算審査特別委員会

（第三分科会）へ切りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から説明を簡潔にお願いします。 

  なお、たくさんあるときにはページをめくった

ときにすぐ委員の方が追いつけませんので、上か

ら何行目ぐらい丁寧に説明をしていただければと

思います。 

  それでは、よろしくお願いします。 

  課長。 

○久利生農林整備課長 （認定第1号について説
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明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  委員の皆様、何かございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 189ページの先ほど多面的機能支払い

交付金という説明があったんですが、これも前の

課のときのような、そういう補助金というか、負

担金なんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久利生農林整備課長 こちらの多面的機能につき

ましては、少子化ですとか、いろいろ農業後継者

とかそういう問題が上がる中で、農地を保全する

ことがなかなか難しい時代になっております。そ

ういう中で、地元、あるいは関係者が農地保全、

あるいは農業施設、そういったものを保全するた

めに共同作業を行う者に対して市のほうで補助を

出すものでございます。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 ここに50組織、43組織、24組織とそれ

ぞれあるんですが、これは１件掛ける50みたいな

形なんですか。団体が50あるという、そういうも

のなんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久利生農林整備課長 ただいまの地区数50、43、

24ということでございますが、これは地域の活動

をそれぞれあらわしてございます。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 198ページの林業振興対策費というも

のがあったんですが、その真ん中辺に補助金で林

業振興事業費464万1,300円というものがあるんです

が、これは昨年はもっと少なかったような、1,000

万ぐらいだったような気がするんですが、これは

誰に何を、どういうものなのかとちょっと説明を。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久利生農林整備課長 ただいまのご質問でござい

ますが、昨年度の決算でございますと、100万円

のものでございました。よって、増額としては

364万1,300円ということになりますが、中身につ

きましては、那須塩原市新聞組合の中で、林業に

使います高性能林業機械というものがございます。

そういったものへの導入に対する交付金、そうい

ったことで、リース料ですとか機械の購入費に充

てたものでございます。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 こういう補助金は、では、本人という

か、このもらった人たちも五、六十％とか出して、

これは補助は何割みたいに決まっているものです

か。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久利生農林整備課長 ただいま委員のおっしゃる

とおりでございます。本人のほうの負担がござい

ます。 

○山本委員 了解です。 

○櫻田委員長 そのほか、何かございませんか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 200ページの１項１目の60事業、

これはよく市民から困っている相談が出ているか

と思いますが、この決算額の中で、市民からの要

望に十分応えられていたのかどうかというあたり

の認識をちょっとご説明いただけますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 
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○久利生農林整備課長 ただいま委員のほうからご

質問がございましたこの事業について、要望に応

えられているかと、こういう内容でございますけ

れども、現在のところ、那須塩原市だけではなく

て、県内、あるいは全国的に野生鳥獣被害が拡大

している中にあります。そういう中で、市といた

しまして、でき得る限りの中での予算措置という

ことで措置したものでございますが、その中でも

被害のほうに追いついていないというのが現状の

ところでございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 現状を理解いたしました。 

  それで、あとちょっと最後に１つだけなんです

けれども、この真ん中に捕獲鳥獣の実績がござい

ますが、これらは、捕らえられたものは、銃で撃

たれて死んだりしたものがほとんどだと思うんで

すけれども、この後どうなるんですか。どういう

処分の仕方をされているのか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久利生農林整備課長 ただいまの捕獲されたもの、

野生鳥獣の処理ということでのご質問かと思います。 

  まず、大きいものでいきますと、熊がちょっと

特殊でございまして、こちらはこの表にもござい

ますように、捕獲して、そのうちの一部を放獣し

たということがございます。 

  それ以外につきましては、埋設処分が基本とい

うことになっております。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 ほかに質疑、ご意見等はございませ

んか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは、先ほどの補正でちょっと聞

きましたけれども、197ページ、地籍調査費の、

198にもかかわってくるわけですけれども、地籍

調査をずっと進めてきているわけですが、その中

で、この平成26年度決算では、東区は三本木、沼

野田和、下中野ということで、地籍調査を進めて

きました。27年度予算にも当然計上されているわ

けですけれども、ここまでの地籍調査をしてきた

中で、どのぐらいの、地籍調査としてはこれまで

進んだということになるんでしょうか。進捗率と

いう表現が正しいのかどうかはわかりませんけれ

ども、お聞きします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久利生農林整備課長 ただいまの進捗率について

のご質問でございますが、那須塩原市の中で、市

域は、市の面積は592.8㎢でございますけれども、

その中で地籍調査が必要な面積が約327㎢ござい

ます。その中で、現在調査完了している面積が約

185㎢でございます。したがいまして、進捗率と

して56.5％の達成率ということでございます。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これからも進めていかなくてはいけな

いということで、その部分はわかりました。 

  どうしても、境の問題でトラブル等があったり

ということもあるように思うんですが、そういっ

た部分での、うまく解決をしながら進めているん

でしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久利生農林整備課長 現地のほうでのトラブルと

いったことへの質問かと思いますけれども、地籍

調査につきましては、先ほども答弁で申し上げま

したが、関係者が立ち会いのもとに境を、境界を

決めていくものでございます。したがいまして、

一定の区域の中で地籍調査事業を進めているもの
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でございますから、お互いの立ち会い者の合意が

求められたところにつきましては、それぞれ成果

をどんどん仕上げてまいります。 

  その後、どうしても折り合いがつかない場所、

これにつきましては、何度か調整は本人たちにし

てもらうわけですが、地籍調査の手法としまして、

どうしても解決には至らなかったという場合は、

筆界未定という措置がとられます。これをしない

と、全体の事業がいつまでも進捗できませんので、

その部分は筆界未定という形で、これも一つの成

果という形になります。そういう形で事業を終了

させて、次へ次へと進捗を図っていくものでござ

います。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今の説明でいくと、では現実には、未

定の部分というのは、今の全体の完了が185㎢で

したよというご報告をいただいて、そのうちのや

はり１％とか、0.5％とか、そういった部分で実

際に存在するという理解でよろしいんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久利生農林整備課長 筆界未定の割合ということ

でのご質問かと思いますけれども、この割合につ

きましては、具体的にはじき出したもの、数値を

出したものがございません。先ほどの完了面積の

中には、その地区の完了という形で進めてござい

ます。 

  よって、先ほどの繰り返しになりますが、筆界

未定だけの割合というものは、申しわけございま

せんが、つかんでおりません。 

  以上でございます。 

○吉成委員 はい、わかりました。 

○櫻田委員長 ほかに質疑、ご意見等はございませ

んか。 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 200ページの有害捕獲実績の中

で、カモ、カラス、キジバトの捕獲実施時期とい

うことなんだけれども、何でこの時期なのか、あ

と、どういった捕獲の仕方をするのかというとこ

ろをお聞かせ願いたいと思うんですけれども。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久利生農林整備課長 ただいまのカモ、カラス、

キジバトの捕獲の時期についてのご質問でござい

ますけれども、こちらにつきましては、農作業が

始まります５月、このあたりで一番鳥類による種

関係の被害が大きくなっているところでございま

す。 

  また、この実施につきましては、農業関係の団

体のほうで、一番詳しい時期を捉えておりますの

で、そちらのほうの申請によってこの時期に実施

しているものでございます。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 とり方としては、どういうとり

方をしているんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久利生農林整備課長 ただいまの捕獲の方法が抜

けましたんですけれども、銃器、いわゆる鉄砲で

すね。散弾銃でございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 ほかに質疑、ご意見等はございませ

んか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 
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  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については原案のとおり認定すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 認定第１号については、原案のとお

り認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 それでは、その他に入ります。 

  執行部から何かございませんか。 

  課長。 

○久利生農林整備課長 （追加の補正案件及び台風

18号による被災状況について説明） 

○櫻田委員長 それでは、委員の皆様から何かござ

いませんか。 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 （カラスによる酪農業への被害

について） 

○櫻田委員長 それでは、そのほかありますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 そのほか、ないようですので、農林

整備課の審査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩といた

しますが、ここで10分間の休憩をとらせていただ

きます。会議は４時15分より始めたいと思います

ので、どうかよろしくお願いしたいと思います。 

 

休憩 午後 ４時０４分 

 

再開 午後 ４時１５分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎商工観光課の審査 

○櫻田委員長 それでは、商工観光課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６４号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 今回、商工観光課関係の付託案件は

ございませんので、これより予算常任委員会（第

三分科会）に切りかえて審査をいたします。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いします。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 （議案第64号について説

明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。各委員から、

質疑、ご意見をお受けいたします。 

  君島委員。 

○君島委員 これは、商店街によっては、国庫補助

で直接商店街がもらって実施しているというとこ
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ろもあるんですけれども、これは市単独なんです

けれども、その辺の割り振りというのはどういう

ふうにしているんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 昨年まで直接商店街がもらっ

ていた補助金は、本年度なくなっております。こ

の４商店街については、特にそういった補助に該

当するものではない、要望しているものではないと

いうことで、今回市の要綱に基づく補助で、それと

地元負担で実施するというような内容でございます。 

○櫻田委員長 ほかに質疑、ご意見等はございませ

んか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第64号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○櫻田委員長 続きまして、決算審査特別委員会

（第三分科会）に切りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 （認定第1号について説

明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。各委員から、

質疑、ご意見等をお受けいたします。委員の皆さ

ん、何かございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 観光振興費、210ページです。 

  一番下の括弧のところに、観光客の入り込み数

と宿泊数と書いてあるんですが、よく一般質問で

も入り込み数がふえたとか減ったとかというとこ

ろを聞くんですが、この宿泊数は泊まった人なので

計算するんだと思うんですが、入り込み数はどのよ

うにしてカウントをしているのか、教えてください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 入り込み数につきましては、

各観光施設、毎回毎回違うところに聞いたのでは

統計になりませんので、決まったところに直接照

会等をかけまして、回答をいただいたものを集計

して、県のほうに提出している数字であります。 

○櫻田委員長 課長、もうちょっと詳しく場所等を

言ってもらえれば幸いだと思うんですが。 

  答弁を求めます。 

  係長。 

○金子観光係長 主なところですと、塩原地区です

と、主な観光施設として、アグリパル塩原、それ
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からハンターマウンテン塩原、それから塩原温泉

湯っ歩の里、もみじ谷大吊橋、華の湯等が主な観

光施設になっておりまして、黒磯地区になります

と、大きなところでは、那須ガーデンアウトレッ

ト、それから道の駅の明治の森・黒磯、それから

板室健康の湯グリーングリーン、それから幸乃湯

温泉、こちらは日帰りの立ち寄り湯と、あとガラ

ス工房みたいなものがあって、そちらも含めてと

いうことで、入り込みのほうをカウントしていま

す。あとは、板室温泉街が大きなところになって

おります。 

  あと、西那須の地区になりますと、乃木神社、

それからホウライ、千本松牧場、それから那須野

が原公園といったところが大きなところになって

います。 

○櫻田委員長 係長に申し上げます。 

  聞き取りができなかったので、後でレターケー

スに詳しくデータをとった、去年のでいいと思う

ので、例えば千本松で何人とかというのをみんな

出してもらって、各委員のレターケースに入れてお

いてもらえればと思うので、よろしくお願いします。 

  山本委員、それでよろしいですよね。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 統計調査の約束事で、ここの

データは公表しないということになっております

ので、大くくりのデータに少しつくりかえたもの

でいかがでしょうか。 

○櫻田委員長 場所もだめなんですか。人数ではな

くて、場所。とっている場所は。人数は、確かに

だめだったら、とっている場所だったらばだめ。

例えば、いい。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 調べておきます。 

○櫻田委員長 もしだめであっても、ちゃんとご連

絡をしてもらうように。 

  山本委員、それでよろしいですね。 

○山本委員 では、私の聞きたかったことは、どこ

が何人かというよりも、こういう数字が出てくる

ときに、今、例えばアウトレットというような話

が出たんですが、アウトレットでどうやって人数

を数えているんだろうなと思うわけです。だって、

私はカウントされた覚えがないし、例えばグリー

ングリーンなんかは、観光客じゃない人だってお

風呂に入るじゃないですか。そういう人が入って

いるんですよねということが聞きたかったのと、

毎年こうやっていくのに、同じようなふうにしな

いとわからないじゃないですか、多い少ないって、

ごみの量とは違うんですから。 

  そういうところで、986万というのが、例えば

その次の年はこれが1,000万になったとかとなる

ときのその基準みたいなものがあるのか、いいん

です、アバウトで。そういうものを聞きたかった

んですけれども。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 おっしゃるとおり、基準にな

るものがふえますと、そういうことで毎年毎年、

調査する施設は変わらないと。よほどアウトレッ

トができたみたいなことになれば、その年はぐん

とふえますけれども、基準として同じところを調

査はしています。 

  それから、アウトレットのカウント方法につい

ては、こちらではわかりません。各施設からいた

だいたものです。入場料をとって何人入っている

んだというところは、多分その数字でわかるんで

すが、アウトレットさんは、アウトレットさん独

自で、うちは何人だという数字をつくって、それ

をいただいているというのが実態でございます。 

  昔からこの制度については、みんなどこもあっ

ち行ったりこっち行ったりするからだめじゃない



－317－ 

かとか、本当にいろいろな話はあって、その昔に

は道路のほうについている自動車の通行台数、そ

こに大型車、バスは掛ける何人とか、乗用車は掛

ける何人とやったような時代もありましたので、

そういうレベルの数字で、傾向に満たない数字で、

この数字が正しいのかどうかという数字ではござ

いません。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 今のところのことはわかりました。で

すから、傾向がふえているというのはわかる程度

のことだというふうに理解をします。 

  同じところの真ん中辺に広告料があって、先ほ

ど多分、去年の半分ぐらいになっているんだと思

うんですね。この番組制作放映とか、雑誌は広告

とかというのは。これは、自分たちでやっていた

のをほかに多分委託した部分があるんだと思うん

ですが、少しここのところを、それによって広告

宣伝がどういうふうになったのか、より効果がな

いと意味がないですよね、こういうものは。これ

を変えたことによってどうだったのかというとこ

ろのちょっとお話を伺いたいです。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 先ほどちらっと触れましたけ

れども、直営でやっていた広告料が減って、この

決算の中でいう連絡協議会でやった事業がふえた

部分ということでよろしいかと思うんですが、25

年度までを見てみますと、主なお金の使い道が新

聞・雑誌への広告で、その中でも地元紙、県内へ

の宣伝が主なものだったというのが25年度。26年

度で変わった部分は、「ターゲットは首都圏」と

いうふうなことで方向転換しまして、ここにござ

いますけれども、26年度、ＪＲのタイアップであ

ったり、上海、インバウンドをにらんだ広告であ

ったりと、そういうものに振り分けをしていった

というのが基本的な違いでございます。 

  それで、26年度で多かったのは、文化放送、そ

れから埼玉のテレビなんかが大きな金額を占めて

います。効果として、数字が上がったというのは

非常に判断が難しいところですが、この傾向とし

ては、よく言われますのが、温泉100選の話もあ

りますけれども、あらわれてきているだろうと思

います。ただ、打ったからすぐ１年で効果がどう

だったということばかりではないというところで

は、つけ加えさせていただきたいと思います。 

○山本委員 はい、了解です。 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、206ページ、工業振興費、企業

誘致事業ということで、毎回これはもちろんある

わけですね。質問等にも以前あったと思うんです

けれども、実際にここでの自主事業というのは考

えられないんでしょうか。この決算から見れば、

自主事業というものはないと思うんですね。そこ

はどうなんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 26年度の決算でも、ごらんの

とおりの決算でございます。自主的に大きな仕掛

けをしたかと言われますと、26年度の中で行って

いないという、これが行えなかったというのが実

態でございます。ただ、その間にもお金は使って

いませんけれども、企業の情報を得たり、それか

ら準備をしたりというものはございまして、27年

度からは、実際にサテライトオフィスの誘致事業

を手がけたり、また今、工場の誘致なんていうの

にも積極的に出向いて、固有名詞の話はなかなか

大きくできない、決まるまでは、なかなか芽が出

るまではお話しできる話ではございませんが、そ

ういう活動は進めてございます。従来型の大きな
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工場と今までの発想になかった小さな誘致、サテ

ライトオフィスを代表とする、そういう動きをし

ているというのが27年度、26年度は決算のこのと

おりでございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 期待しています。 

  じゃ、209ページです。観光振興推進費、この

中の委託料で、上海を拠点とするインバウンド業

務、そして上海事務所の業務、それぞれ委託料が

あるわけですけれども、これまでも説明は受けて

きていますが、この詳しい説明をいただきたいと

思います。 

  それから、ＪＲとのタイアップ業務並びに日航

との飛行機内の広告業務、それらについても新た

なご説明をいただければと思います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 委託料の中で上海を拠点とす

るインバウンド業務、20万5,000円掛ける12カ月、

それと下に出てきます、まとめて事務所業務とう

たっている部分の違いですが、上海を拠点とする

部分については、上海に事務所を設置して、そこ

でＰＲを行ってもらうという基本料金みたいなも

のだと思っていただければ、月ぎめでお願いをし

ていると。それから、下に出てまいりますのが、

エージェントモニターツアー、それから広告掲載

ですか、そういったものについては個別に事業と

して仕掛けた部分の経費でございます。ですから、

基本料金とオプションではないですけれども、実

際に事業として仕掛けた部分が事務所業務という

くくりで180万ほど、常用ということでお願いの

仕方をしているのが246万ほどという内容でござ

います。 

  それから、ＪＡＬの機内誌という、こちらにつ

きましては、今まで飛行機の利用者にアプローチ

をしたことは発想としてなかったと、やはり今、

そういうところにもアプローチをする必要がある

だろうと。本市が客層として狙っている層がこう

いう飛行機を今利用するようなビジネス層であっ

たり、それからお父さん、お母さんが仕事で飛行

機を利用するファミリー層、そういうところにア

プローチをしたいという狙い。さらにもう一つ、

直接的にはやっていませんが、インバウンドもに

らんだ中で飛行機という考えのもとで行った内容

でございます。 

〔「ＪＲ、もう一つ」と言う人あり〕 

○吉成委員 はい。 

○藤田商工観光課長 すみません、ＪＲのタイアッ

プにつきましては、ちょうど観光シーズンの５月、

６月、そして夏休み、５月の連休から今度は夏休

み向けに一つの区間、それから、冬季のお客さん

の獲得ということで12月から３月の間にＪＲ首都

圏の駅全部に駅張りのポスター、それが870枚ほ

ど駅張りポスターをやって、さらに車内のよく言

う中づりというんですか、これを全車両につけま

して7,250枚、それから各駅びゅうプラザへのパ

ンフレットを５万5,000部ほど置かせていただい

ております。さらに、ＪＲで出しています「大人

の休日倶楽部」への掲載、それから、びゅうプラ

ザをターゲットにしたキャラバン活動、こういっ

たものの経費が締めて923万4,000円という内容で

ございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それらの費用による効果、よく費用対

効果という表現をしますけれども、それを平成27

年度になって手応えとして感じている部分はいか

がでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 先ほどの山本委員の質問にお
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答えしましたが、果たしてどれでどの効果があっ

たんだという判断は、なかなか難しいかなとは思

うんですけれども、全体としては効果がそういう

ふうに、先ほど申し上げたように出ています。 

  さらに、ＪＲのタイアップにつきましては、Ｊ

Ｒ旅連、もともと塩原にはあったんですね、ＪＲ

の提携旅館が、ＪＴＢとの提携旅館があったり、

板室のほうにはそれがなかったのが、こういった

ものを通しましてＪＲ旅連が板室のほうにもでき

て、ＪＲの駅で板室の宣伝をして、そこから送客

してもらうというシステムができたのも、副産物

ではありますが、効果かなというふうには見てい

ます。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 その点はわかりました。 

  上海に拠点を置いて誘客を図っているというの

は、この考え方でしょうけれども、結果は結構わ

かるような気がしますけれども。そういう方が最

近ふえたなとか、ないしは情報として今回こうい

う団体が行きますよとか、そういった部分では把

握はされていないんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 上海を拠点とする部分という

頭が個別にはございませんでした。失礼いたしま

した。人数等についてはつかんでございます。昨

年取りまとめた数字でいきますと、上海事務所を

経由して入ってきたお客様が113名、事務所から

直接あったお客様が113名という数字はつかんで

ございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 間違いなく、事務所を開いた効果とし

てあらわれているということですよね。やはりせ

っかくやっているんだから、もっと自信を持って

言っていただきたいと思うんですね。 

○櫻田委員長 課長。 

○藤田商工観光課長 今のは、お答えする話じゃな

いのかと思って、首だけで終わりにして大変申し

わけございません。 

  数字的にそういう形に出ています。それから、

知名度の問題、徐々に浸透していくだろうと。中

国最大の旅行社なんかにも入っていますので、こ

れからまた効果があらわれてくるのかなというふ

うに思っております。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 はい、了解しました。 

  あと、最後ですけれども、217ページの木の俣

園地のヤシオツツジの植栽工事ということなんで

すけれども、具体的にもう三本木の   と言わ

れたので、道路のところのあそこからこのヤシオ

ツツジを運んで植栽したと思うんですが、本数が

どのぐらいあったのかちょっとわかりませんけれ

ども、植栽費用としては結構な、800万からです

から、相当の本数が見込まれている気がするんで

すが、ちょっとそこをお尋ねしたい。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 本数としましては1,000本、

それも１カ所じゃなくて、箱の森プレイパーク、

それから木の俣園地、烏ヶ森公園、黒磯公園とい

うふうに、４カ所に1,000本を振り分けて植栽し

たという内容です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、それぞれ全て合算でその

800万円強の工事費がかかったということなんで

すね。 

○藤田商工観光課長 そういうことです。 

○吉成委員 はい、わかりました。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 
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  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 205から206になっています交付

金、大学経済ゼミナール那須塩原市活性化プレゼ

ン大会実行委員会、このプレゼンの内容をちょっ

とお聞かせ願いたいと思いますが。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 大学ゼミ大会のプレゼン、こ

ちらの事業交付金で前年の決算はゼロになってい

ます。25年度は、市が直営で委託料で支払いをし

て行っていた事業でございます。26年度について

は、直営じゃなくて交付金という形に変わりまし

た。実行委員会への交付金です。 

  実行委員の構成団体は３観光協会と２商工会、

実施日が昨年の11月29日、出場チームが10チーム、

８大学10ゼミナールという数でした。テーマが、

26年は「地方から経済の活性化を！」というふう

なテーマで、それぞれの大学がいろいろな発想で

発表、プレゼンをしていただき、グランプリにな

りましたのが跡見学園女子大学というところで、

地産地消、産地直送、食育戦略で那須塩原市を元

気にしようというような内容でございました。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 大学のほうでも楽しみにはして

いると思うんですよね。やはりなかなか発表する

機会がどうかというのであると思うんですけれど

も、そういった中で、観光協会、商工会というこ

とですけれども、こういった最優秀賞をとったチ

ームなんかのアイデアをやはり生かしてやってい

るのかどうかという、せっかく来てやっていただ

けるんですから。あとはまた、せっかく来ていた

だけるということであれば、宿泊とかそういった

部分での補助金というか、少しでもお手伝いする

とかという部分での形はとったのかどうか、そこ

ら辺もあわせてお聞かせ願います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 ありがとうございます。やは

り昨年終わった後の反省会で、同じようなご意見

をいただいております。 

  実際にこの跡見学園女子大学の昨年グランプリ

は、今年度これを実現するために、このゼミが東

京のほうの文京のほおずき市であったり、イベン

ト等が２つあったので、そちらに参加したときに、

私どものほうの商品を持ち込んで、そこでＰＲを

させてもらいながら販売を都内で実際にさせてい

ただきました。それについては、組織としてまだ

確立されていなかったものですから、うちの職員

が直営でそれを本年度はやらせていただいていま

す。 

  ことしのプレゼン大会が今、計画されているん

ですが、その中では、終わった後に実現化プロジ

ェクトという形でつなげていこうという話を今進

めてございます。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 せっかく来てくれて、プレゼン

をやってくれるわけですから、本当にもっともっ

と生かしていただきたいと、そのように思います。 

  それでいいです。 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した
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いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一計会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 認定第１号については原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 それでは、その他に入ります。 

  執行部から何かございませんか。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 今ちょっと資料を配らせてい

ただきますのでお待ちください。 

〔資料配付〕 

○櫻田委員長 それでは、課長、よろしくお願いし

ます。 

○藤田商工観光課長 （台風の被害状況と秋の観光

プロモーションについて説明。） 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 （サテライト事業の取組状況に

ついて） 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 （大学経済ゼミナール参加者へ

の宿泊補助について） 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 （企業誘致について） 

○櫻田委員長 ほかに委員の皆様から何かございま

すか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 （那須塩原市への企業誘致の状況に

ついて） 

  それでは、そのほかないようですので、商工観

光課の審査を終了いたします。 

  以上で産業観光部の審査を終了いたしました。 

  お疲れさまでした。 

  すみません、本当は部長から一言だったんです

けれども。 

○藤田産業観光部長 いろいろお世話いただきまし

た。 

○櫻田委員長 それでは、ここで執行部退席のため、

暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ５時１２分 

 

再開 午後 ５時１３分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 続いて、４のその他に入りますが、

委員の皆様から何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、事務局から連絡

があります。 

  事務局。 

○磯議事調査係 （今後の予定について事務連絡） 

○櫻田委員長 ご苦労さまでした。 

  それでは、ただいま事務局から説明がありまし

たが、１点だけ皆様にご確認をしたいと思います。 
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  あした木曜日、午後５時までが討論の締め切り

になっていますが、討論をやる予定の方はいらっ

しゃいますか。賛成討論だったら別に問題はない

んですが、反対が出ると賛成を出さなくちゃなら

ないという、そういう先例集があるので。 

〔「高久さんがみんな出しているところだ

から大丈夫」「この常任委員会だよ」

「常任委員会は出さないです」と言う人

あり〕 

○櫻田委員長 大丈夫ですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 はい。じゃ、その言葉を信じて。よ

ろしくお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○櫻田委員長 それでは、これで本定例会における

委員会議事日程は全て終了いたしました。 

  本委員会での審査報告は、本職が作成し、議長

に提出をいたしますので、ご一任くださるようお

願いしたいと思います。 

  最後になりますが、こうやって皆様と集まって

話ができるのは、もうしばらく12月議会まではな

いと思うんですが、一応11月20日に議会報告会が

あります。３班の担当は塩原になっていますので、

今回はお手伝い等がありませんので、通常、集合

時間の１時間前だったのが、１時間半とか２時間

前になるかもしれませんが、そういった部分で皆

様とともにすばらしい議会報告会にしたいと思い

ますので、どうかご協力のほどよろしくお願いし

たいと思います。 

  それでは、これをもちまして建設経済常任委員

会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ５時１８分 

 




